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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２５日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時１３分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　正 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部次長兼課環境対策長　乾　富治　　同部参事兼市民課長　萩原　明

同部参事農委併任　田橋正一　産業振興課長　鈴木康之　　環境業務課長　早川　茂

環境センター長　上村裕幸 市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇　　同部参事兼介護保険課長　山田雅也

同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 健康推進課参事　前野さゆみ

こども育成課参事　船寺順治　　同課参事　寺田加代子

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出

　　　　　　決算認定の件

認定第３号　平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件
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認定第８号　平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時１分　開会）

○森内一蔵委員長　ただいまから民生常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　スポーツ、文化の秋でございますが、

連日何かと行事でお忙しい中、きょうは

決算の委員会ありがとうございます。ご

苦労さまでございます。

　本日は、平成２１年度の所管の会計に

ついての決算をご審査いただくわけでご

ざいますが、ちょうど今、来年度予算に

向けてのまだいろいろと模索中でござい

ますので、その質問、ご意見はまた来年

度予算につながっていくことと思います。

　何とぞ慎重審査の上、ご認定いただき

ますよう、よろしくお願いします。

　一たん退席させていただきます。

○森内一蔵委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、本保委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付いたしております案のとおり行うこ

とに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、委員会を

再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　おはようございま

す。

　それでは、認定第１号、平成２１年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、保

健福祉部生活支援課、障害福祉課、こど

も育成課、国保年金課及び介護保険課が

所管しております事項につきまして、目

を追ってその主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、３２ページ、

款１２、分担金及び負担金、項１、負担

金、目１、民生費負担金は、前年度に比

べ７．７％、約６，８１３万円の増となっ

ております。これは主に障害者福祉サー

ビスに係る介護給付費負担金の増による

ものでございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、前年度に比べ９．５％、約２億４，

８６８万円の増となっております。

　なお、増額の主な要因は、障害者支援

施設給付費負担金、訓練等給付費負担金

及び生活保護費等負担金の増によるもの

でございますが、障害者支援施設給付費

負担金、訓練等給付費負担金の増は市立

障害者支援施設のはばたき園、ひびき園

及びみきの路の介護給付費がアップし、

利用者がふえたことが要因でございます。

生活保護費等負担金の増は、対象者の増

によるものでございます。

　４０ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、前年度に比べ８０．

９％、約７，４１４万円の増となってお

ります。これは主に新たに設けられた子

育て応援特別手当の交付金及び生活保護

システムの構築にかかる生活保護適正実

施推進事業補助金の増によるものでござ

います。

　４４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務等にかかる

委託金で、前年度に比べ６．９％、約１

６１万円の減となっております。

　同じく４４ページ、款１５、府支出金、
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項１、府負担金、目１、民生費府負担金

は、前年度に比べ５．８％約５，３５０

万円の増となっております。これは障害

者の小規模通所授産施設が障害者自立支

援法に基づく新体系に移行したことによ

り、生活介護給付費負担金、訓練等給付

費負担金が増額となったことが主なもの

でございます。

　４６ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、前年度に比べ４６．

２％、約１億５，１３８万円の増となっ

ております。これは主に児童福祉施設整

備や新型インフルエンザ対策等に係る経

費を補助対象とする大阪府安心こども基

金特別対策事業費補助金が新たに設けら

れたことによるものでございます。

　５２ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、主に障害児（者）地域療

育等支援事業委託金でございます。

　５４ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、市負担にかかる過年度精算

金でございます。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、６０ページか

ら６３ページが保健福祉部関係で一部負

担金相当額等一部助成返還金、後期高齢

者医療定率負担金過年度精算分、生活保

護法による返還金・徴収金、保育所職員

給食費負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

０６ページ、款３、民生費、項１、社会

福祉費、目１、社会福祉総務費は、人件

費を除き前年度に比べ２５．５％、約７

億３，５９４万円の減となっております。

これは地域福祉課、障害福祉課にかかる

経常経費並びに広域連合医療給付等負担

金などの補助金、負担金及び国民健康保

険などの特別会計への繰出金が主なもの

でございます。

　なお、減額の主な要因は、これまで社

会福祉総務費で執行しておりました障害

福祉に係る経費を目７の障害福祉費で執

行したことによるものでございます。

　１１２ページ、目３、国民年金総務費

及び目４、国民年金事務費は、国民年金

事務に係る経常経費でございます。

　１１４ページ、目５、老人医療助成費

は、前年度に比べ０．９％、約１４６万

円の増となっております。

　同じく目６、障害者医療助成費は前年

度に比べ４．９％、約５７７万円の減と

なっております。

　同じく、目７、障害福祉費は、これま

で社会福祉総務費、身体障害者福祉費及

び知的障害者福祉費で執行しておりまし

た障害福祉に係る経費を統合し、新たに

設けたものでございますが、障害者自立

支援法に基づく新体系への移行により、

小規模通所授産施設運営補助金、障害者

福祉作業所運営補助金が減額となり、障

害福祉サービス費等給付費が増額となっ

ております。

　１１８ページ、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費は、保育所運営費負

担金等を執行しておりますが、人件費を

除き前年度に比べ２１．５％、約２億９，

８４３万円の増となっております。その

主な要因は歳入でご説明しましたように、

大阪府安心こども基金特別対策事業費補

助金による、一津屋愛育園及びとりかい

保育園の建てかえや摂津ひかり幼稚園を

改修し、認定こども園としたことに係る

児童福祉施設整備費補助金を執行したこ

とによるものでございます。

　１２０ページ、目２、児童措置費は、

児童手当、児童扶養手当の支給を執行し

ておりますが、前年度に比べ０．１％、

約１４７万円の減となっております。

　同じく目３、児童福祉施設費は、主に
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市立保育所の運営に係る非常勤職員等の

賃金、給食賄材料費の経費を執行してお

りますが、前年度に比べ６．５％、約１，

２１１万円の増となっております。

　１２４ページ、目４、母子福祉費は、

母子生活支援施設運営費負担金等を執行

しておりますが、前年度に比べ２７．６

％、約５０５万円の増となっております。

これは主に母子生活支援施設運営費負担

金及び母子家庭高等技能訓練促進費の増

によるものでございます。

　同じく、目５、乳幼児等医療助成費は、

前年度に比べて０．９％、約１４０万円

の減で、これは主に過年度分府費返還金

の減によるものでございます。

　同じく、目６、ひとり親家庭医療助成

費は、前年度に比べ７．５％、約４２４

万円の増で、これは対象者の増によるも

のでございます。

　同じく、目７、子育て応援特別手当費

は、平成２０年度予算から全額繰り越し

たもので、約４，４７８万円でございま

す。

　同じく、項３、生活保護費、目１、生

活保護総務費は、人件費を除き、前年度

に比べ３５１．３％、約２，９３１万円

の増となっており、その主な要因は歳入

でご説明しましたように、新たに生活保

護システムの委託料を執行したことによ

るものでございます。

　１２６ページ、目２、扶助費は前年度

に比べ１０．８％、約２億１，５２１万

円の増となっております。これは、対象

者の増によるものでございます。

　以上、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管いたしております平成２

１年度一般会計歳入歳出決算につきまし

ての補足説明とさせていただきます。

○森内一蔵委員長　福永保健福祉部理事。

○福永保健福祉部理事　認定第１号、平

成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております事項につ

きまして、目を追ってその主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、３４ページ、

款１３、使用料及び手数料、項１、使用

料、目３、衛生使用料のうち保健福祉部

に係る使用料は前年度に比べ４．１％、

約２７４万円の増となっております。こ

れは葬儀会館使用料で減となったものの、

市営葬儀使用料が増となったことにより、

総額では増となったものでございます。

　３６ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料のうち、保健福祉部に係るもの

は、飼い犬登録手数料、狂犬病予防注射

済票交付手数料等で、前年度に比べ２．

０％、約５万円の減となっております。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目６、衛生費国庫補助

金は、乳がん検診及び子宮がん検診での

無料クーポン制度の導入に係る女性特有

のがん検診推進事業補助金でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目２、民生費府補助金では、

これまでの小地域ネットワーク活動推進

事業補助金、コミュニティソーシャルワー

カー配置促進事業補助金等が廃止され、

地域福祉・子育て支援交付金に移行して

おります。

　４８ページ、目３、衛生費府補助金の

うち、保健福祉部に係るものは、前年度

に比べ３１４．４％、約１，５５２万円

の大幅な増となっております。これは妊

婦健康診査公費負担の回数増に伴う補助

制度や、接種費用負担軽減などの新型イ

ンフルエンザ関係の補助金が新たに設け

られたことによるものでございます。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、
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雑入、目２、雑入のうち、健康推進課、

地域福祉課に係るものは、６１ページの

各種検診自己負担金、予防接種自己負担

金、各種サービス利用料及び旧総合福祉

会館撤去工事府負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、７

８ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費のうち、水道事

業会計繰出金は、水道料金減免事業に係

るもので、前年度に比べ４．８％、約９

４万円の増となっております。

　１０６ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、社会福祉総務費のう

ち、１０９ページの委託料で、第２期の

地域福祉計画策定及びこれまで老人福祉

費の高齢者日常生活支援事業補助金で執

行しておりました社会福祉協議会のホー

ムヘルパーによる安否確認事業などを府

補助金の交付金化に伴い、地域福祉活動

支援委託料として執行しております。

　また、公有財産購入費は、香露園ちびっ

子広場の土地購入費でございます。

　１１０ページ、目２、老人福祉費は、

これまでの高齢者日常生活支援事業補助

金に係る事業を、社会福祉総務費で執行

したものの、介護報酬のアップや介護職

員処遇改善交付金の交付等により、せっ

つ桜苑に係るサービス委託料が増加となっ

たこと及び平成２１年度から事業を拡充

しました介護用品、紙おむつ等の給付や、

新たに実施しました認知症・介護支援事

業などにより、前年度に比べ０．６％、

約２７７万円の増となっております。

　１２８ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目１、保健衛生総務費は、

保健センター及び休日応急診療所の管理

委託料、また三師会、夜間休日応急診療

所、三次救命救急センター等の補助金、

負担金などが主なもので、人件費を除き、

前年度に比べ８．５％、約７１４万円の

減となっております。これは主に保健セ

ンター管理委託料及び休日応急診療所管

理委託料の減によるものでございます。

　１３０ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ２７．６％、約５，００１万円

の増となっております。これは歳入でも

ご説明しましたように、子宮がん検診、

妊婦一般健診などの委託料の増、新たに

新型インフルエンザワクチン接種費用助

成金や、陰圧テントなどの備品購入費を

執行したことによるものでございます。

　１３４ページ、目６、斎場費は前年度

に比べ２．７％、約３０３万円の増となっ

ております。これは主に市営葬儀委託料

の増によるものでございます。

　同じく、１３４ページ、目７、墓地管

理費は、市営墓地の管理経費で、前年度

に比べ６３．０％、約１９万円の減で、

これは前年度に執行しました市営墓地修

繕料がなかったことや、墓地返還金の減

によるものでございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております平成２１

年度一般会計歳入歳出決算についての補

足説明とさせていただきます。

○森内一蔵委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　認定第１号、平成

２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、生活環境部に関わります部分につ

きまして、目を追ってその主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、３２ページ、

款１３、使用料及び手数料、項１、使用

料、目２、民生使用料のうち、市民文化

ホール等に係るものは、前年度に比べ０．

４％の増となっております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係りますもの

は前年度に比べ３．６％の減となってお

ります。
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　３８ページ、目２、衛生手数料のうち、

塵芥処理手数料は、前年度に比べ１３．

３％の減となっております。鳥獣登録手

数料は、メジロの飼養登録等事務に係る

手数料でございます。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料６００円は、非農地証明の

手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち、

戸籍住民基本台帳費委託金は、前年度に

比べ８．３％の増となっております。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金のうち、

公害対策費補助金は、騒音、振動、悪臭

対策等の事務に関わる補助金でございま

す。違法屋外広告物除去事務経費補助金

は、違法簡易看板除去に係る補助金でご

ざいます。鳥獣飼養登録事務費交付金は、

大阪版地方分権推進制度実施要綱の規定

による交付金でございます。

　目４、農林水産業費府補助金は、主に

農業委員会運営補助、水稲実施計画事務

費補助でございます。

　目５、商工費府補助金は、事務移譲に

係る定額補助及び地方消費者行政活性化

に係る補助金の交付を受けたものでござ

います。

　５２ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ０．７％の減と

なっております。

　５４ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金は、産業振興課に

係ります一般寄附金となっております。

　５６ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　５８ページから６０ページの項４、雑

入、目２、雑入のうち、生活環境部に係

ります主なものは、文化ホール入場料、

商品券売上金、資源ごみ売却収入等でご

ざいまして、前年度に比べ２２５．４％

の増となっております。

　続きまして、歳出でございますが、８

４ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、国際交流嘱

託員報酬及び国際交流協会補助金、市外

宿泊施設利用補助金等に係る経費でござ

います。

　８６ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の電気料金や維持管理費補助金並

びに防犯協会の負担金等に係る経費でご

ざいます。

　８８ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員等の報酬のほか、自治会に

対する広報紙等の配布手数料、地域活性

化事業並びに摂津まつり振興会への補助

金が主なものでございます。

　９８ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費の主なも

のは、戸籍住民基本台帳事務事業及び市

民サービスコーナー事務事業等に係る経

費でございます。

　次に、１２６ページ、款３、民生費、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費は、財団法人摂津市施設管理公社への

事業委託に係る経費並びに旧保健センター

の改修に係る設計委託料が主なものでご

ざいます。

　１２８ページ、目２、文化ホール費は、

文化ホールの運営に係る舞台照明装置及

びステージスピーカーの借上料等でござ

います。

　次に、１３２ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気、水質、騒音、振動対策等に係る経

費でございます。

　１３４ページ、目５、環境政策費は、
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環境保全の啓発事業等に係る経費でござ

います。

　項２、清掃費、目１、清掃総務費は、

一般廃棄物の収集、処理事業に係る経常

的な経費でございます。

　１３６ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収協力金、ス

トックヤード運営に係る光熱水費、可燃

ごみの収集運搬、不燃ごみの中間処理、

不燃ごみの収集運搬、選別委託料等でご

ざいます。

　１４０ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１４２ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会の運営事務

に係る経費でございます。目２、農業総

務費は、農業改良委員報酬、大阪北部農

業共済組合への負担金が主な経費でござ

います。

　１４４ページ、目３、農業振興費は、

地域米消費拡大対策事業委託料、市民農

園設置委託料、鳥飼なす保存委託料のほ

か、農業祭実行委員会補助金、花とみど

りの補助金が主な経費でございます。

　１４６ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

費等の経常経費や労働相談に係る相談員

の報償金等でございます。

　１４８ページ、目２、商工振興費は、

商業活性化対策の事業補助や、中小企業

事業資金融資預託金、企業誘致奨励金等

の商工振興策にかかる経費でございます。

　目３、消費対策費は消費生活相談ルー

ムの運営に係る経費でございます。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

質疑に入ります。質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　決算概要のページで言

わせてもらいますので、よろしくお願い

します。

　まず、副市長からコメントいただきた

いと思うんですけれど、まず全体の話な

んですが、昨年度、民生費の構成比をもっ

と伸ばすべきだと、民生費予算は削るべ

きではないという議論を展開させていた

だいておるんですけれど、昨年は一昨年

に比べて３０．４％から３１．８％と１．

４％の民生費の伸びということなんです

けども、これをどう評価するかお聞きし

たいと思います。

　というのが、今回の民生費の増額９億

５，９８６万７，４７８円、民生費が１

０８億２，６２２万５，４００円になっ

たということなんですけれども、この部

分で民生費での扶助費ですね。これが増

額が４億８，０８８万９，２００円増。

この増額になりまして、全体が４６億７，

３５５万７，４１３円ということになっ

てるんですけども、全体増額分の半分が

いわば扶助費の増額ということなんです

けども、この民生費の増額ということで、

一様に見ていいのかどうかというか、改

善がされたのかどうかということをお聞

きしたいと思います。

　その民生費の扶助費にちょっと注目し

ますと、おととしと比べて扶助費全体の

増額ですね。一般会計に占める扶助費全

体の増額が、民生費の扶助費の増額とほ

とんど同じというか、民生費の扶助費の

増額のほうが若干多いということになっ

てるんですけども、教育とかほかの扶助

費もあるんですが、この辺が減ったとこ

ろがあるのか、というかこのあたりの見

方をお聞かせいただきたいと思っており

ます。
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　では、決算概要の右のページなのでよ

ろしくお願いします。

　まず７１ページ、戸籍システム借上料、

これ予算のときに大分議論をさせていた

だいたんですけども、５年リースで云々

とかいう話だったんですけども、この効

果というか、どういうことになっている

のかお聞かせいただきたいと思います。

　７７ページの社会福祉協議会補助事業

です。これがどういうふうに使われたの

かと。予算にとっては、７８０万残額と

いうのが出てきたわけですけれど、この

あたりもお聞かせいただきたいと思いま

す。

　同じく、せっつ高齢者かがやきプラン

策定事業の１７万５，２２０円の中身で

すね。どう使われたのかお聞かせくださ

い。

　次に７９ページ、せっつ桜苑では、介

護報酬や交付金が見直しもされて、委託

料が増額になったということで、今ご報

告いただいたんですけども、昨年全体の

予算というと、予算でも１，１００万ほ

ど減額されてきておるんですけども、そ

の予算と１，５００万円の残額が出てお

りまして、指定管理も予算の時には検討

するんだという話も出てたんですけども、

この状況ですね。どういうふうに見ていっ

たらいいのかなと思いまして、個人負担

限度額、先ほど言われた見直しなどで国

の負担がふやされるという話をしてたと

思うんですけども、医療と介護の関係で

いろいろかわってきているところがある

のか、つかんでいるところをお聞かせい

ただきたいと思います。

　８１ページの老人ホーム入所判定委員

会運営事業の執行額がゼロとなっておる

んですけども、これの中身を教えていた

だきたいと思います。

　同じページで、高齢者日常生活支援事

業ですが、これは自立判定者への支援と

いうことになるんでしょうか。そうする

と介護保険以外ということになるのか、

国、府とかの制度で補助とかいうのがあ

るのかどうか、この中身をお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから紙おむつの給付ですけれど、

改善を求めて、要介護２以下でも必要な

方にはということでお願いしたと思うん

ですが、還付もということになっていた

と思うんですけども、この利用の状況は

どうだったかお聞かせいただきたいと思

います。

　それから似たようなふれあい配食サー

ビス、はり・きゅう・マッサージ施術費

の補助にも残額が出ているんですけども、

この利用のほうが少ないということにな

るのかわかりませんけども、中身を教え

ていただければと思います。

　それから、高齢者住宅支援事業でも３

年以上の居住制限というのも改善してい

ただいたということなんですけれども、

利用状況をお聞かせください。

　それから、予算のときに議論をしまし

た住宅改造費用助成です。この２６０万

円の実績もどう見るのか、聞かせていた

だきたいと思います。

　次に８５ページ、みきの路、ふれあい

の里の委託料、先ほど言ったようにこれ

も障害者自立支援法や何やらで報酬など

もかえられたということなんですけども、

この予算の残額というか差ですね。利用

者が減ったのかどうか、２１年度事務報

告で、今回施設ごとの延べ利用者数とい

う形なんで、ちょっとわからなかったも

のですからお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、障害者自立支援の移行補助

です。家賃や生活介護移送費などが補助

されるというふうに予算のときに話をさ
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せていただいたと思うんですけども、こ

れがどのように使われたのか。また、障

害福祉サービス費等給付です。運営補助

の増額がどういう形になったのか、聞か

せていただきたいと思います。

　８９ページ、保育所の運営費補助です。

これは使い切ってるわけですけれども、

要っただけが出るということになってる

のかどうかはよくわからないんですけど

も、予算をオーバーするとか、必要な分

が、予算がないために制限するというか、

そういったことはないのか、この状態を

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、民間保育所施設整備補助事

業、これも予算のときにお話ししたんで

すけども、この使われ方がどうだったか、

お聞かせいただきたいと思います。国事

業と先ほども説明ありましたけれども、

大阪府の安心こども基金であると、補助

金が来たということなんですけれども、

一般会計の負担がどのくらいあったかも

聞かせていただければと思います。

　９３ページの保育所整備事業です。翌

年度繰越は１１０万円ということで、こ

の繰越は置いておいて、残額というか４

００万円弱が不用となったという中身を

聞かせていただければと思います。

　それから、乳幼児医療助成です。印刷

製本費や精算金の減で執行額そのものが

減ってきてるという部分で、助成の方は

１億３，６００万から１億３，８００万。

制度の拡充を行ってきているということ

なんで、この２００万円がふえてるんで

すけども、子どもさんの減少とか、見込

みのほうとどうだったかということ、ど

う評価されているのかお聞かせいただき

たいと思います。

　９５ページの生活保護システム委託料、

先ほども出てましたけども、予算のとき

の就労支援と合わせて議論してましたけ

れども、スケールメリットとか効率化と

いう話も出てたと思うんですが、効果の

ほうをお聞かせいただきたいと思います。

　また、我々も女性のケースワーカーの

配置などを求めて改善をお願いしており

ましたけれども、この辺どう評価される

のかお聞かせいただきたいと思います。

　それから、施設管理公社の委託料が２

０年度決算より１，０００万円ほど減っ

たということの中身を聞かせてください。

　休日応急診療所の委託料もこれも半減

と、先ほど説明いただいたみたいなんで

すけども、詳しくまたお聞かせいただけ

ればなと思います。

　９９ページ、がん検診、妊婦健診の効

果とか評価というか、お聞かせいただき

たいと思うんですが、妊婦健診の執行率

で言うと、予算よりは若干低いと。５回

から１４回となりまして、全額ではない

というところもあって、いろんな評価が

あったように思うんですけども、健診の

状況などわかるところを聞かせていただ

きたいと思います。

　妊婦健診の補助は、今年度まで２年の

時限であったということであると思うん

ですけども、来年以降の見通しを聞かせ

ていただきたいと思います。

　１０１ページ、また同じく肝炎ウイル

ス検診も執行率としてどうだったかなと

思いますので、聞かせていただければと

思います。

　それから新型インフルエンザ対策事業

ですけども、これ大騒ぎした割に予防接

種が思ったより少なかったということで、

ワクチンが国全体では余ってしまってい

るというふうに聞いているんですけども、

３，９００万円繰越でことしも継続でやっ

ていただくということなんですけれども、

今、報道では三価ワクチンを接種すれば

１回で、通常のインフルエンザウイルス
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とあわせてことし対応できるというふう

に聞いておるんですけども、これは決算

審査ですけども、今年度の予算ですね。

この繰越も使ってというか、修正する必

要があるのかないのか、このあたりを聞

かせていただければなと思います。

　次に１０３ページ、公害対策費なんで

すけども、河川の調査とか、酸性雨の調

査、これ２割も予算が削減されてきてお

るんですけども、測定そのものが若干減っ

てるのかもしれませんけれども、事務報

告は公害被害というか、いろいろ相談で

すね。訴えは横ばい状態であって、緊急

に調査する必要があるという事例が出て

きた場合、どういった対処をしていくの

かというようなことも聞かせていただけ

ればなと思います。

　それから、斎場全体のほうでは、これ

も不用額というか、残額３５０万円はど

う見たらいいのか、補修でもこれ残りが

あるんですけども、どういうことになっ

ていたのかお聞かせいただければと思い

ます。

　それから、火葬炉設備技術評価・比較

選定業務委託料です。結論、どうだった

のか、火葬炉の更新の見込みなど、どう

いうことになっているのか聞かせていた

だければと思います。

　１１３ページ、パートタイマー等退職

金共済特別会計繰出金です。見込みとの

違い、これも大分小さくなった中身を聞

かせてもらえたらなと思います。

　１０５ページ、１０７ページあたりの

ごみ減量啓発事業、ごみ減量対策事業の

ほうなんですけども、いろいろ頑張って

いただいて、ことしも昨年もほとんど一

炉運転ということになっておりまして、

これも若干、啓発事業、対策事業が予算

のあたりで減らされておりますし、例年

並みにずっと抑えてこられてるのかなと

思いまして、このあたりをお聞かせいた

だければと思います。

　１１１ページ、市民農園は去年少し拡

大をしていただいたと思うんですけれど

も、どう評価されるのか。

　１１５ページ、中小企業融資対策です。

これはどうだったかということを聞かせ

ていただければと思います。１億円の預

託があるわけですけども、貸出残高で効

果のほうが図れるのではないかと思うん

ですけども、５年延長の利子全額補給、

残高などがどういうふうにふえたかとい

うか、効果の数字を示していただければ

ありがたいかなと思っています。

　いろいろお聞きしましたけれども、昨

年全体で歳入、歳出差し引きで黒字がざっ

と８億円ということになったんですけど

も、これに寄与したというか、残額で示

せるところがちょっとわかりにくくて、

今回、残額にいろいろ繰越金ということ

で、ことしの予算に繰り越している部分

がたくさんあるんですね。繰越金を除い

たり、それから国、府の補助事業で執行

がなければ来ないお金もあるというふう

に聞いてるんですけども、でもこの予算

との関係で言うと残額のほうに載ってる

という部分があると思うんですけども、

実際残額となっている中で、収入実態が

ないものがあると思うんですけども、い

わば黒字に寄与したというものをわけて

示していただければありがたいなと思う

んですけども、参考までに今聞いたやつ

を不用額、純粋な残りが出ますというこ

とをもしつけ加えていただけるとありが

たいかなと思います。

○森内一蔵委員長　質問がたくさんござ

いますので、順次答弁できる方から答弁

を求めます。

　乾次長。

○乾生活環境部次長　１０３ページの公
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害対策の関係でございますが、河川等の

水質調査など公害関係調査費が毎年少し

ずつ減額されてて、突発的な調査が必要

になった場合にどういうふうに対応する

のか、対応できるのかというご心配のご

質問だと思うんですが、水質や大気、土

壌などの調査委託料が突発的に発生する

こともあり得ると考えられますけれども、

水質や大気に関しましては、大阪府に調

査をお願いしたり、土壌につきましては、

所有者に調査をお願いしたりすることも

考えられます。また、緊急性あるいは重

要性の観点から、非常に重要性が高くて

緊急性があって急がないかんというよう

な場合につきましては、本市が直接調査

しなければならないケースも出てくると

思うんですけれども、そのような場合は、

財政課と速やかに協議いたしまして、業

務に支障がでないように務めてまいる決

意でございます。よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　萩原参事。

○萩原生活環境部参事　戸籍事務の電算

化による効果でございますが、戸籍謄抄

本、電算化後は、全部事項証明書または

個人事項証明書といいますけれども、こ

れらの証明書の発行時間が短縮されてお

りますので、その分市民の方の待ち時間

が少なくなっております。また、書き癖

によりわかりにくかった文字がコンピュー

タの活字で表示されるため読みやすくな

り、戸籍の情報を磁気ディスクで保存し

ておりますので、セキュリティが確保さ

れ、水害ですとか火災などの災害から守

ることができます。出生や養子縁組等の

届け出に関する窓口での受付には相当の

知識や経験を必要としますが、受付後の

コンピュータへの入力につきましては、

チェック機能が備わってあるために初心

者にも比較的簡単に戸籍が作成できるよ

うになっております。

○森内一蔵委員長　田橋参事。

○田橋生活環境部参事　市民農園の拡大

に向けては、多くのご意見を議会のほう

からいただいておりました。そこで平成

２１年度から事務改善で市民農園の予算

組みかえを行いまして、課として動きや

すい状況をつくるとともに、農地、農業

の保全、農地空間のあるまちづくりを推

進するため、市の重点課題として市民農

園の拡大に向けて積極的に取り組んだと

ころでございます。

　その中で平成２０年度が７か所、２５

団体、５，８３１平米だったところ、平

成２１年度は８か所、３０団体、７，２

１６平米、今年度２２年度におきまして

は、９か所、４０団体、８，０５２平米

と、拡大に向けて推進できてきていると

いうように考えております。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　財団法人摂津市

施設管理公社委託料の減額の経緯という

ことでございます。施設管理公社の委託

料につきましては、平成２０年度が１億

４，４００万強、２１年度につきまして

は、１億３，４００万ということで、２

０年、２１年で約１，０００万程度の乖

離となっております。施設管理公社の管

理委託につきましては、私どもの所管の

分では市民文化ホール、小川駐車場、ふ

れあいルーム、正雀市民ルームの指定管

理料をお支払いをいたしておりますが、

特に文化ホール等につきましては、その

利用状況等によって光熱水費の変動であ

りますとか、それに当たられる人件費も

含んでおりますが、人件費、その高齢職

員の給与体系、安い方が働いたりという

ことがありますと、変動をしてまいりま

す。これにつきまして、最終的に精算を

いたしますので、この乖離が出ておりま

す。特に今年度で一番大きいのは、市民
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文化ホールの管理事業におきまして、光

熱水費が利用状況、利用内容によるんで

しょうけれども、落ちてるということで、

金額的に大きな差が出てきたことが一番

大きな原因ではないかと思いますが、特

に管理の内容等について減ったから変更

があったとか、そういうことではござい

ません。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　移行支援の補助金

の状況はどうであったのかということに

ついてお答えさせていただきます。

　決算概要の８７ページの上から６行目、

移行支援補助金についてのご説明なんで

すけれども、福祉作業所や小規模通所授

産施設が障害者の自立支援法の事業所に

平成２３年度までに移行する必要があり、

その移行を目的とする補助金でございま

して、その具体的な内容として五つござ

います。

　一つ目は、家賃の補助でございます。

規模の大きな事業所には月額２０万円、

規模の小さい事業所には１４万円を限度

で行っております。

　二つ目は社会保険料の補助金として、

法定内の常勤職員の社会保険料の補助を

月額３万円を上限に行っております。

　三つ目は、新たに国保連の請求が発生

しますので、その事務補助として月額１

０万円を補助しております。

　四つ目は生活介護のサービスの事業所

に関しての移送の送迎ということが発生

しますので、その送迎補助金として月額

５万円を上限で行っております。

　五つ目としては、新体系に移行する新

たに事業を開設する事業所に関しての初

度調弁費としての補助金を行っておりま

して、内訳でございますが、施設借上料

の補助金は、５か所に１，０８３万４，

２００円、社会保険料補助金では４事業

所に５１９万円、事務処理補助金は４事

業所に４８０万円、生活介護送迎補助金

は３事業所に１８０万円、初度調弁費補

助金は１か所に２５０万円となっており

ます。

　これらの補助金の結果、市内の五つの

小規模通所授産施設と二つの福祉作業所

が移行できております。

　次に、障害福祉サービス費でございま

すが、障害福祉サービス費については、

平成２１年度の障害福祉サービス給付費

は、前年度より４９．４％増の２億１，

２１３万５，９９８円の増加で、６億４，

１９４万４１９円でございます。主な増

加の理由は、先ほどのお話もありました

ように３点ございまして、１点目は福祉

作業所が平成２１年度に障害者の自立支

援法の施設に移行するのが理由でござい

ます。平成２１年４月に先ほどお話しし

たように小規模通所授産施設が４か所、

１０月に１か所小規模通所授産施設が移

行しまして、福祉作業所は２か所４月に

移行しております。それらすべてが障害

福祉サービス給付費の対象となりました

ので、約１億２，３９４万４，０００円

の増加となっております。

　２点目は、給付費の単価自体が約５％

増加しております。

　３点目は、先ほどみきの路や社会福祉

事業団の状況についてということで、利

用者の増加があったのかということなん

ですけれども、それと関係するんですけ

れども、利用者の増加のほう、障害程度

の区分でご説明させていただきますと、

障害程度区分は３年ごとに決めるんです

けれど、平成１８年度に障害程度区分が

決定された方というのが１８３件審査さ

せていただきましたが、平成２１年度は

２１９件ということで、３６件の増加と

なっております。３年間の平均審査の件

－13－



数、総件数が４２０件でございますので、

大体８．６％の利用者の増が見込まれて

いる状況ということで、その多くの方が

みきの路の利用や社会福祉事業団のほう

の利用に至っているのではないのかなと

いうふうに思っております。

　みきの路の運営事業のほうは、生活介

護や施設入所支援の利用の事業でござい

まして、生活介護は昼間通う施設ですね。

定員が４０名の施設になっております。

施設入所支援というのは、夜泊まる施設。

３０名の定員で運営しているという状況

でございます。社会福祉事業団のほうは、

非常に多岐にわたる事業を行っておりま

して、主に障害福祉にかかる部分ですと、

この１１月に移行させていただく摂津市

立ひびき園、通所の授産施設ですね、知

的の方の。同じく更正施設であるはばた

き園、これは通所の重度の方の施設でご

ざいます。身体障害者の身障老人センター、

それとこの１１月に移転させていただく

相談支援事業のサービスが主に事業団の

サービスでございます。児童の関係でご

ざいますと、障害児童センターのつくし

園とめばえ園、それと第１児童センター

のほうが事業団の委託料の中に入ってお

ります。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　まず第１点目で

ございます。休日応急診療所の委託の対

前年度半減ということで決算を計上して

おります。休日応急診療所の委託内容で

ございますけれども、年間平均的には７

０日の開設日数と、２１年度は７０日間

の開設日数でございましたが、通常、医

師、看護師、薬剤師の体制で診療行為を

行っております。そのほか、医薬材料費

の購入ということで、主にマンパワーと

医薬材料費、それに休日応急診療所自体

の光熱水費等の維持管理費がいわゆる休

日応急診療所に係ります経費でございま

す。この経費を賄うために私どものほう

で委託料を支払い、当然また診療報酬の

入る事業所でもございますので、毎年度

その診療報酬と委託料で冒頭申し上げま

した運営経費を賄っていくという構造に

なっております。

　それで、前年度でございますけれども

委員先ほどご指摘のように、新型インフ

ルエンザの流行が昨年５月、茨木市内で

感染が発見されまして、急激に拡大した

ということで、秋以降もちょうど昨年の

今ごろがほぼ収束にだんだん下り坂に向

かっていたころかと思うんですけれども、

昨年１０月、感染の拡大が再度見られま

して、休日診療所の受診者が例年に比べ

るとかなりの数に上りました。当然その

患者さんからの費用収入、費用負担、そ

れと診療報酬が入ります。それでこの平

成２１年度でございますけれども、診療

報酬の増額に伴いまして委託料が半減を

したという構造になっております。

　それと、がん検診と妊婦健診の件でご

ざいますけれども、これは評価でござい

ますけれども、昨年８月急遽私どもこの

女性特有のがんでございます子宮頸がん

と乳がん検診の受診拡大に取り組んでお

ります。無料クーポンでの受診促進と、

バス検診の回数増をお願いするなどして

受診機会の拡大を図っておりました。そ

の結果、子宮頸がん検診で前年度１，６

０３人の受診者が２１年度２，４９９人

へと受診者増が図られまして、受診率と

いたしましても、これまでの１０％未満

の８．８％から１４．９％に伸びたと。

これはやっぱり２１年度からバス検診の

みならず、茨木市と吹田市の医療機関で

摂津市民の方が子宮頸がん検診を受けら

れるという受診体制の拡大を図ったこと

が功を奏したのではないかというふうに
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私ども評価をしております。

　それと、乳がん検診でございますけれ

ども、乳がん検診につきましては、残念

ながらバス検診による受診回数を若干ふ

やしておりますが、子宮頸がん検診のよ

うに他市での受診がそこの当該市でのキャ

パの問題もありまして、なかなか困難と

いうことで、バス検診、マンモグラフィー

を備えましたバス検診に限られるところ

から、現在前年度１，３４７名の受診と

いうことですけれども、２１年度１，３

６４人の微増にとどまっております。受

診率といたしましては、１４．４％となっ

ております。

　私どもこれを評価するということなん

でございますけれども、バスの回数をふ

やしてもなかなか定員に満たない日がやっ

ぱり出てくる。私どもとしては、これが

せっかく設けた受診機会でありますので、

一人でも多く受けていただくということ

で今後は取り組んでまいりたいと考えて

おります。

　それと肝炎検査なんですけれども、こ

れは対象として４０歳以上でこれまでＢ

型、Ｃ型肝炎検査を受けておられない方

を対象として実施するものでございます。

非常にこの肝炎ウイルス、当初予算との

乖離が生じておりますけれども、一つに

は特定健診の受診者が平成２０年度の制

度改正によりまして落ち込んでおるとい

うのが大きな原因になっておるのかなと

思っております。今後、特定健診の拡大

に向けて国保年金課とも連携を取りなが

ら推進してまいりたいと考えております。

　次に新型インフルエンザの予防接種の

件でございます。新型インフルエンザの

予防接種につきましては、昨年緊急の対

応が必要なことから、予防接種法に基づ

く予防接種ではなくして、国の予算事業

として急遽制度設計をされまして、私ど

ももこれに取り組み、１２月の議会で補

正をお願いをして、その当時先ほど申し

ましたように、１０月をピークに感染者

の増大が見られ、マスコミでも非常に多

く取り上げられたということで、かなり

市民の要望が高くなるだろうということ

で、７０％ほどの接種率を見込んで予算

計上をして、お願いをしていたわけでご

ざいますけれども、実績でございますけ

れども、まず昨年の経緯なんですけれど

も、市内でのワクチン接種でございます

けれども、昨年の１０月１９日から医療

従事者から開始され、１１月１６日以降

妊婦、基礎疾患を有する人、小児から開

始されております。接種の回数の見直し

もございまして、２回から１回接種にほ

とんどの方がなった。そして年明けには、

健康成人にまで広がったということでご

ざいましたけれども、接種回数が２回か

ら１回になったということが大きな予算

執行減の要因になってるかなと思うんで

すけれども、それ以外にも先ほど１１月

から患者数が減少に転じたというふうな

こともございまして、マスコミなどでも

取り上げ方が急激に減少したということ

もありまして、市民のワクチン接種への

関心、これが急激に落ち込んだといった

ことも現実にあったのではないかと思っ

ております。国のほうで予算事業として

スタートしました本事業でございますけ

れども、新型インフルエンザがまだまだ

どうなるかわからない実態もありまして、

翌年度へ繰り越して今年度体制を整えて

おったわけですけれども、先ほど委員ご

指摘のようにこれまでの季節性のインフ

ルエンザと新型インフルエンザの混合ワ

クチンであります三価ワクチンがこの１

０月１日から新たに接種開始がなされて

おります。これにつきましては、予防接

種法に基づくいわゆる予防接種ではなく
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して、昨年の１０月スタートいたしてお

りますいわゆる予算事業として、国と各

医療機関、都道府県医師会とが契約をし

て執行するという体制と全く同じでござ

います。従いまして、今年度繰り越しま

した予算につきましては、現在１０月１

日から実施しております三価ワクチンで

の予防接種、これ高齢者も含めて、この

繰越予算を執行させていただきたいと考

えております。

　それと、現在国のほうで国会が開会中

でございますけれども、同時に予防接種

法の改正といったことが提案されてまし

て、これまでの新型インフルエンザ、予

算事業としてやっておったものを、市の

実施する予防接種に組みかえるという法

案が提案されております。この法案の行

方によりましては、現在の予算組みの編

成替えを財政当局とも話をしながら見守っ

ていきたいというふうに考えております。

　斎場管理運営事業でございますけれど

も、おおよそ３６０万の不用額が出てお

ります。これはもともと摂津市別府斎場

につきましては、施設管理公社を指定管

理者として平成１８年度からいわゆる包

括的な委託をお願いをしていたところで

ございます。予算といたしましては、当

初５年間の債務負担行為を上げさせてい

ただいた額を限度として、毎年度予算組

みをしていくわけでございますけれども、

２１年度予算につきましては、主に２０

年度の灯油のいわゆる燃料代なんですけ

れども、これの高騰が著しく前年度のそ

ういった高騰も踏まえて予算組みをさせ

ていただきましたけれども、結果として

燃料費が落ちついたといいますか、平常

時の価格に戻っていると。その差額が非

常に大きかったというのが一つの要因と

なっております。それと事務経費の微減

でございます。

　炉メーカーの選定業務でございますけ

れども、私ども平成１９年度に機能検査

に取り組みまして、前年度の議会で耐震

の案件をお願いをしたところでございま

す。２１年度の取り組みで選定業務の委

託料を計上させていただき執行しており

ます。その内容でございますけれども、

まずこの炉メーカーの選定でございます

けれども、火葬炉設備につきましては、

いわゆる統一的な単価、統一的な工法と

いうのがございません。従いまして、各

メーカーがそれぞれ独自に技術、性能を

有しておるということから、プロポーザ

ル方式による契約方式ということで、２

１年度取り組んでまいりました。私ども

関係部局の実務者で構成する選定の審査

委員会を設けまして、それにこの執行い

たしました火葬炉の専門のコンサルタン

トの意見を聞きながら委員会を２１年度

５回開催させていただきました。この委

員会では、仕様書の作成あるいは各メー

カーから提案されました技術内容につき

まして審査をする審査基準、こういった

ものを議論をして決定をして、そして昨

年１０月に公募により炉メーカーの応募

を行いました。その結果、全国的にも少

なく、８社程度の炉メーカーが私ども把

握しております。このうち３社が応募し

ていただきました。この３社から提案さ

れました技術内容につきまして、その優

劣をつける作業といったものを仕様書と

提案書、評価基準にのっとって審査をい

たしました。現在、年度明け２２年度に

検討結果を上層部にご報告を申し上げま

して、設計額、電気容量、あるいは排ガ

スの対応、非常時での対応といろんな角

度から私ども委員会といたしましては、

１メーカー、宮本工業所というメーカー

でございますけれども、ここに一応発注

をするというふうなことで、現在、詳細
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な実施設計をコンサルタントとともに検

討しているという状況でございます。

　現在、同時に今年度耐震改修工事もこ

の７月からかかっておりまして、これに

つきましては、おかげさまで地域住民の

方々のご理解もあります。周辺の地権者

の方が非常に協力的な、好意的なことで

接していただきまして、おかげさまで順

調にこちらのほうの工事は進みまして、

１１月末に完了の予定でございます。こ

の工事が済みましたら、いよいよ炉設備

の改修工事にかかっていくということで、

現在作業中でございます。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　決算概要１１３ペー

ジ、パートタイマー等退職金共済特別会

計の繰出金の減少についてご答弁申し上

げます。

　繰出金の減少は、制度が始まりました

昭和６０年ごろより加入しておられる方

の退職時期を迎えており、給付額もそれ

に伴いまして多く発生いたします。その

ため積立金が減少することから、その１

％運用を補てんしております繰出金も連

動して減少するのが主な要因でございま

す。

　今後、経済情勢が上向き、金利の上昇

が出てきた場合には、繰出金の増加が見

込まれます。また、制度的には給付財源

が１００％確保できており、今回の繰出

金の減少については、問題はないものと

考えております。

　続きまして、決算概要１１５ページ、

中小企業事業資金融資における預託金１

億円の貸出残高はどうなっているのかに

ついてご答弁申し上げます。

　中小零細企業への金融支援策として、

大阪府と連携し摂津市事業資金融資を実

施し、運転資金や設備資金の支援に日々

努めております。そして、１億円の預託

金は市内の８金融機関１３支店に行うこ

とにより、現在の貸付利息の１．６％か

ら０．４％安い１．２％を実現し、資金

の提供を積極的に行っております。２１

年度の融資実行件数は、２０年度の３６

件に対して、２．４倍の８７件を実施い

たしました。貸付残高は、２２年３月末

で４億４，７７２万円と伸びましたが、

半年後の２２年９月末には、４億４，３

７２万円と４００万円の減となっている

ことから、貸付と完済が均衡しつつあり、

協調倍率５倍の５億円以内におさまるも

のと考えております。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

係るご質問に対しましてお答えさせてい

ただきます。

　まず、第１点目なんですけれども、民

間保育所等の補助金の不用額がゼロになっ

ているということについてでございます

が、それぞれの補助金につきまして国の

補助基準に基づいて補助を行っているも

のと、また市の独自の基準に基づいて補

助を行っているものがございます。この

うち休日保育事業、また一時保育事業、

障害児保育補助金、簡易保育所補助金に

つきましては、当初の予算よりも利用者

の方が多く出たということで、補正等に

よりまして増額といたしておりますこと

から、不用額がゼロということになって

おります。また、病後児保育事業につき

ましては、基準が一定ということになっ

ておりますので、予算と同額ということ

で不用額がゼロということになっており

ます。

　２番目に民間保育所の施設整備補助金

についてでございますが、大阪府の安心

こども基金特別対策事業費補助金といた

しまして、一津屋愛育園、とりかい保育

園、摂津ひかりにこにこ保育園の３園に
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対しまして、補助が出ております。この

３園をあわせまして、補助金が保育所緊

急整備事業といたしまして、１億８，１

８５万３，０００円というふうになって

おります。市から各園に補助をいたしま

した総額は２億７，６６３万円となって

おりまして、その差額分９，４７７万７，

０００円は市の負担となっております。

当初の見積額よりも工事費が入札等によ

りまして減額となったことにより、基準

額は一定ではありますが、設計料加算が

減になったもの、また基準額に達しない

場合には、工事費がそのまま補助対象額

となりますので、工事費が減となったこ

とによって、補助額が減となるというも

のとあわせまして、不用額が出ていると

いうような状況でございます。

　続きまして、公立保育所の整備事業で

ございますが、これは鳥飼保育所の外壁

の改修工事ですとか、それから排水設備

工事あるいは園庭遊具、床の改修等を行っ

たものでございますが、入札等によりま

して当初の見積りからくる予算よりも減

額となったものでございます。

　４点目に乳幼児等医療費助成について

でございます。

　平成２１年度より入院にかかる医療費

につきましては、小学校１年生から中学

校３年生までということで、大幅に対象

者を増といたしました。そのことにより

まして、小・中学生で入院の医療費助成

が２００万ほど増となっております。入

院医療費が全体といたしまして３８０万

助成費が増となっておりますので、その

うちの２００万がこの制度の拡大による

ものというふうになっております。また、

外来分につきましては、１８０万の減と

なっておりまして、これは件数の減、ま

た一人当たりの助成額の減によるもので

ございます。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課のごみ

減量啓発事業の予算の減額についてお答

えさせていただきます。

　その主な要因としまして、２０年度に

ごみの分け方、出し方のチラシを全戸配

布をシルバー人材センターに委託してお

ります。その分の予算額が減になってる

分が、今回の２１年度減になった要因で

ございます。

　今後も資源分別について徹底のほうを

進めてまいります。よろしくお願いしま

す。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　山崎委員のご質

問で１点ご答弁抜けておりましたので、

追加してご答弁させていただきます。

　妊婦健診の拡大でございます。平成２

１年度からそれまでの５回の助成から１

４回に拡充をして、６回から１４回まで

の９回分については国庫補助金がおりる

という制度が昨年からスタートしました。

基金で対応するという事業でございます。

来年度２３年度につきましては、このつ

い最近なんですけれども、１０月１４日

付の文書で私ども通知がございまして、

来年度も基金の積み増しをして同様の対

応をするという文書が参っておりますの

で、私どももそれを踏まえて対応をさせ

ていただきたいと考えております。

　それと妊婦健診の評価といいますか、

実績でございますけれども、平成２１年

度中の妊娠届の届出者数、健康推進課で

の母子手帳の発行数ということでござい

ます。これが９１６名おられました。最

終的に２１年度１回目で受診をされた方

が８４７名、そこからずっと年間を通し

て１４回の受診をされた延べ回数といい

ますか、延べ人数でございますけれども、

９，２３６回といいますか、これがこの
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決算で計上させていただきました３，９

３７万７，０８０円の中身ということで

ございます。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護システム

委託料の導入の効果についてご説明いた

します。

　本市の生活保護システムにつきまして

は、従前は汎用機システムでしたものを

ウィンドウズ対応へのシステム変更でご

ざいますが、効果といたしましてはラン

ニングコスト、セキュリティ、操作性に

すぐれています。特に、操作性につきま

しては、面接相談から保護の申請、資産

調査、保護の開始、保護費の計算、訪問

記録、訪問計画管理等の業務について、

一連の統一した作業の中で行えるように

なり、ケースワーカーの業務負担の軽減

につながっているものと考えてます。ま

た、就労支援につきましても、新システ

ムには組み込まれておりますので、様式

等活用しています。

　次に、女性ケースワーカー配置の効果

ですが、平成２１年度４月に１名、平成

２２年度４月にも１名、現在２名の女性

ケースワーカーが配置されていますが、

被保護者や面接相談に来られた方の中に

は話しにくいこと等もあると思いますの

で、女性ケースワーカーが相談内容を聞

くことによって、よりきめ細かな対応が

できているものと考えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　地域福祉課に係

るご質問に対しましてご答弁いたします。

　まず７７ページ、社会福祉協議会補助

事業でございますが、社会福祉協議会に

つきましては、職員の人件費等を対象と

しました職員設置補助金やボランティア

センター活動費補助金、小地域ネットワー

ク活動補助金等を補助しておりますが、

残額７８５万円があるとのことでござい

ますが、そのうち主なものは職員の人件

費にかかる補助金が約５４５万円残額と

なっております。これは平成２１年度に

おきましては、プロパー１名の職員が９

月中旬まで休職しておりましたので、そ

の関係でその人件費補助金が減となって

おります。

　続きまして、せっつ高齢者かがやきプ

ラン策定事業の報償金についてのご質問

でございますが、かがやきプランにつき

ましては、平成２１年度から平成２３年

度の第４期計画になっておりまして、平

成２１年度はその第４期計画の進捗状況

を管理するということで、かがやきプラ

ンの推進会議を２回開催させていただい

ております。延べ２５人の委員さんに出

席をしていただいておりますので、委員

報酬６，９００円掛ける２５名で１７万

２，５００円を執行いたしております。

　続きまして、７９ページ、市立せっつ

桜苑運営事業でございます。

　２０年度と２１年度決算を見ますと、

約１，４１８万５，０００円の増がござ

います。このうち、介護職員処遇改善交

付金の関係が、３０１万９，０００円と

なっております。残り約１，１１６万６，

０００円がいわゆる介護報酬のアップ分

につながる部分でございます。また、約

１，５００万円の残額がございますが、

そのうち約４００万円につきましては、

老人福祉センターのほうの残額でござい

まして、桜苑本体の部分につきましては、

約１，１００万円となっておりまして、

これは２１年度中に介護報酬アップ、そ

れから介護職員の処遇改善交付金が新た

に設けられたということで、補正をお願

いをいたしておりますが、その補正の額

が若干実際の決算額に比べますと大きかっ

たということでございまして、委員がご
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指摘のような個人負担等との関係はござ

いません。

　続きまして、８１ページ、老人ホーム

入所判定委員会運営事業の執行がゼロに

なっているということでございますが、

いわゆる養護老人ホームへ措置するため

の判定委員会を設けております。養護老

人ホームの施設長、それから医師、それ

から保健所等の方に委員となっていただ

いて開催しておりますが、平成２１年度

につきましては、その措置にかかる方が

いらっしゃらなかったということで、開

催がなかったということでございます。

　続きまして、高齢者日常生活支援事業

でございますが、まず一番初めにござい

ます社会福祉協議会生活支援サービス委

託料につきましては、いわゆる介護認定

から自立の判定等になっておられる方を

対象とした、いわゆる介護保険の認定者

以外の方を対象にヘルパーを派遣してい

る業務でございます。

　次の高齢者日常生活支援委託料につき

ましては、市内の特別養護老人ホーム等

に委託しまして、いわゆる介護保険の認

定を受けておられて、その認定のサービ

ス量では在宅生活が成り立たない方を対

象にショートステイ、あるいはナイトケ

アといったもののサービスに係る委託料

でございます。

　それから介護用品給付関係につきまし

ては、紙おむつの給付でございまして、

いわゆる介護認定を受けておられる方は

もちろんでございますが、要支援の方も

含めまして、２１年度から介護認定を事

情があって受けておられない方で、それ

に該当する方については対象としている

ところでございます。

　それから日常生活用具給付費につきま

しては、これは電磁調理器等の給付でご

ざいまして、これは介護認定を受けてい

る、受けていないは問わず、必要な方に

給付をいたしております。

　それから、同じく紙おむつの給付のう

ち２１年度から実施しております還付の

分でございますけれども、４２人の方に

対して還付をさせていただいております。

その額が９４万８，０００円となってお

ります。

　介護予防・ふれあい事業のふれあい配

食サービスでございますけれども、これ

は昼食につきましては社会福祉協議会、

それから夕食につきましてはせっつ桜苑

ととりかい白鷺園のほうに委託をして実

施しておりますが、この残額につきまし

ては、せっつ桜苑及びとりかい白鷺園の

ほうは予算を執行しておりまして、社会

福祉協議会の事業に係る分でございます。

　それから、同じく、はり・きゅう・マッ

サージにつきましても、これは申請者６

４０名に対しまして４，９４４回の実績

がございまして、４９４万４，０００円

の執行をしております。なお２０年度に

つきましては４８５万４，０００円の執

行となっております。

　それから、高齢者住宅支援事業につい

てでございますが、高齢者民間賃貸住宅

家賃助成補助金につきましては、２１年

度は２７４件の実績となっております。

なお２０年度につきましては、２７８件、

２，８５５万１，１００円となっており

まして、２１年度から居住の年数制限を

外しましたけれども、それによって大き

な影響が出たというふうには考えており

ません。

　もう一つ、住宅改造費用助成費につき

ましては、２１年度につきましては、全

１１件でございまして、２０年度につき

ましては９件で３１３万３，５７５円と

なっております。これは年度によりまし

ていろいろな住宅改造の内容等がござい
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ますので、必ずしもなかなか金額では比

較できない部分がございます。件数につ

きましては、この間大体１０件前後で推

移しておりますので、そういった状況か

なというふうに考えております。

○森内一蔵委員長　あと総括的に民生費

の構成、それから民生費の増額、それか

ら扶助費の増額の件と、それから残額と

なる分の黒字をどういうふうに示すかと

か、それから不用額についての限定的な

民生費についてお尋ねがありますので、

これは副市長のほうから答弁をお願いし

ます。

　副市長。

○小野副市長　私のほうで考えておる扶

助費、問題はとりわけ扶助費であります。

それで、最新の財政見通しの中で年末に

かけての予算の中でも議論いたしますが、

２１年度は約５９億円あったものが、２

８年度あたりにはこの倍の１２０億円ぐ

らいまで来るんではないかというふうに

予測をいたします。

　それで２２年度も２１年度に比べて１

５億円は伸びるだろうというふうに見て

いますので、税収は、１８３億円強で横

ばいもしくは若干減ってくるというふう

に見ます。それでご承知のように企業誘

致分は２２年度までしか見ておりません

から、この分は見込めないということで、

税との関係でいけば、これで賄いができ

ないと。

　この前、大阪市長のほうで、特に生活

保護費なんかは国が全額見るべきだとい

うようなことの申し出をすべきだという

ことを言っていましたけれども、いずれ

にいたしましても、こういう状況の中で、

議論になりますいわゆる第４次行革に単

独扶助費の見直しを入れております。多

分、山崎委員はこの辺のところのご質疑

だというふうに思いますので、考え方を

申し上げたいと思います。

　それで、この代表的なものは計画の中

で四つ入れておりますが、その四つ目の

市単独で支給している扶助費を見直すと、

関係各課と書いていますが、これ私の手

元ではこれまで合わせてその項目的に大

体１３ないし１５ぐらいあるんじゃない

かというふうに見ます。

　ただ、この多くはもちろん民生費と教

育費とありますから、高齢者の医療なり

住宅改造なり、障害者医療、福祉サービ

ス、移動支援、もちろん児童手当、児童

扶養手当、母子の自立支援なりひとり親

家庭の医療費、何といいましても生活保

護費が２２億円になんなんとするという

状況でありますから、この辺のところの

中で、市の単独扶助費の見直しというこ

とでの形は入れておりますが、今現在こ

れを日々議論しているわけではございま

せん。一応、来年度予算の中で議論いた

したいと思っています。

　ただ、市長も考えておられるところで

ありますけれども、これらがいわゆる社

会的弱者への給付支援事業費であります

から、現下の円高、株安、日銀の景気の

足踏み、停滞とか、若者の完全失業率、

つい最近まで学卒の就職が見つからない、

留年をする等々、自殺の増加、下げどま

らない等々考えてまいりますと、この状

況、摂津の状況も一緒でございますから、

そういたしますと、ここの部分を２３年

度から実施と書いておりますが、市とし

てはやはり慎重に議論をして、やるであ

れば議会へ相談していかなきゃならない。

ある日突然ということにはなかなかなり

得ないというふうには思っております。

　それで、このことを手をつけるべきか、

それとも私ども持っておる財産の問題、

いろいろなことがありますから、そういっ

た問題も議会から聞こえてきそうであり
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ます。

　したがいまして、この現下の厳しい状

況の中で、この２３ページに書いておる

市単独の扶助費の見直し、おおむね１３

件から１５件、金額にして二つ合わせて

３．４億円から３．５億円ぐらいだとい

うふうには見てますが、これが今言いま

したように、市民の生活に直結しておる

ということでありますから、この部分の

どの部分を指して、市としては２３年度

から動くかということについて議論をい

たします。議論をいたしますが、十分な

る議会との事前の議論と、これは慎重に

ということ、他の形の中でどういうふう

に整合性を図るかということを十分考え

ながらやってまいりたいなと。

　もう一度申し上げます。今、直ちにこ

のことをきょうあすからとか議論をして

いるわけではございません。この来年度

予算、市長が申し上げました、この議会

でも聞きながら、来年度予算の中で担当

部長、課長の意見も聞きはいたしますが、

そういう状況でございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　それではもう一度聞か

せていただきたいと思います。

　全体の話を副市長からもご説明いただ

きました。確かに民生費、もういわばふ

えざるを得ない状況に来ているというこ

とで、生活保護も全国で１２７万を超え

たと、扶助費の増額は避けられないとい

うところなんですけれども、これが、先

ほど言われた単独扶助費の見直しという

ようなことで、どこを削っていくかとか

いう話にされるのかどうかわかりません

けれども、必要な部分というのは、弱者

の部分のそれこそ切り捨てという制度見

直しはぜひ慎重にやっていただきたい。

ほんまに困ってはる方が、今まで受けら

れていた扶助が受けられなくなるという

のは非常に大変やというところだと思う

んですけれども。

　国のほうの制度では、小泉改革という

か医療費の増額を抑えるというところで

後期高齢者医療制度ができて、医者も減

らしたほうが、要するに医療費かからん

のやないかと医者減らして、ベッドも減

らして病院も減らすというような形になっ

てきて、無理やり抑えるというようなこ

とが医療改悪が行われてきたわけですか

ら、こういう福祉制度を抑制するような

制度の改悪ということは絶対してはなら

ないと思っておりますので、ぜひともよ

ろしくお願いしたいと思います。

　順番にもう一回聞いておきますけれど

も、戸籍システムのほうですけれども、

発行時間の短縮ということを言われまし

たけれども、どのくらいというか、前回

が何分ぐらいで今何分ぐらいになったか

と、わかるようでしたら教えていただき

たい。

　それから、社会福祉協議会の補助事業

で、プロパー職員の休職というのがあり

ましたけれども、ほかの人件費関係もそ

うなんですけれども、それこそ第４次行

革で職員の削減計画が出ていますけれど

も、これが休職とか休みをとられても回っ

ていくいうたらおかしいですけども、仕

事を、事業のほうに差し支えがないのか

どうかというか、そういった辺の人件費

なんかで休まれたというか要らなかった

というたらおかしいんですけども、減っ

たという部分、幾つかあるかと思うんで、

ほかの部分なんかでもそうなんですけれ

ども、このあたりがどういうふうに見た

らいいのかなと思いまして、お聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、せっつ桜苑は介護報酬がアッ

プをされたというところなんですけれど

も、なかなか経営の中身までは入ってい
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けないんでしょうけれども、これは結構

です。

　それと、高齢者の日常生活支援で、要

するに介護保険以外にということですの

で、こういったものが使えるというか、

要介護認定を受けておかないとヘルパー

さん使えないというふうに思ってはる方

いっぱいいらっしゃると思うので、この

辺の紹介とか周知のほうはどうなってい

るのか、お聞かせいただければと思いま

す。

　紙おむつのほうは還付も４２件、９４

万８，０００円もあったというようなこ

となんですけど、これ全体の利用のほう

はふえたのかどうか、またお聞かせいた

だきたい。

　それから、配食サービスのほうは、お

昼ごはんの社協の分が残ったというふう

に聞こえたんですけれども、それはなぜ

かということをお聞かせいただければな

と思います。

　それからみきの路、ふれあいの里も一

緒なんですけれども、利用者が３６件ふ

えて８．６％ふえるというふうに見込ま

れてこういった形になったということで、

先ほど言った実績としてこんな８．５％

の伸びはなかったのではないかと、この

伸び率ですね、先ほどみきの路の生活介

護４０名、泊まりが３０名とか中身聞か

せていただきましたけれども、この伸び

率との関係ですね、どうだったか、もう

一度お聞かせいただきたいと思います。

　それから、移行支援も全部これだけさ

れたということで、この補助ですね、家

賃とか社会保険料の補助ですとか、国保

連への負担金ですとか、いろんなところ

で事業所としては非常に助かったと思い

ますけれども、これ移行されてしまえば

もう出ないということになって、運営に

差しさわりがないのかというか、継続的

に要る費用というのがあるのかないのか

ですね。移行のときだけにかかる費用を

補助したということになるのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、民間保育所の施設整備補助

は工事費が減ってということなんですけ

れど、約９，４００万円市の負担もあっ

たというようなことなんですけれども、

これは結構です。

　乳幼児医療、子ども医療のほうで入院

は３８０万円でこれだけふえたというこ

となんですけれども、全体の増は２００

万円で、外来とか、それからお一人当た

りの診療費が減ったということですから、

これは拡充しても大丈夫だといったらお

かしいんですけれども、そんなに負担が

かかっていないのかなと思うんですけれ

ども、このあたり、一人当たりのそれこ

そ診療額が上がるか下がるかなんてなか

なか予想はできないでしょうけれども、

もう一度余裕があるかどうかというのを

聞くのも何ですけれども、どういうふう

に見たらいいのかなと。実際は入院のほ

うは３８０万円ふえても、全体として２

００万円しかふえなかったというのは、

頼もしい限りというたらおかしいんです

けれども、まだいけるんじゃないかなと

いう気がしますので、このあたり聞かせ

ていただければなと。

　それから、休日応急診療所の分です。

たくさん診療に来られて、診療報酬が入っ

て委託費が減ったということですから、

休日応急診療所がたくさん使われるとい

うのがいいということにはならないんで

しょうけれども、要するに非常にこれだ

けたくさん使われると、市の負担が結構

減るということはわかったのかなと思い

ます。ぜひせっかくの医療機関というか

システムですから、利用できるところは

しっかり市民の皆さんに利用していただ
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ければなと思っております。これは結構

です。

　妊婦健診のことですけれども、２１年

度中の届け９１６名のうち、延べで９，

２３６回使われたということであれば、

大体平均で１０回程度の診療がされたの

かなと思いますし、来年からも文書が来

て、積増しがあるということですから、

安心をいたしておきます。でも、これも

いつ外されるかわからんという意味では、

大変なことなのかなと思っております。

　それから新型インフルエンザで聞かせ

ていただきたいのが、２回から１回になっ

て大分減ったということもあるんですけ

れども、７０％が受けられるという見込

みがちょっと多かったのかなという気も

しますけれども、実際何％の接種率だっ

たのかというのを聞かせていただければ

なと思います。

　それから、斎場の比較業務の検討とい

うか、詳しく報告していただいてありが

たいと思うんですけれども、これ、こう

いう技術内容の評価をして委託先という

か契約先といいますか、もう大体決まっ

てきたという中に、それはもう市長とか

副市長に上がってはおるんでしょうけれ

ども、議会にも、時々報告していただけ

ればありがたいなと思います。決まって

からご報告というのも、いつもされるん

ですけれども、別に文句言うわけではな

いですけれども、検討内容も時々ご報告

いただければありがたいと思います。

　それから、中小企業対策費は件数が多

くふえて、しかし残額としては返しても

らえる分と均衡を図って、５億円を超え

ないということなんですけれども、１億

円の預託で５億円まで融資の効果がある

事業ですからね。ぜひ頑張っていただき

たいと思っておるんですけれども。金額

が余り積み上がっていないというところ

では、健全な動きになっているのかなと

思います。これは結構です。

　以上、２回目とします。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは委員会を再

開します。

　答弁を求めます。

　萩原参事。

○萩原生活環境部参事　戸籍電算化によ

ります証明書の発行時間の短縮の件でご

ざいますが、通常の現在戸籍ですと、電

算化前は約５分から１０分程度かかって

おりました。電算化後は約１分程度。除

籍につきましては、相続等で対象となる

人数によって若干の違いはございますけ

れども電算化前は二、三十分程度かかっ

ておりましたものが、約３分程度で発行

できるようになりました。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、新型

インフルエンザのワクチン接種、昨年度

の状況についてご答弁申し上げます。

　昨年１０月から３月までの間、市民の

接種総数が１万１５名でございました。

当初私ども予算組みをさせていただきま

した折には、いわゆる国のほうから優先

接種対象者という概念が持ち込まれまし

て、これの見込み人数を当初４万１，９

００名ということで算定をしておりまし

た。

　先ほどの１万１５名の中には、８５３

名の当初の優先接種でない対象者もおら

れました。この人数を引きますと、当初

の私どもの考え方で予防接種の対象とな

る方が９，１６２人ということになりま

す。

　したがいまして、私ども当初考えてお

りました優先接種対象者４万１，９００
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名のうち９，１６２人の方が接種をされ

たということで、最終的には接種率とし

ては２１．９％というふうになってござ

います。これに先ほどの８５３名の方の、

ことし１月から対象年齢の全市民になり

ました方を含めた数が１万１５名という

ことでございます。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　みきの路の利用の

状況についてご説明させていただきます。

　平成２０年度、生活介護の利用のほう

は１，８５６人の方が利用されていまし

たけれども、２１年度は１，９８５人の

方が利用されまして、７％の増加になっ

ております。

　利用定員１０名なんですけれども、平

成２０年度１日当たりの利用は７．７人

でしたが、２１年度は８．３人という状

況で、７．８％増加しております。

　また、短期入所のほうなんですけれど

も、平成２０年度は２１５人の方がご利

用ですけれども、平成２１年度は４０１

人の方が利用で、８６．５％が増加の状

況となっております。

　施設入所支援は、２０年度も２１年度

も利用者の定員３０名で、利用者の方の

変化はございません。

　次に、移行支援事業のことでございま

すけれども、移行支援事業の補助の目的

で出しました障害の自立支援法への移行

なんですけれども、その障害の自立支援

法の移行の結果、福祉作業所の給付、障

害福祉サービス給付は、生活介護の事業

所に２か所、２か所とも主と従がありま

して、就労継続Ｂの事業所に１か所、生

活介護と就労継続Ｂ型の多機能型の事業

所に１か所、そして生活介護の従がある

事業所で、それら事業所４事業所で７か

所で、障害福祉サービス費のほうは約１

億２，３９４万４，０００円を給付させ

ていただいております。

　その移行の前に、そういう福祉作業所

等に補助金を出していましたが、それら

の補助金の小規模通所授産施設運営補助

金、小規模通所授産施設機能強化支援補

助金、障害者福祉作業所運営補助金のほ

うは９，５５１万２，０００円の減で、

１，２６８万円となっておりまして、そ

の９，５５１万２，０００円と１億２，

３９４万４，０００円の差額、２，８４

３万２，０００円が運営費として作業所

のほうの増加になっている状況でござい

ます。

　約２９．８％の増加ということで、福

祉作業所等が移行支援補助金の補助によっ

て障害者の福祉サービスへ移行すること

によって、一定給付費が全体で見ますと

増加して、２１年度に関しますと安定的

に運営できるきっかけになっているので

はないかと考えております。

　それらの経過を見ながら、移行支援の

補助金の状況に関しましては、国のほう

が障害者自立支援法の一部改正や、また

総合福祉法の改正等も検討しているとい

うことでございますので、給付費の推移

等を見ながら検討してまいりたいと思っ

ております。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　乳幼児等医療費

助成についてご説明をさせていただきま

す。

　平成２１年度につきましては、先ほど

もご説明させていただきましたとおり、

通院医療費について乳幼児は１８０万円

の減、入院は１８０万円の増ということ

で、乳幼児だけをとりますと同じ医療費

助成の額となっております。

　ただ、通院医療費について、２１年度

は減となっておりますけれども、これが

この何年間かの傾向としてあらわれてい
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るというものではございません。

　平成２１年度に減となったことの理由

ということなり背景なりも明確であると

いうことではありませんので、今後どう

いう傾向があるのかということもわから

ないというようなのが現状でございます。

　そういうことから、今後の通院医療費

についてどう考えていくかということは、

この点から考えていくというのには少し

無理があるのではないかという状況と考

えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る分につきましてご答弁申し

上げます。

　まず、社会福祉協議会のほうで休職し

ていた職員がいたということで、その対

応についてのご質問でございますが、社

会福祉協議会のほうでも臨時職員の採用

等について検討されたということでござ

いますが、やはり休職されている職員が

いつから出てこられるのかがはっきりし

ない中で、臨時職員を採用することにつ

きましては、非常にやはり難しい面があ

る、それから業務の内容からしましても、

臨時職員の方が来ていただいてもすぐに

はなかなか対応ができないということも

ございまして、配置されている職員で何

とか努力をして対応してきたということ

でございます。

　それから、日常生活支援のホームヘル

パーの派遣でございますが、この事業の

対象者につきましては、要介護認定を受

けられて、非該当になられた方、あるい

は要介護認定を受けると恐らく非該当に

なられるであろうと見込まれる方で非課

税世帯の方を対象にしたサービスでござ

います。

　そういったことから、広報等での周知

はもちろんのことでございますけれども、

ケアマネジャーさんや、それからひとり

暮らし高齢者等を中心に見守りの訪問を

していただいておりますホームヘルパー

さん等に十分な情報を提供いたしまして、

そういったサービスを受けるに該当する

ような方がいらっしゃれば、そういった

サービスを勧奨するように、日ごろから

周知に努めているところでございます。

　それから、紙おむつの給付でございま

すが、平成２０年度と平成２１年度を比

較いたしますと、まず３万６，０００円

分、これは要介護３以上の方で、介護を

されている方と同居されていないか、あ

るいは同居されておられましても、介護

されている方等の収入状況が非課税世帯

でない方ですね。こういった方につきま

して、２０年度の実績が１，７００枚、

それから２１年度の実績が１，６８６枚、

それから要介護３以上の方で、家族が介

護をされておられまして、なおかつその

家族の収入状況が非課税世帯の方につき

ましては、平成２０年度の実績が１，４

１０枚、それから平成２１年度の実績が

１，３１７枚ということで、合計いたし

ますと、平成２０年度が３，１１０枚、

平成２１年度が３，００３枚という形で、

その分につきましては、若干減っており

ます。

　それに加えまして、平成２１年度につ

きましては、いわゆる要介護２以下の方

を対象とした新しいサービスで２７７枚、

それから先ほど申し上げました還付、入

院された方の還付で３１６枚ということ

で、それも合わせますと、平成２１年度

につきましては３，５９６枚の支給となっ

ております。

　それから、配食サービスにつきまして

は、社会福祉協議会のほうの実績が２０

年度と比べますと減っているということ

でございますが、平成２０年度の実績が
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１万４，９５６食、平成２１年度の実績

が１万３，４４６食ということで１，５

１０食減になっております。１日平均換

算いたしますと、６２食から５６食とい

うことで、６食のマイナスになっており

ます。

　２１年度の新規利用者につきましては、

３７名ということで、前年度、平成２０

年度が４３名ということでございますの

で、それほど大きな減はないんですけれ

ども、廃止なり回数を減らされた理由で

ございますけれども、利用者の入院によ

るものが３０件、自己都合やケアプラン

の見直しなどによるものが２３件、それ

から入所等によるものが１１件となって

おります。

　それから、特に週５回、毎日とられて

おられた方が、平成２０年度２８名いらっ

しゃいましたが、平成２１年度は２２名

とちょっと少なくなっております。

　このあたりの理由が、いわゆるデイサー

ビス等の利用等によるケアプランの見直

しという形になるのか、あるいはやはり

一方で民間事業者の配食サービスへの参

入とか、あるいは昨今の状況で非常にコ

ンビニ等々の安いお弁当等が販売されて

おりますので、そういったあたりの事情

なのか、そのあたりについてはまた今後

も我々としてもいろいろと考えていく必

要があるかなというふうに考えておりま

す。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　いろいろお聞きしまし

た。

　順番にいきますと、戸籍システム、非

常に早くなったというところでは、改善

を図られたのかなということだと思うん

です。それはだからぜひとも市民サービ

スの向上に努めていただきたい。

　関連と言ったらおかしいですけれども、

市民サービス、これは戸籍のほうとはま

た違うんでしょうけれども、住民票とか

市民サービスコーナーなんかでのサービ

スの状況なんていうのは変わらないんで

すかね。そういうのも聞かせていただけ

ればどうかなと思ったりもしているんで

すが。ぜひ市民サービス向上に、せっか

くのお金を使われるわけですから、努め

ていただきたいと思います。

　プロパー職員の休職云々、人件費の問

題ですけれども、足りなかったら足りな

かったでいけたというような形になって

いると、先々どんなふうに考えられるか

というのがやっぱりあるんじゃないかな

と思うんでね。現場のほうが、やっぱり

人が足りないとか、これだけの予算では

執行に差しさわりがあるとかいうことは

一番よくわかってると思うのでね。そう

いったところがないようにというか、要

求というか、どんどん出していっていた

だければなと思っているんですけれども。

　全体でも言いましたけれども、扶助費

とか民生費のサービスが必要なのに予算

とかなんかで抑えられるというようなこ

とがあってはならないと思いますので、

そのあたりもぜひしっかりやっていただ

ければなと思います。結構です。

　それから、日常生活支援は広報とかで

しっかりお知らせしていただいて、制度

利用をしっかりしていただければと思い

ます。

　紙おむつのほうは、実質ふえていると

いうところで安心といったらおかしいで

すけど、納得をいたしました。

　それから、配食サービスのほうもいろ

いろな事情が、入院されるとか入所され

るとかいろいろあるということなんです

けれども、サービスの低下にはつながっ

ていないというところを確認させていた

だいたと思っております。
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　それから障害者福祉のみきの路、ふれ

あいの里の７％増ということであるなら

ば、基本的には見込みに近い増加も含ま

れて、見込みどおりというか推移ができ

ているのかなと思います。

　それから、移行支援のほうですけれど

も、１億円余りの移行支援の補助金と、

またそれに対して補助金のほうが減らさ

れてということですから、移行支援が終

わればまた補助金が復活するといったら

おかしいですけれども、こういった意味

での運営の補助金のほうがまた、いわば

今年度、来年度からはふえるのかなと思

うんですけれども、その辺の施設運営に

関して心配ないといったらおかしいです

けれども、９，５００万円の補助金がま

た戻ってくるというふうに考えていいの

かどうか、その辺をまた聞かせていただ

ければなと思います。

　それから、子ども医療の部分は、たま

たまいうたらあれなんでしょうけれども、

ぜひとも市の負担分もありますけれども、

この制度は少子化対策というところでも

非常に貢献する部分だと思いますので、

拡充を求めたいと思います。

　それから、インフルエンザのほうは大

騒ぎした割にはいろんな社会情勢があっ

たと思いますので、万全な対処方、予算

もしっかり国がつけてくれているわけで

すからお願いしたいと思います。

　全体を通じて民生費、必要な扶助が受

けられないというようなことがないよう

な、もう制度ですから、きちんと執行さ

れると思っておりますけれども、不備と

いうかおかしなところがあったらぜひま

た言及していきたいと思っております。

　幾つか聞かせてもらいますが、あとは

全部要望で結構です。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、小規模

通所授産施設等の移行支援の補助金のほ

うなんですけれども、福祉作業所と小規

模通所授産施設に今まで２０年度は給付

していた分が障害者自立支援法の施設の

ほうに移行しますので、その補助金はな

くなって、障害者自立支援法の介護給付

の中に入っているということで、その差

額のほうを先ほどご説明させていただい

たという経過でございます。

　それ以外に、この給付費、先ほどご説

明させていただいた給付費以外に移行支

援の補助金は別に市単独で出させていた

だいている状況でございます。

○森内一蔵委員長　あと市民サービスコー

ナーの状況についてお聞きですので、そ

の点については、萩原参事。

○萩原生活環境部参事　市民サービスコー

ナーにつきましては、現在住民票とか印

鑑証明、それと外国人登録原票記載事項

証明書の発行を行っておりますけれども、

今般、戸籍事務を電算化いたしましたの

で、条件が整えば市民サービスコーナー

でも戸籍謄抄本の交付が可能になるとい

うふうに考えております。

　その条件といたしまして、戸籍謄抄本

の発行にはそれなりの知識を要しますの

で、経験者を配置することや、戸籍は人

が誕生してから一生を終えるまでの身分

関係を公証するものであり、個人情報の

最たるものであるために、その保護を図

るためのセキュリティ面を確保すること、

さらにサービスコーナー５か所に端末機

ですとかプリンター及びそのラインの接

続工事が必要となります。

　戸籍の電算化により市民サービス向上

などの効果をさらに高めることも必要で

ありますことから、個人情報の保護の方

法や費用対効果を検証しながら、今後検

討してまいりたいというふうに思ってお
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ります。

○森内一蔵委員長　あとは要望で、もう

よろしいですか。

　ほかに質問のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、質問をさせてい

ただきたいと思います。できるだけ重な

らないように、歳出に関しては決算概要、

それから歳入の面で決算書のほうでペー

ジを拾って質問したいと思っております

ので、ページが前後するかもしれません

けれども、よろしくお願いいたします。

　最初に、自治振興課に関わるところな

んですけれども、決算概要５８ページ、

都市交流事業ですが、これは１７万５，

４８０円、２１．９％の執行率となって

いるんですけれども、市外施設の宿泊に

対する補助ということです。

　年々、今みたいな経済情勢のときです

し、また民間の旅行会社等々で安価なツ

アーとかパックとかもある中で、なかな

か利用のニーズのところと合致していな

いのかなというふうな面があるんですけ

れども、都市交流と銘打って行われてい

る事業ということで、この事業の位置づ

けと、担当課としてどのように考えてお

られるか聞かせていただきたいと思いま

す。

　次に、決算概要６２ページ、犯罪被害

者等支援事業の部分なんですが、これも、

今回人件費や事務費のところでは支出が

あるわけですけれども、対象者がこの年

度おられなかったということで、執行が

ゼロということになっているのかなとい

うふうに思います。

　事務報告を見ていましたら、相談件数

などは前の年同様１０件ほどあるんです

けれども、被害者支援ということですか

ら、大きな犯罪はないにこしたことはな

いんですけれども、実際ニュース等に上

がるような大きな傷害事件であるとか殺

人とかはなかったのかといえば、そうで

もないなというふうに思いますもので、

この実施についてお聞きしたいというふ

うに思います。

　次に、市民課に係る分です。７０ペー

ジ、市民サービスコーナーの非常勤職員

賃金が、残金のところで１３０万円ほど

ありまして、執行率の点で少し低くなっ

ているのかなというふうに思いますが、

その辺でコーナーの体制がこの年どのよ

うな状況であったのかというようなこと

が１点と、あとこの７０ページ、住基事

務事業や戸籍事務事業というような項目

が上がっております。

　ここの決算額について直接ではないん

ですけれども、この間のニュース等で１

００歳超える方の実態のない住民票が多

数、全国的にあった件、摂津ではなかっ

たというようなことをお調べいただいて

いたわけですけれども、戸籍の点では１

００歳超える方で実態のない、そういう

分があったというような報告も聞いてお

りますが、この点はどういうふうな事務

処理を今後なされていかれるのかお聞き

したいというふうに思います。

　続いて、産業振興課に係る部分です。

歳入で決算書の５１ページですが、地方

消費者行政活性化交付金ということで１

０７万円が出ておりますけれども、この

使い道のところ、歳出の面でどういうふ

うになされているのか、わからなかった

のでお聞かせいただきたいというふうに

思います。

　次に歳出のほうで、決算概要１１４ペー

ジ、商工業経営指導委託事業、それから

同じページにあります中小企業育成事業

というようなことで、これらの事業の執

行率が３割強というようなことにどちら

もなっていまして、事務報告のほうにも
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どういう事業をされたのかというような

ことは書かれているんですけれども、こ

の辺の中身についてお聞かせいただきた

いというふうに思います。

　それから、同じページになります、セッ

ピィ商品券のことなんですけれども、こ

れについては昨年行われた事業について

報告が別紙のほうにも出されております。

先般の第３回定例会の中での質問もあり

ましたけれども、この商品券の事業を行

いまして、当初のねらいの部分ですね、

担当課として達成度、どのようにできた

というふうに感じておられるかなという

ふうなことと、それからことしまた第二

弾が行われるわけですけれども、いろい

ろ改善点とか、こういうふうにしていこ

うとかいうようなこと、お考えがあるん

ではないかと思いますので、お聞きした

いというふうに思います。

　それから、同じページ、地域就労支援

事業なんですけれども、ポリテクセンター

等々いろいろ利用してやられている事業

かというふうに思います。

　地域就労ということで言いましたら、

本当に今の就職氷河期ですね、本当に厳

しい状況の中で大事な取り組みもされて

いるというふうに認識しています。先日

行われました障害者の就労の集団面接会

にも私のぞかせてもらいましたけれども、

本当に皆さん真剣に、面接も多数の方が

来られているという状況を見ましたけれ

ども、この地域就労支援事業を行って、

実際の就労につながっているケースが把

握できているようでしたら、教えていた

だきたいと思います。

　次に、１１６ページ、緊急雇用事業所

動向調査事業もやられました。これにつ

いても事業所動向調査業務委託を行いま

して、そのまとめから、次にこれをどの

ように生かしていくのか、その辺のとこ

ろのお考えをお聞きします。

　次、環境対策課に係る部分ですが、決

算概要１０２ページです。騒音・振動調

査など事業がありますが、公害にかかわ

る市内の苦情ですね、いろいろと事務報

告書にも上がっているような数が出てお

りますけれども、担当課としてこのいろ

いろなそういう市民の皆さんの声ですね、

どのような特徴とか、また対策をとられ

てきているかというふうな、なかなか公

害問題とかいいましたら、過去の問題み

たいな認識もされている方もあるかもし

れませんけれども、今現状で摂津の中で

起きていることについてお聞かせいただ

ければというふうに思っています。

　続いて、環境業務課に係る分ですが、

これは歳入の面で、決算書の５９ページ

で、資源ごみ売却収入というのが記載さ

れておりますが、２３４万円、これ前年

と比較しましたら、８００万円ほど減額

になっているかというふうに思います。

ただ事務報告書の中で見ましたら、ごみ

の資源ごみですね、量が大きく減ってい

るのかといえば、そういう状況でもない

というようなことで、単価の減り幅でこ

れだけ収入が落ち込むのかなというふう

なことで見ているわけですけれども、こ

の中身についてお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、環境センターですけれども、こ

れも歳入の面では、決算書の３９ページ

で、一般廃棄物焼却手数料が大きく減っ

ているわけですけれども、この部分の現

状と、それから歳出面で決算概要の１０

８ページ、ごみ処理施設維持管理事業の

中の項目で、光熱水費です。これが執行

額で８，４５０万円、残金で１，２００

万円ほどあるわけですけれども、昨年と

比べましたら８５０万円ほどになってお

るかと思います。ここの状況についてお
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聞かせください。

　次に、保健福祉部に関わってです。健

康推進課で、決算書３５ページ、歳入で

市営葬儀使用料が３，５１４万円、前年

と比べると５００万円ほどふえています。

最初の説明の中でも、この市営葬儀使用

料がふえていますというようなことで報

告がありましたけれども、ここの金額が

大きいと思いますので、この中身につい

てお聞かせください。

　それから、決算概要のほうに移りまし

て、がん検診事業では、山崎委員のほう

からも質問ありましたが、子宮がん検診

では２１年度は２，４９９人、乳がん検

診で１，３６４人と、これ事務報告書か

ら拾った数字なんですけれども、乳がん

のほうがなかなかバス検診だけで数字が

大きくふえないわけです。クーポンが出

されているけれどもお使いでないという

ふうな人が多数おられるのかなというふ

うな状況が伺えるんですけれども、この

乳がん検診についての未受診といいます

か、状況について、今後の改善、なかな

か厳しい部分もあるかと思うんですけれ

ども、どのように考えておられるか聞か

せていただきたいと思います。

　それから、同じく妊産婦健診ですけれ

ども、この制度が５回から１４回へと回

数が充実ということになりまして、随分、

健診の回数がふえたというようなことも

先ほど報告いただきました。ただその中

でも先ほどの妊娠の確認されている数と、

それから検査、すべてが受けられている

かといえば、数の差があったかなという

ふうに思いますが、この未受診の対策で

すね、駆け込み出産みたいな、そういう

検査を受けずに出産になってしまうよう

なケースがまだ残されているのかどうか、

この辺のところを教えていただきたいと

思います。

　次に地域福祉課に係る部分になります。

歳入で決算書４７ページに、街かどデイ

ハウス支援事業の補助金というのが記さ

れておりますが、これは府の補助金の割

合が４分の３から２分の１にこの年度減っ

ているというようなことだと思います。

　以前の会議録の中を見ていましても、

その分、介護保険の部分から別の事業と

合わせて補助を出していくみたいな工夫

もされているのかなというふうに思うわ

けですけれども、現場のほうでどのよう

な状況になっているか、出ている影響と、

それから今後についての見通しなんかを

聞かせていただけたらと思います。

　あと歳出の決算概要７６ページ、コミュ

ニティソーシャルワーク事業の点で、非

常勤職員等賃金です。これで不用額が出

ている部分と、それからその下の段にも

あります指定介護予防支援事業、ここで

も非常勤職員等賃金で不用額が大分ある

のかなというふうに見ているんですけれ

ども、この体制ですね、事業を行ってい

く部分の体制について支障がなかったの

かとか、またコミュニティソーシャルワー

カーは、今も職員の募集の案内がホーム

ページ上にも出ておりますけれども、割

と頻繁に入れかわりがあるのかなという

ようなことも若干感じたりするんですが、

実際今の体制について十分やられている

のかお聞かせいただきたいと思います。

　ちょっと細かいことになりますが、災

害見舞金給付事業です。執行額が１３万

円となっておるわけですけれども、どう

いう状況のときに、この見舞金が出され

るのかなと、要綱を見ていたんですが、

給付の金額、５万円と１０万円と、そう

いう金額のくくりに見たところなってい

まして、この１３万円というのは半端な

金額だなというようなことで、これの中

身をお聞かせいただきたいと思います。
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　８０ページ、ひとり暮らし高齢者安全

対策事業で独居老人愛の一声訪問事業委

託料がありますが、この２１年度、執行

額としたら前年から約半分になっている

わけですが、先般テレビ放送でも摂津市

のこの事業が取り上げられて、きめ細か

な制度というようなことで評価もされて

おります。この事業ですね、以前から回

数の減はありますけれども、その中で利

用者の声とか、また今の実態状況につい

て担当のほうから少しお聞きしたいとい

うふうに思います。

　生活支援課に係る部分なんですが、決

算概要７８ページ、ホームレス自立支援

事業の６０万５，０００円が、これは執

行率がゼロ％、未執行という形になって

います。この事業について、昨年もたし

か質問させていただいたんですけれども、

ことしは特にこの執行はしなくてよかっ

たのか、どういうふうになっているのか。

　それと、その下の段にあります行旅死

亡人等取扱事業ですが、これは６８万円

ということで、大体例年何件ぐらいこう

いうケースがあるのか、この２１年度の

実態についてもお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　９４ページ、生活支援課に係る一般事

務事業の中で、ここでも非常勤職員等賃

金ということで、昨年に比べまして３０

０万円多くなっていますが、体制の問題

ではこの間本当に生活保護の受給者がふ

えている中で、一人当たりのケースワー

カーの持っている担当数の問題と職員数

ですね。今の現状、また昨年度の実績と

して足りているのかどうか、この点お聞

かせいただきたいというふうに思います。

　あと、自立支援プログラムとか就労支

援コーディネーターとか、この間新しく

ついてきているわけですけれども、その

あたりで就労に実際つながっているケー

ス、自立に向かっている、そういう実績

ですね、それがどういうふうに効果が出

ているのかというふうなことを聞かせて

いただけたらと思います。

　介護保険課に係る部分ですが、決算概

要７８ページ、社会福祉法人介護特例補

助事業ということで、８０万７，０００

円が未執行になっています。この事業の

中身を調べましたら、低所得者に対する

介護サービスの自己負担の軽減に充てる

というようなことですけれども、対象が

１５０万円以下の低所得者であるとか、

またそこの事業所の１％を超える部分の

補助を執行しているところでないと、制

度として上がらないとか、そういうふう

なことがあるわけですけれども、そうい

うことでしたら、現状では事業所の単独

持ち出しというような形で、今、その補

助がされているのか。またもしくは、例

えば病院なんかでの無料低額診療のよう

に、何かしらの補助があるのか、また地

域貢献事業のような入居者基金みたいな

ものがあって、そこの財源があるのか、

これについて教えていただけたらという

ふうに思います。

　障害福祉課に係る部分です。決算概要

８２ページ、成年後見等開始審判申立事

業は５８万５，０００円の予算がついて

いますが、未執行になっています。対象

になる方がいらっしゃらなかったのか、

もしくは、いたけれどもなかなかこの事

業、制度を利用するに至らなかったのか

というようなことが気になるところなん

ですが、その辺の実態についてお聞かせ

ください。

　続いて８４ページ、社会福祉事業団運

営委託料です。これは約２億８，５００

万円というようなこと、これだけ執行に

なっていますけれども、前年と比較しま

したら、１，５００万円ほどの減という

－32－



ふうなことです。この決算の不用額でも

１，６００万円というふうに残っていま

すけれども、このあたり、事業の中身に、

通所者がふえている中で委託料が減ると

いうふうなことになっているのかどうか、

事業の運営についてどうかというような

ことでお聞かせください。

　あと、共同生活介護・共同生活援助事

業ということで、これはグループホーム

を新たに開くときに出る分の補助という

ふうに認識していますけれども、新たな

グループホームの建設、今の時点で利用

者の方のニーズといいますか、どのよう

な形で、障害福祉計画の中には順次開い

ていくというような方向で記されていた

かというふうに思うんですけれども、２

１年度は未執行ということで、２２年度

に用意されているのかどうか。その辺に

ついてもお聞かせください。

　それから、同じページの障害者総合支

援センター事業ということで、これ執行

は次年度、２２年度になるわけですけれ

ども、もう１１月のオープンという運び

になるかというふうに思います。この際

ですから、障害者総合支援センターの事

業の中身、一定報告は受けていますけれ

ども、オープンに至る過程の中で変更な

り、そういうものはないのか、スムーズ

にこの間進められているのかどうかお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　こども育成課に係る部分ですが、８８

ページ、家庭児童相談室運営事業、ここ

でも相談件数が事務報告書を見る中では

２０年度に４，５４９件ある分が２１年

度は５，５１０件と随分と相談件数がふ

えているなというふうに感じたわけなん

ですけれども、その相談事業の中身の傾

向や、また今大きな問題になっている児

童虐待とか、そういう形のところでの状

況なのか、わかれば教えていただきたい

というふうに思います。

　また、臨時職員の項目がありますが、

ここでも２０年度は１１３万円というの

がついていたかと思うんですけれども、

２１年はなしになっているかというよう

なことで、その体制面でこの家庭児童相

談室の事業のところ、現状でどうかとい

うようなことをお聞かせください。

　次に、９２ページです。山崎委員から

も質問ありました乳幼児等医療費助成で

すが、２１年についてはその通院医療の

部分は２０年度よりも減っているという

ようなこと、入院の小学生から中学生に

かかる分は３８０万円とこういうことで

報告を聞きました。

　通院医療の分もこの間やはり年齢を上

げてほしいというようなことでの要望な

り議会でのそうした議論もしてきたかと

思いますけれども、昨年の議会の本会議

での答弁等でも、通院医療で１歳上げる

と１，７００万円になりますよというふ

うなことでお聞きしておりますが、そう

した見通し、今の時点では変わりがない

のかどうか。

　それから同じページの下の段に、ひと

り親家庭医療費助成、この分は２０年度

と比べると２１年度に入って６００万円

増額になっていますが、この辺の中身に

ついて、どのように見ておられるのかお

聞かせください。

　あと、母子家庭等日常生活支援事業と

いうことで、２５万円の未執行の分があ

りますが、なかなか府の制度等と合わせ

て見たときに、利用がなかったというよ

うなことなんですけれども、やはりひと

り親家庭の中でも数がふえている、また

ケースとしてはいろいろ難しいケースも

ふえている中で、短期でこういったヘル

パーの派遣が必要なそういうケースがな

かったのかなとか思いますけれども、こ
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のあたりこの事業の利用についてもっと

使いやすい制度にできないのか、その辺

を含めた見解を聞かせていただきたいと

思います。

　１回目の質問、以上です。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　都市交流事業と

犯罪被害者の件についてお答えをいたし

ます。

　都市交流事業でございますが、利用の

ほう、１９年度に利用者２５８名、２８

万１，９６０円の補助をしておりました

が、２１年度につきましては、利用者１

５１人、１７万５，４８０円ということ

で、年々減少をたどっております。

　この位置づけでございますが、やはり

海外との交流、また国内の各さまざまな

環境の違う自然の多いところとの交流と

いうのは非常に大事なことだというふう

に我々は今まで考えて続けてきたところ

でございますし、農業祭等でのご協力も

いただいておるということで、今後とも

そういう交流については図ってまいりた

いと考えておりますが、一方で、先ほど

委員ご指摘のとおり、こういう新しいレ

ジャー、時代のニーズとかいうのがあっ

て、やっぱり減ってきているということ

もあります。

　それから、もう一つは、相手の町村に

つきましても、やはり平成の大合併があ

りまして、各市町村が今までの例えば一

つの町であったものが大きな市になって

しまって、若干交流に対する意識という

のは薄まってきているというのもあろう

かと思います。

　しかしながら、我々担当課としては、

そういう都市交流事業というのを大事に

したい、市と市民の交流は大事にしたい

という考えを持っています。

　ただ一方で、財政的な面、また個人的

な給付といったものが今後そういう市全

体の中でどういうふうな位置づけになる

かということも、また考えなければいけ

ない点かとは思います。

　当面につきましては、今後もＰＲ等も

してまいりたいと考えております。

　それから、犯罪被害者の件につきまし

ては、対象者が２１年度については支出

がないということでございますけれども、

支出が確かに２０年度につきましては傷

害事件とかドメスティックバイオレンス

の関係で３０万円ほど支出がございまし

た。２１年度はございませんが、２２年

度につきましては、もう既に１件、ドメ

スティックバイオレンスの件で１件出て

おります、これは今年度ですけれども。

ということで、たまたま２１年度はござ

いませんでした。

　しかしながら、相談件数については、

制度発足以来２０、２１年度と増加して

おりますし、また２２年度につきまして

は、もう今現在で既に昨年の実績を上回

る相談がございますので、今後ともＰＲ

に努めてまいりたいと思います。また、

そういう対象の事件がなかったのかとい

うことでございますが、２１年度におい

ても確かに殺人事件であるとかありまし

たけれども、対象になる犯罪被害者のご

家族の方等がおられなかったということ

で、補助金の支出には至っていないとい

うことでございます。

　なお、犯罪被害者の支援関係につきま

しては、非常に内閣府等からの評価もい

ただいておりますし、東京の方でも新聞

等に、裁判所への旅費等の支給というこ

とで掲載いただいておりますので、今後

とも、より一層のＰＲ及び相談事業の充

実については図ってまいりたいと考えて

おります。

○森内一蔵委員長　早川課長。
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○早川環境業務課長　ペットボトル拠出

金について減になった分についてお答え

します。

　委員ご指摘のとおり、単価が下がって

おりまして、大きく下がっておるものと

しまして、アルミ缶が２０年度は１１月

までが１００円、１２月以降が６０円の

ものが、２１年度は３０円、スチール缶

が１１月までが２２円、１２月以降が５

円、これが平成２１年度は７円ですね。

段ボールが４円から１．５円、新聞が５

円から２円、雑誌が３．５円から１円に

下がっております。

　それと、あとペットボトルなんですが、

平成２０年度までにつきましては、２分

の１が拠出金の委託だったんですが、そ

れ以外は業者売買しておりましたので、

その点で金額のほうが大分下がっている

状況になっております。

○森内一蔵委員長　乾次長。

○乾生活環境部次長　それでは、騒音・

振動に関わります苦情といいますか市民

の声の特徴、それから騒音・振動問題に

対します対策についてどうかというお問

いにお答えいたします。

　騒音・振動など生活環境に関わる苦情

の件数は、近年減少の傾向にはあるんで

す。その中で、平成２１年度は５８件で

ございましたが、分類をいたしますと、

この騒音・振動に関するものですね、特

に騒音に関するものが２１件、振動に関

するものが８件ということで、２１年度

の苦情あるいは市民要望の半分ぐらいが

この二つで占められているという状況で

ございます。

　それから、環境騒音・振動の調査です

が、定期的には道路に面しない地域１８

か所、それから幹線道路に面する地域３

か所の環境騒音測定を毎年１回実施して

おりまして、道路に面しない地域の環境

基準は住居系地域の昼間が５５デシベル

以下、夜間が４５デシベル以下で、商業

系地域の昼間が６０デシベル以下、夜間

が５０デシベル以下でございます。幹線

道路に面します地域につきましては、昼

間が７０デシベル以下、夜間が６５デシ

ベル以下となっております。

　昨年度の測定結果では、道路に面しな

い地域１８か所の環境基準の適合率が６

７．５％、幹線道路に面する地域３か所

の適合率は５０％となっております。

　環境騒音・振動の指導につきましては、

原因者が特定されている場合につきまし

ては、状況を説明して騒音を減らすよう、

改善していただくように指導をさせてい

ただいております。

　また、道路に凹凸があるとか、そうい

う場合などは道路担当課等に改善を指導

あるいは要望いたしております。

○森内一蔵委員長　萩原参事。

○萩原生活環境部参事　市民サービスコー

ナーの賃金の予算残額が多いことについ

てでございますけれども、市民サービス

コーナーの勤務態勢は１コーナー当たり

３名、合計１５名でございます。交代で

業務を行っていただいております。

　勤務人数につきましては、月、火、金

が二人、水、木、土は一人体制となって

おります。繁忙期の３月、４月につきま

しては、月曜日から金曜日まで二人体制

となっております。

　予算が１３０万３，６１５円残ってい

る理由といたしましては、二人勤務の日

で、一人が急に休まれた場合、代替要員

が見つからなかったときにやむなく一人

で勤務されている日がありますので、そ

の分予算が余ったというふうに思ってお

ります。

　それと次に、実態のない住民票につい

てでございますが、実際に住んでおられ
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るのに住民登録がされていない、また逆

に住んでおられないのに住民票がそのま

ま残っている場合がございます。住民登

録されない理由として、金融業者とか配

偶者からの暴力から逃れるというような

ケースが考えられます。

　住民票はその人の居住環境を証明する

もので、国民健康保険、介護保険、年金、

福祉、義務教育などさまざまな行政サー

ビスの基礎になりますが、実際に住んで

おられても住民登録をされているのかど

うかの把握は、実態として困難でござい

ます。

　住民基本台帳法では、転入、転居、転

出、世帯または世帯主の変更があった場

合は、市長に届け出なければならないと

規定されておりますけれども、行政とい

たしましては、現在のところ広報紙です

とかホームページで届け出ていただくよ

う啓発するしか方法がないというふうに

考えております。

　それと、居住実態のない住民票につき

ましては、住民基本台帳法第８条並びに

同法施行令第８条及び第１２条の規定に

基づき、必要に応じて職権消除をしてお

ります。ちなみに職権消除の件数でござ

いますが、平成１３年度は２９件、１４

年度は２３件、１５年度は１４件、１６

年度は９件、１７年度は１５件、１８年

度１８件、１９年度は９件、２０年度は

１１件、２１年度は３８件、２２年度は

現在のところ２件でございます。

　次に、１００歳以上の、いわゆる戸籍

上の生存者の取り扱いについてでござい

ますけれども、高齢者の戸籍の消除につ

きましては、先般大阪法務局民事行政部

長から、１００歳以上の高齢者であって

死亡の事実を確認することができないも

のに係る戸籍の消除の取り扱いについて

という通知がございました。

　内容につきましては、市町村長が消除

の許可申請書に記載する生死及び住所に

つき、調査の資料を得ることができない

事由については、１２０歳以上の高齢者

であり、かつ戸籍の附票に住所がない旨

を記載すれば足りる。

　二つ目として、ただいまの許可申請書

には、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の

附票の各謄本を添付すれば足りるという

通知がございまして、本市に本籍のあり

ます１２０歳以上の方について、記載許

可申請書の提出方法を法務局と協議し、

許可がおりましたら戸籍の職権消除をし

てまいると思います。

　明日、大阪法務局北大阪支局の方がお

みえになりますので、具体的な事務手続

きについてお聞きして進めてまいりたい

というふうに思っております。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私か

ら健康推進課に係りますご質問にご答弁

させていただきます。

　まず、決算書の３５ページに記載をさ

せていただいております市営葬儀の使用

料につきまして、対前年度約５０３万円

の増ということになっておるその中身で

ございます。

　葬儀につきましては、それをどういう

形態でするかというのは、まさに亡くな

られた故人あるいは喪主様の思いが込め

られた形になってくるというふうに思っ

ております。

　この前年度、市営葬儀の執行件数は１

５８件でございました。これのもととい

いますか前年度、別府斎場の使用件数か

ら見た市民の葬儀というのは、市内で４

６０件ございました。そのうち１５８件

が前年度は市営葬儀でとり行われたとい

うことです。２１年度につきましては、

全体の市内での葬儀件数が、葬儀をする
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せんにかかわらず市内でのいわゆる件数

が５０９件ということでございました。

その中で１８５件ということでございま

すので、市内での葬儀件数が前年度の１．

１倍ほどふえておりますので、それに沿っ

て市営葬儀のご利用もふえたというふう

に我々認識しております。

　それと、そのふえた内容、中身がほと

んどメモリアルホールでのカトレア、ア

イリスという葬儀の形態でございます。

これにつきましては、私ども市営葬儀の

指定店にくどく十分に説明を尽くすよう

にというふうなことを言っている、その

効果が若干あらわれたのではないのかな

ということで、評価をしておるところで

ございます。

　それと、２点目、乳がん検診でござい

ます。委員ご指摘のように、乳がん検診

につきましては、バス検診ということで、

非常に国のほうが示しておりますがんの

予防重点教育及びがん検診実施のための

指針、ガイドラインが示されております。

このガイドラインでは、必ずマンモグラ

フィーによることと、このマンモグラフィー

につきましては、乳腺外来ということに

なってくるということであります。

　私どもといたしましては、市内にそう

いった医療機関がないということから、

財団法人の大阪がん研と一医療機関に検

診バスの配車をお願いして実施をしてお

ります。

　私どもとしましては、クーポンの検診

事業を行うに当たりまして、この検診回

数を昨年度２１年度でございますけれど

も、当初３６回お願いをしていたんです

けれども、これを何とか５０回まで回数

増をしていただいたというような経過が

ございます。

　午前中も申し上げましたけれども、こ

の５０回の定数が１，５６６人という定

数でございました。これに対して受診者

が１，３６４人ということで、まだまだ

私どもとしてはもう少しせっかく設けた

機会ですので、市民の方にはできるだけ

といいますか、受診をして、何とか１０

０％に近づけたいというようなことで勧

奨しているところでございます。

　それともう一点、女性特有のがん検診

補助金という項目がございます。がん検

診事業でございます。これに８万１，５

５０円を執行しておりますけれども、こ

れは私どものバス検診だけではなしに、

他の医療機関でいわゆる制度管理のきっ

ちりとした受診機関で受けられたときに、

その実費をご負担すると、クーポンを持

参された方なんですけれども、そういっ

た体制を整えております。

　ただ、やっぱり先ほど申しましたよう

に、受診医療機関がまだまだ限られてお

るという現実もございますので、我々と

いたしましては、先ほど申しましたよう

に、検診バスの配車回数の増とか、ある

いは一人でも多くの方に定員を満たすべ

く受診者数の増を図ってまいりたいと考

えております。

　もう一点につきましては、前野参事の

ほうからご答弁させていただきます。

○森内一蔵委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　妊婦健診の未受

診者状況についてご答弁させていただき

ます。

　先ほど、山崎委員の回答に、９１６人

の届け出があって、１回目が８３３人健

診を受けているというご答弁をさせてい

ただいていますが、この８３３人は府医

師会への受診分の１回目の数字でござい

まして、あと国立循環器病センターとか、

ほかで受けられた場合に、直接請求があ

りますので、その方が国立循環器病セン

ターで１２件、そして直接請求が２３５
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件という形で来ておりますので、そうい

うところでの差かと思います。

　それと、妊娠届け出が大体２７週まで

に届け出される方が９８％おられます。

あと２８週以降に届け出される方がおら

れます。２１年度においての駆け込みと

いうか自宅分娩が１件ありました。事前

からかかわっている方でして、受診勧奨

してもなかなか受診されないという状況

の方がおられました。

　できるだけ早期に妊娠届けをしていた

だいて、受診していただけるように勧奨

していきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　上村センター長。

○上村環境センター長　環境センターに

関わる２点についてご答弁させていただ

きます。

　まず、一般廃棄物焼却手数料の減少な

んですけれども、一般廃棄物焼却手数料

というのは許可業者が持ち込まれる事業

系の一般廃棄物と、直接、臨時で市民の

方が持ち込まれるごみ、それと事業所が

みずから持ってこられるごみの分の手数

料でございます。

　昨年に比べて１４％大幅な落ち込みで、

一昨年も、２０年も１９年に比べて１１

％という、原因をさぐりましたら、やは

り事業系一般廃棄物の減少が大きいとい

うことで、やはりリーマンショック以来

の景気の悪化がここに象徴的にあらわれ

ているのではないかというふうに思って

おります。

　なお、今年度半期過ぎたんですけれど

も、予測としましては、前年度並みの手

数料は確保できるんではないかという見

通しを持っていまして、ある程度底を打

ちかけているのかなという気もしており

ます。

　それともう一点、光熱水費の減少です

けれども、光熱水費、電気料、ガス、上

下水道代なんですけれども、圧倒的に減

少したのは、電気の使用料でございます。

　原因の一つとしましては、平成２１年

度は２炉運転が１８日間だけであったと、

前年は３８日間、その前は８８日間とい

うことで、徐々に１炉運転に向けてほぼ

１８日間になっているということで、そ

ういった点が減少したことと、もう一点

は、平成２１年５月１日にＥＡ２１とい

うことで、エコアクション２１の認証取

得をするということで、環境センター、

環境業務課、ストックヤードですね、こ

ちらでプロジェクトを立ち上げまして、

省エネに対して主に六つの取り組むべき

最重要課題としまして、電気使用量の減

少ということを上げまして、それぞれ努

力によって減少したんではないかという

ふうに思っております。

　なお、１炉運転は、２３年度から１炉

運転を行う予定ということですけれども、

前倒しで今年度から試行いたしておりま

す。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　介護保険課に係

ります社会福祉法人介護特例補助事業に

ついてのご質問にお答えいたします。

　この制度は世帯全員が住民税非課税で、

単身の場合、年間収入が１５０万円以下

など一定の要件を満たします生計困難な

方が社会福祉法人によります介護保険の

サービスを利用された場合に、利用者負

担額の約４分の１が軽減されるという事

業でございます。

　該当者が毎年非常に少なくございまし

て、２１年度は３名の方がこの制度に該

当いたしました。軽減額については、約

３５万円ということでございます。

　ちなみに２０年度も二人の方、今年度

も今まで３名の方ということで推移して

おります。
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　この軽減額については、先ほど委員か

らご説明あったように、法人の収入額の

１％未満であれば、市からの補助の対象

にならないということでございまして、

その分は法人さんのほうで負担していた

だくというような仕組み、制度になって

おります。

　ということですので、これは社会福祉

法人の役割ということで、法人が単独で

負担していただいているということでご

ざいます。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、弘委員

の五つの質問についてご答弁申し上げま

す。

　決算概要１１５ページ、商工業経営指

導委託料の執行率が低いのではというこ

とについてご答弁申し上げます。

　商工業の経営指導委託事業はコンサル

タントを派遣し、指導助言を行うことに

より中小企業の経営の改善の活動を図る

ことを目的としております。１９年は１

件、２０年度は３件、２１年度は１件と

なっております。２０年度の３件をマッ

クスに予算組みをしておりますので、今

年度は１件の３３％の執行率になってお

ります。

　この平成２１年度におきましては、商

工会が国の補助事業を受けられ、地域力

連携拠点としてコンサルタントの派遣を

実施されました。市の実施分は１件とな

りましたが、市全体で見ますと、派遣回

数は大幅にふえ、零細企業への底上げが

図られたと考えております。

　続きまして、中小企業育成事業の執行

率が低いのではというご質問についてご

答弁申し上げます。

　中小企業の企業価値や資質の向上を目

指し、能力の開発への研修、販路開拓に

つながる費用への一部補助を行う事業で

ございます。今年度は大阪勧業展への出

展としまして、３事業所から申請があり、

１２万３，５００円の支出となっており

ます。

　また、平成２２年６月に大阪大学産業

科学研究所と連携いたしまして、民間企

業用の貸し研究室が完成したことにより、

そこに入居される事業者について５万円

の補助をメニューを追加するなど、中小

零細事業の支援に努めております。

　続きまして、セッピィ商品券の販売の

効果と商店街の連携等についてご答弁申

し上げます。

　昨年１２月３日に販売いたしましたセッ

ピィ商品券は独自市施策として初めて市

内全事業者を対象とした大きな事業とな

りました。景気停滞感のある時期に消費

の拡大を図り商業者の活性を呼び起こす

試金石としまして、取り組みいたしまし

た。

　取扱店の募集は当初２００から２５０

店を目指しましたが、多くの事業者のご

賛同をいただき、３７０店の登録となり、

無事トラブルや苦情もなく、また発行し

ました１２万枚の商品券につきましても、

２４８枚、額面でいいますと１２万４，

０００円を残しすべて利用されました。

執行率は９９．７５％と極めて高い利用

となりました。

　また、取扱店への事前説明会等でこの

商品券は全事業所に対する支援策という

ことで、初めてのこういう事業に参加で

きると、今までは商業者に対する全事業

的なバックアップはなかったのにという、

ある面では激励のお声をいただいて、ま

た今後もそういう取り組みをしてほしい

という要望を伺っております。

　また、商店街との連携はもとより、商

業団体に属さない独立されている個人の

店との連携を今後どういうふうに図って
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いくのかという課題も見えてきておりま

す。

　また、１１月２８日に発売します第二

弾の商品券におきましては、商業の活性

化条例の協働という言葉をキャッチフレー

ズに商業者の連携を強めてまいりながら、

いろんな取り組みを進めてまいりたいと

考えております。

　続きまして、就労支援事業における就

労の成果についてご答弁申し上げます。

　平成２２年８月の失業率は５．１％と、

円高による影響と海外経済の見通しが不

透明で、雇用環境の厳しさは依然続く状

況であります。

　就労支援の事業はますます重要なもの

と考えており、就労支援講座や就職フェ

アを積極的に開催しております。

　２１年度の結果といたしまして、就労

支援講座のほうは５講座を開催しまして、

８０名の受講者を出しました。そのうち

１３名の方が就業につけたということで

就職率１６．２５％という形になってお

ります。

　また、就職フェアにつきましては、２

事業開催しまして、一つにつきましては、

３市１町、三島圏域の市町村と連携し、

合計４４９名の来場者があり、そのうち

３２名の就職が確定し、就職率は７．１

２％となっております。

　最後に、決算概要１１７ページ、緊急

雇用事業所動向調査業務委託料の調査結

果をどう生かすのかというご質問に対し

てですけれども、平成２０年１２月に国

のほうで生活防衛の緊急対策として、こ

の基金が創設されました。大阪府に６７

億円が交付されまして、本市では事業所

調査を失業者６名を雇用し、実施しまし

た。調査につきましては、アンケート方

式を回収し、未回収の事業所にあっては

電話や訪問による回収勧奨に努めました。

　調査内容は事業所における景気感や雇

用、休暇制度などの質問とともに、女性

政策課、政策推進課、こども育成課から

の質問項目も含めまして調査票を作成し、

調査を行いました。

　調査につきましては、通常事業所の調

査は回答率が非常に低調になる傾向があ

るわけですけれども、今回、回収勧奨に

努めましたので、実質調査対象は２，７

７７件のうち１，３６９件の回収ができ、

回収率は４９．３％となっており、高い

数値が確保できたものと考えております。

　また、調査結果につきましては、担当

部局へ情報は既に提供し、また、新たな

計画策定などの資料に使っていただける

のではないかと考えております。

　また、当課におきましては、ホームペー

ジに全文を掲載しておりまして、また、

今後は公民館等の公共施設に文書等の冊

子で配置したいと思っておりまして、そ

の印刷の準備を進めております。

　また、これらの結果より今後の事業所

のニーズを十分把握した中で、適切な支

援を見きわめていく貴重なデータとして

活用してまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活支援課に係る

５点についてお答えします。

　まず、決算概要７８ページ、ホームレ

ス自立支援推進事業が決算書に計上され

ていないことについて、ご説明いたしま

す。

　本事業は、平成１６年度から大阪府下

を４ブロックに分け、巡回相談事業を展

開していますが、平成２１年度につきま

しては、事業自体は従前どおり実施して

おりますが、昨年の国の緊急経済対策に

よるホームレス対策事業の拡充により、

全額国庫補助対象となったことにより、

市の負担がなくなりました。
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　次に、行旅死亡人等取扱事業でござい

ますが、なかなか件数を予測するのは難

しいことと思っていますが、近年の経済

不況の影響で増加傾向にあるものと考え

ています。平成２１年度は３件発生して

います。

　次に、決算概要９４ページの一般事務

事業の賃金の状況ですが、非常勤一般職

で自立支援相談員１名、それと事務補助

をする臨時職員１名、それに中国残留邦

人等支援相談員、この方は週に１回です

が、１名の構成となっています。

　なお、残額で３４万５，９８４円が生

じていますが、これは当初予算時計上し

ていました通勤手当の執行が少なかった

ことによるものです。

　次に、ケースワーカーの状況ですが、

今年４月に１名増員し、現在９名体制で

ございます。しかし現状といたしまして

は、急激な保護世帯の増加で、ケースワー

カーの増員が追いついていかず、今年９

月時点で１ケースワーカー当たりの持ち

世帯数は１０５世帯となっています。標

準配置数から比べますと、現在２名不足

の状況になっています。

　次に、就労支援についてですが、これ

も厳しい雇用情勢を反映して、稼働年齢

層の方の保護受給が増加しています。平

成２１年度より自立支援相談員を配置し、

就労支援を強化しています。また、平成

２２年度も１名増員して、２名体制で対

応しております。

　平成２１年度の就労支援員が対応した

実績では、就労支援した方が２５名、う

ち就労につながった方が１０名で、その

うちまた１名の方が自立しました。生活

支援では２名の方を対応いたしました。

数字で見ると、効果が少ないようにも見

えますが、この厳しい社会情勢の中、就

労、自立につなげることは膨大な労力が

必要と考えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る部分につきましてご答弁申

し上げます。

　まず、街かどデイハウスでございます

が、一般会計での２６１万８，０００円

に加えまして、委員ご指摘のように、介

護保険特別会計の地域支援事業で１３２

万円を追加して補助をさせていただいて

おります。

　その内容につきましては、いわゆる介

護予防事業を取り組んでいただくという

ことで、運動、認知症予防、それから口

腔衛生ということで、運動と認知症予防

につきましては週１回、口腔衛生につき

ましては月１回の取り組みで、それを１

クール３か月としまして、年間４クール

取り組んでいただいているということで

ございます。

　介護予防事業を取り組むに当たって、

街かどデイハウスとしての課題というこ

とになりますと、やはりほぼ同じ対象者

の方が事業者のほうはいろいろと工夫を

していただいておりますけれども、介護

予防事業を３か月のクールごとに繰り返

していくということと、それとあと本来、

街かどデイハウスというのはやはり民間

事業者さんのきめ細やかな取り組みを優

先するものだというふうに思うんですけ

れども、そういった意味で一定その取り

組みをある程度縛る部分が出るのかなと

いうようなことは我々としても考えてお

ります。

　ただ、街かどデイハウスにつきまして

は、２３年度から現在の補助金も廃止さ

れ、交付金化という方向が出てきており

ますので、非常に街かどデイハウスをめ

ぐりましても厳しい状況ではございます

が、介護予防、あるいは地域の住民の団
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体の皆さんが取り組んでいただいている

重要な事業というふうに我々も認識して

おりますので、制度を継続すべく事業者

の方とも十分協議をしながら、内容につ

いても話し合ってまいりたいというよう

に考えております。

　続きまして、コミュニティソーシャル

ワーク事業、並びに指定介護予防支援事

業の非常勤職員の件でございますが、コ

ミュニティソーシャルワーク事業のほう

では２名の非常勤職員、それから指定介

護予防支援事業のほうでは５名の包括支

援センターの職員、うち３名がケアマネ

ジャー、２名が看護師の賃金をそれぞれ

の事業で執行しております。

　予算額と決算額、若干の相違があり、

残額が出てきているというご指摘でござ

いますが、例えば指定介護予防支援事業

におきましては、職員の出産に係る休職

時の不用額等、あるいはあと交通費や超

勤手当等の諸経費の見積りの関係で、こ

ういった残額が出てきているということ

でございます。

　なお、現在コミュニティソーシャルワー

カーの職員を非常勤１名募集しておりま

して、これは２名の非常勤職員のうち１

名が１０月末で結婚退職をされるという

ことで、それに伴う募集をいたしており

ます。

　現在、本市の場合、コミュニティソー

シャルワーカーにつきましては、非常勤

２名と市職員２名、計４名を配置をいた

しておりまして、地域包括支援センター

と一体となって取り組んでいるところで

ございます。

　続きまして、災害見舞金でございます

が、災害見舞金の制度につきましては、

２０年７月１日に制度改正を行っており

まして、市のほうで犯罪被害者の支援条

例ができたということで、できるだけそ

の内容に準じた形にしていこうというこ

とで、遺族見舞金、傷害見舞金、住宅被

害見舞金の三つの見舞金制度を設けてお

ります。

　２１年度執行いたしておりますのは、

住宅被害見舞金、いわゆる火事に伴うも

ので、これが１件で１０万円となってお

ります。

　それから、残り３万円という額になっ

ているんですけれども、これは平成２０

年７月１日以前に発生しました災害見舞

金、治療９０日以上の件で、１件が３万

円となっております。新しい７月１日改

正条例では、以前に災害が発生してから

２年間は請求の期間を設けておりますの

で、いわゆる旧条例に基づく執行という

ことで３万円となっております。

　それから愛の一声訪問につきましては、

委員ご指摘のように、平成２１年度から

これまでの週５日から週３日実施に変更

いたしまして、執行額も約半減をいたし

ております。

　これまでは月曜日から金曜日までの週

５日でございましたが、月、水、金とい

う週３回になっております。これは業者

のほうからの申し入れでございまして、

市のほうといたしましては単価をアップ

してでも週５日を続けてほしいという交

渉もいたしましたが、どうしても配付の

体制の問題で、週５日は困難という事業

者のほうのお話で、週３日ということに

なってしまいました。

　週３日になりますと、当然週５日に比

べますと、見守りの部分が希薄になるか

というように思いますので、従前からも

しておりましたが、１回配付で声かけを

していただいて、もし留守等で声かけが

できない場合、そして次のときに行った

場合については、もしまだ残ったままで

あれば、必ず市のほうへ連絡するという
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取り組みを徹底をいたしております。

　あわせてひとり暮らし等を訪問してい

ただいておりますホームヘルパーさんに

も、そういったことがきちんと実際にさ

れているかどうか、利用者のほうに確認

をして、事業者のほうが約束どおりそう

いったことをきちっと履行しているかど

うかも確認とかをさせていただいており

ます。

　この事業につきましては、１本三十数

円という単価で一応見守りができるとい

うことでは、やはりひとり暮らし全体の

方を見守っていくのは難しい中では、や

はり貴重な事業というふうに考えており

ます。

　委員のお話がありましたように、この

間ＭＢＳテレビの「ちちんぷいぷい」の

ほうで取材を受けて放映されました。

　経過を申し上げますと、この間のいろ

んな高齢者の所在問題等でテレビ局のほ

うがヤクルトがこういった事業をやって

いるということを知られて、ヤクルトの

ほうにどこかいい市がないかということ

で、ご相談をされております。それで摂

津市が取材を受けたということで、その

理由を考えてみますと、北摂各市でも同

じ事業をやっておりますけれども、北摂

各市の場合は、週の初めに１回５本パッ

クのヤクルトを配られているということ

で、摂津市だけが一応週３日でございま

すけれども、１本ずつ配っているという

ことで、そのあたりがやはり評価された

んではないかなというふうに思っており

ますので、引き続き事業については進め

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係るご答弁のほうをさせていただ

きます。

　成年後見の支援事業なんですけれども、

成年後見のほうの申立ての相談というの

は、年にやはり一、二件程度は相談がご

ざいますが、四親等以内の親族の方がお

られまして、その方が申立てをされる場

合は、成年後見の市長申立てに至らない

ということでございまして、障害をお持

ちの方が比較的年齢はお若いという状況

もあって、申立人という方がそれなりに

動ける方というのが見つかりまして、先

般もおばの方が申立人ということで申し

立てをしていただいております。

　実際になかなかこの後見事業、四親等

内の親族の方だけで申立てするのが困難

な状況でございますので、市の職員のほ

うが担当のケースワーカーが相当支援さ

せていただいているというのが現状でご

ざいます。

　次に、社会福祉事業団の運営委託料の

件なんですけれども、残額のほうは前年

度に比べまして、それなりの額が出てい

るということですが、幾つか残額の状況

を検討いたしますと、１点は休職者の方

をこの予算を組んでいたときは休職者の

方の代替の方の分も予算に入っていたん

ですけれども、その方が復職されました

ので、その方の代替の方の分が残ってき

ているのかなというふうに思っておりま

す。

　それと、身障センターのほうに勤めて

いた方が定年後もお勤めになるというふ

うなことでお聞きしていて、一時数か月

お勤めになっていたんですが、結局途中

でやめられてしまったというような状況

もございまして、その後、職員の補充等

はさせていただいているんですが、そう

いう状況で残額のほうが出てきたのでは

ないかなというふうに思っております。

　次にグループホームの運営の設置の事

業が執行がないというような状況なんで
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すけれども、市内にグループホームを運

営されて、摂津市の方が利用している法

人が２か所ありまして、その１か所のほ

うが府営住宅のグループホームのほうの

申込みをしているということで予算を組

んでいたんですけれども、結果的に府営

住宅のほうが貸していただけないという

ような結果になりまして、執行に至って

いないというような状況でございます。

　そういうような状況で、今年度も先ほ

ど委員のご指摘があったように、障害福

祉計画、やっぱりグループホームの整備

のほうを進めておりますので、法人のほ

うにグループホームの府営住宅の利用を

前年度は落ちましたけれども、今年度も

申し込んでいただくようにという促しを

させていただいておりますし、それ以外

の法人に関してもグループホームの運営

のほうをできるだけ働きかけているとい

うような現状でございます。

　それと、最後に障害者の総合支援セン

ター事業のほうなんですけれども、この

１１月１日に開所予定ということで、旧

男女共同参画センターの１階のほうに開

所を予定をしております。

　幾つかの機能がございまして、障害者

の方の総合的な相談ができるということ

が大きな一つの事業の柱になっておりま

す。

　それを中心的に担っていただくのが、

現在ふれあいの里にある相談支援事業と、

就業・生活支援センターという、就業を

支援していただく事業なんですけれども、

そちらのほうの二つの事業が１１月１日

から旧男女共同参画センターの１階に移

転して、そちらで市の中心で相談に乗っ

ていただけるという状況がございます。

　それと、子どもの見守り、特に障害児

の方の見守りのほうも非常にやっぱりニー

ズが高いということで、日中一時の支援

事業ということで一応定員３名を予定し

て、利用の状況とかの登録等ありますの

で、１１月１日すぐというのはなかなか

難しいですけれども、１１月中に開所、

利用できるよう進めております。

　３番目としましては、障害者の店とい

うことで、一時期休止させていただいて

おりました陽だまりを改めてリニューア

ルさせていただいて、授産製品の販売等

を中心に障害者の市内の施設や障害者の

団体等の啓発も含めた、そういう形でさ

せていただこうかなと思っております。

　特に、授産製品は、食べ物等扱うとい

ろいろとトラブル等にもなりますので、

食べ物のほうは扱わずに製品を中心に考

えていきたいなという形を考えておりま

す。

　それとずっと移行支援の補助のお話も

させていただいておりますが、その一環

として、バクの家の従であります風と夢

を総合相談支援センターの一部に移転し

まして、バクの家と一体的に生活介護の

事業を運営できるような形をとっている

状況でございます。

○森内一蔵委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　こども育成課

に係る家庭児童相談室の相談件数の増の

要因と臨時職員の賃金がなくなった理由

についてご答弁申し上げます。

　家庭児童相談室につきましては、発達

の問題でありますとか、障害であります

とか、お子様の性格の問題でありますと

か、幅広い相談業務を行っております。

その中で２０年度と２１年度を比べて、

１，０００件くらい件数がふえていると

おっしゃっておりましたが、事務報告書

を見ていただきますと、くまさん親子教

室の月別の在籍数が昨年度より８０名ほ

どふえておりますので、この部分がふえ

ていることになります。
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　くまさん親子教室は、月曜日から金曜

日までの午前中、月３回から４回実施し

ております。また、その日のお母さんの

ほうから、きょうは特別に相談したいこ

とがあるんだということがありましたら、

お母さんの相談を個別に受けたりします

ので、出席者が多かったり、曜日の回り

で開催日数が多くなりますと、件数がふ

えるということがあります。

　そのほか、全体的にはやはり相談件数

がふえておりまして、ご心配されている

虐待の相談件数もふえております。

　虐待の件数で申し上げますと、２０年

度が新規で５３件ありましたが、２１年

度は６５件になっております。また継続

件数もふえて、全体では１１４件から１

３１件というふうに２１年度では虐待件

数はふえております。

　昨年度は６５件の新規の虐待件数があっ

たんですけども、本年度はもう既にこの

時期で６５件にきてますので、ちょっと

大変な状況だなということで心配してお

ります。

　ただ、通告内容でみるといろんな広報、

大阪府のほうでもＣＭ等も流されており

まして、泣き声通報等が多くなっており

ますので、家庭児童相談室だけではなく、

健康推進課の保健師とも協力しながら、

家庭訪問等をさせていただいて、ただ、

ちょっとぐずるようになったとか、下の

子ができてちょっとお兄ちゃん、お姉ちゃ

んがちょっと後追いするようになってし

まったとかいうようなことで、いろいろ

な問題を抱えている、虐待に至らないけ

ども、ちょっと泣き声を出させてしまっ

たと。このように周りの方の啓発も進ん

でおりまして、泣き声があれば通報をし

ていただける、連絡をしていただけると

いうことで、それを機会に保健師の定期

的な訪問なり、親子教室なり、相談業務

等につなげていけますので、それはあり

がたいことだなと感じております。

　それと、臨時職員の賃金がなくなった

理由は、育休をとっていた職員が復帰し

ましたので、臨時職員の賃金はゼロになっ

ております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　資源ごみ売却収入

について、追加で説明をさせていただき

ます。

　２分の１委託というのは、財団法人日

本容器包装リサイクル協会への委託なん

ですが、２０年度、１９年度につきまし

ては、残り半分なんです。２分の１なん

ですが、その出てきたペットボトルの分

につきましては、民間に委託しておりま

して、その予算額が大きく減額しており

まして、２１年度につきましては、その

ペットボトルの売却収入というのが、全

く民間には委託しませんで、財団法人日

本容器包装リサイクル協会のほうに全部

そちらのほうに委託しているという状況

で、予算の減額になっております。

　その日本容器包装リサイクル協会のほ

うに搬出しなければならなくなった理由

というのが、２０年９月、リーマンショッ

クによりまして、ペットボトルの業界等

が経営破綻が続出しまして、市のほうが

独自売却の場合、取引先が操業不能になっ

た場合、引取先が見当たらない可能性が

高く、市として危機管理の一貫として全

量を指定法人のほうに引き取っていただ

くということになりました。

　その分で減額になっております。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

係るご質問について、ご説明させていた

だきます。

　まず、乳幼児等医療費助成についてで

ございますけれども、通院の年齢を１歳
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拡大した場合に、どれくらい費用がかか

るのかというご質問でございますが、平

成２１年度の決算額からそのまま計算を

いたしますと、１，６００万円程度にな

ろうかと思います。

　ただ、これが確実な数値かと言われま

すと、いろいろと検討しなければいけな

い材料はあろうかと思います。

　二つ目に、ひとり親医療費の助成でご

ざいますが、これにつきましては、対象

者数の増とそれからまた一人当たりの医

療費の増によりまして、対象者数が延べ

人数で９０人増、医療費は一人当たり２

４９円の増ということで、両方の要因で

６００万円ほどふえております。

　ひとり親医療費の対象者につきまして

は、平成１７年度から比べましても、延

べ人数で２，５８１人増となっておりま

して、世帯数でも増となっております。

児童扶養手当を受給しておられる母子家

庭の方が増となっているのと、また、父

子家庭でこの医療費助成を受給されてい

る方も増ということになっております。

　これにつきましては、年々増加という

傾向がございますので、離婚の増加等に

伴いまして、対象者が増加していってい

るものというふうに考えております。

　３番目に、母子家庭等日常生活支援事

業についてでございますが、これはご指

摘のとおり、平成２１年度に未執行となっ

ております。１９年度からこの事業を開

始いたしまして、この間にそんなにたく

さんの方にご利用していただいたわけで

はございませんけれども、毎年、何人か

の方にはご利用いただいておりましたけ

れど、平成２１年度はどなたもいらっしゃ

らなかったということでございます。

　この事業につきましては、ひとり親家

庭の方が一時的に生活援助が必要な場合、

あるいは生活環境の激変で日常生活を営

むのに支障が生じている場合に、ヘルパー

を派遣して家事などの日常生活のお手伝

いをするというものでございますが、ひ

とり親家庭の親御さんがご病気のときと

か、買い物をしたり、食事をつくったり、

そういうことや洗濯などもするような制

度になっております。

　ただ、ご要望があるのは、病気のとき

に子どもさんを見てほしいとか、仕事で

遅いときに子どもさんを見てほしい。そ

ういうご要望のほうが実際にはよくお聞

きをするご要望でございます。

　この日常生活支援事業自体の中に、本

来ですと、家事をするものと、それから

保育をするものと、二つあるわけなんで

すけれども、保育をするには、その保育

者に対して非常に厳しい研修が義務づけ

られておりまして、なかなかその部分を

市単独でクリアすることが難しいところ

から、家事援助だけの事業ということに

なっております。

　先ほど、弘委員がご指摘のとおり、保

育のほうにつきましては、府の事業をご

紹介をして、こちらのほうから府の委託

先のほうに連絡をとったりもしながら、

できるだけいろいろな形で支援ができる

ようにということはしてきているところ

ではございますが、なかなかこの家事だ

けの事業についての利用は難しいところ

があるのが現状でございます。

　その保育の部分をカバーするために、

平成２１年度よりひとり親家庭に対しま

して、ファミリーサポートセンター事業

をご利用いただいたときに、利用料の半

額を補助するということを開始いたしま

して、そちらのほうもまだ件数は少ない

んですけれども、ご利用をお勧めしたり、

ご利用いただいているというところでご

ざいます。

　この日常生活支援事業につきましては、
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毎年、児童扶養手当の現況届のときに、

また、児童扶養手当の申請のときにガイ

ドブックにも掲載しておりますし、また、

このチラシ等を配付させていただいて、

いろいろな形で利用いただくようにとい

うことで、ご案内をしているところでは

ございます。

　時々、父子家庭の方でご相談はあるん

ですけれども、なかなかご利用にまで結

びつかないというのが現状でございます。

どういうときにどういった利用の仕方が

できるということをもう少し具体的にご

案内させていただくことも必要かなとい

うふうには考えておりますが、また、い

ろいろな形でご活用いただけるように検

討していきたいというふうには思ってお

ります。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、決算書

５１ページ、地方消費者行政活性化交付

金の内容について、追加してご答弁申し

上げます。

　消費者庁の設置に伴い、地域の消費者

センターの充実に使用する１０分の１０

の交付金で、支出内容の主なものとしま

しては、相談者のプライバシーの確保か

ら、窓口のついたてやパンフレット立て、

また相談記録用の相談員に配付します３

台のノートパソコンを購入した経費の歳

入でございます。

○森内一蔵委員長　一応、これで全部答

弁が終わったと思います。

　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、２回目の

質問をさせてもらいます。

　自治振興課の部分で都市交流事業です

が、やはりおっしゃるようにいろんな市

民の皆さんにいろんな地域に出ていって

もらって、楽しみになり、憩いなり、そ

ういうようなものも必要だし、受け入れ

先の町村、どういうふうに今、状況になっ

ているのかなと、こういう部分も気になっ

て、今回、質問もさせてもらったんです

けれども、市町村合併等でだいぶ状況も

変わっているというふうなことです。

　いろんなその改善点もあるのかなとい

うようなことは思いますけれども、引き

続き継続でぜひとも工夫もしながら、やっ

ていっていただきたいなというふうに思

います。

　犯罪被害者の支援の問題では、本当に

大変な犯罪に遭わないことが何よりなん

ですけれども、こうした市内でこんな事

件がないにこしたことはないんですけれ

ども、実際にはやっぱりふえているとい

うか、今みたいな状況の中で、とんでも

ないような、思いもつかないようなそう

いうこともあるのかなというふうに思い

ます。

　今、どのように啓発なり、周知なりが

できるのかなというふうなことを私もい

ろいろと考えたんですけれども、初年度

の２０年のときには、市長もあちこちで

やはりこういう事業を始めますというよ

うなことでおっしゃいますし、テレビ・

新聞等々で報道もされるので、周知が割

とあったのかなと。２１年度はなかなか

周知されなかったのかなと、そういうこ

とも感じたりしたんですけれども、警察

や関係機関等の連携もあって、そういう

ことではないというふうに思っていたら

いいんですかね。相談室のなかなかそれ

がそういう相談所というふうにわかるよ

うにしたらというようなことも、なかな

かそういうわけにはいかないというよう

なことももちろん思いますし、啓発の面、

また、実際に事件・事故に遭われたよう

な方たちに対するそういう支援というこ

とで、また、より一層、担当の職員、皆

様に頑張っていただきたいというふうに
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思います。

　市民課に係る市民サービスコーナー、

体制としては十分回るような状況でいけ

たという報告。それから住基の問題、戸

籍の問題につきましては、やっぱり事務

的ないろいろ仕事の部分ですけれども、

やはりいろんな市民生活の現状、実態の

ところに引き寄せて、日々当たっていく

のも大事かなというふうに感じています。

１００歳以上とかいうようなことでは、

マスコミ等で取り上げられましたから、

大きく問題になってますけれども、こう

いった整理することも大事だと思います

し、今回、例えば、高齢の方、ひとり暮

らしで実際にそこに住まれてなければ、

いろんな市からの書類を送っても返送さ

れるし、職権の消除というような形で処

理されるのが、そうならないケースとい

うのは、本当に特殊なといいますか、家

族がいるのに死亡の届けが出ていないと

か、そういうことなんだなというふうに

思ってます。やはりそういうケース等々

については、別の担当の部署それぞれで、

また、きめ細かく対応を図っていただき

たいなというふうに思いました。

　それから、産業振興課に係る部分です

が、地方消費者行政の活性化交付金、こ

れは事務的なものというようなことで、

今回の使用というようなことで、わかり

ました。

　それから、商工業経営指導委託事業、

それから中小企業育成事業、それぞれ取

り組みの中身を教えていただいて、これ

も本当に今みたいな情勢だからこそ、必

要なそういう事業も取り組まれていると

いうふうなことです。この執行額が少な

い部分がやはりほかにもいろいろ就労支

援とか、今回の商品券、またいろんな事

業も、この近年、産業振興課に関わる本

当に仕事の量もふえているのかなと。中

小企業の融資にかかわってもそうですし、

相談も多いというふうなことを認識して

います。その中で少ない人員の中で取り

組まれている部分で、もしかしたら手が

回らないのかというようなことも感じた

次第でありますけれども、今の報告の中

ではそういうわけではないと。取り組ん

でいるというようなことだと思います。

ぜひまた、引き続き頑張ってください。

　あと、商品券についてなんですけれど

も、先ほどの答弁の中では、おおむね成

功裏にといいますか、好評も得ていると

いうふうなことも出されていますけれど

も、中には今回の事業、本当にそうだっ

たのかなとか、疑問の出るような意見が

報告書の中にも数点、見受けられたとい

うふうに思います。

　今回、改善点みたいなところで、新た

に考えておられるようなことが聞けたら

と思ったんですけれども、２回目の答弁

の中でそのことをお聞かせいただけない

でしょうか。

　あと、地域就労支援事業の部分につい

てもそうですね。先ほどのご答弁、就労

の成果のところでは、それぞれ実績も上

げてきているというふうなことです。本

当に以前、委員会等でもお聞かせいただ

いたときに、なかなか市町村で就労、労

働の問題で取り組みが難しいというよう

なことも言われてますけれども、本当に

やれる仕事の中で、一人でも二人でも就

職に結びつけていく、そういうようなこ

とが大事だというようにも認識していま

す。生活支援課に関わっての先ほどの就

労支援の部分でも、対象者が本当にみん

な就労につながる、あるいは生活の基盤

をきちんとつくっていけるというような

ことがやれたら、本当にいいんですけれ

ども、そうなるようにそのことを目指し

て引き続き頑張っていただきたいという
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ふうに思っております。

　それから、事業所動向調査業務委託事

業です。これも国の緊急雇用ということ

で、この事業自体で少しでも雇用につな

げようというようなことで取り組まれた

わけでありますけれども、このあとにつ

ながる部分ですね。政策化、この調査の

中身を生かしていくというようなことが

本当に大事だというふうに思うわけです

けれども、今の時点ではどういうふうに

というようなこと、それぞれの各課に流

してということでしょうけれども、また、

この場でなかなかこの先までのところで

はお答え難しいかもしれませんけれども、

引き続き、この中身、実績生かしていた

だきたいというふうに思っております。

　続いて、騒音・振動調査に係る件です

が、苦情の件数、減っているというふう

にお答えありました。ただ、騒音や振動

やそういったことでは、依然それが、そ

の２件が全体の苦情の半数になっている

ようなことですけれども、私、最近、市

民の方から振動のことでどうにかならな

いかというようなことで相談を受けたり

しましたけども、道路に凹凸があって、

そこをダンプ、大きな車が走ると、家が

揺れるというようなことを聞きました。

　ただ、その方は道路課のほうに行って、

言ったけれども、すぐには改善できませ

んよというふうなそういう内容で終わっ

てしまっているような、そういうことら

しいです。そういう苦情の原因がわかっ

ているところについては、そちらのほう

に行って、環境対策課のほうまでその声

は入っているのかな、どうかなというふ

うなそういうのもあります。例えば、悪

臭の問題にしても、水路のにおいが頻繁

に臭うというようなことなんかであれば、

そちらの部署のほうに直接話行くでしょ

うし、そういういろんな問題もあるかと

思いますので、環境の問題、公害の問題、

何でもその環境対策課というふうなこと

にもなるのかなというふうに思いますけ

れども、担当課とのさまざまな連携とい

うふうなことも一層大事かなと、昨今、

思っているところなので、ぜひともまた、

この点については要望として、また、取

り組んでいただきたいなというふうに思っ

ております。

　続いて、環境業務課の件です。資源ご

み売却収入がぐっと減っているというよ

うなことで、理由も今、聞かせていただ

きました。ペットボトルなんかについて

は、そういう処理するそういう会社のほ

うも破綻しているような状況というよう

なことでは、大変だというふうにも思う

わけでありますけれども、この売却収入

が減るから、分別云々、意識が後退する

というようなことはもちろんないという

ふうには思っておりますが、今の経済動

向の中でのあらわれかもしれません。廃

品回収等々の関係では、一定、報償金と

かいうふうなことであるわけであります

けれども、空き缶の回収、また民間で集

めておられる方なんかの状況を考えると、

本当に今のこの数字を聞いて、びっくり

するような状況であります。

　引き続き、リサイクルについては、力

も入れて取り組みも進めていっていただ

きたいなと。この点についても答弁は結

構です。

　環境センターに関わってでありますが、

これについては、最初、このごみ処理施

設の光熱水費ですね。環境センターの光

熱水費で大きく減っている。この理由が

何かなというふうに思っていたわけです

けれども、聞かせていただきましたら、

ごみの減量の中で炉の運転を２炉から１

炉に、これがやっぱり大きな成果になっ

ている。行革の面でも、やはりこういう
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省エネの中で支出を減らしていく。この

こと本当に大事な取り組みだなというふ

うに実感したところです。エコアクショ

ン２１の認証というようなことで、積極

的に関係部署の中でも取り組んでおられ

るというようなことでありますし、確か、

電気の器具、発光ダイオードに変えてい

くとか、また太陽光パネルの取りつけだ

とか、そういうのがこれは２２年度の事

業にまだ２１年度の部分にあらわれてこ

ない数字なのかなというふうに思って、

そうしたことも考えているところであり

ますけれども、来年度、一層またこうし

た省エネ等というようなところでは、取

り組みが進んでいくのかなというような

ことも期待しております。

　一般廃棄物の焼却手数料でごみの持ち

込みが減っている。この点、収入が減っ

てどうかというようなこともありますが、

ごみ減量と単純に喜べる状況でもないの

かなというようなことは、この点では感

じております。事業系のごみが減って、

それだけ市内の事業所が大変だというよ

うなことについては、産業振興課のほう

でもこういう状況もつかんでおいていた

だけたらというふうに感じました。今の

部分も答弁は結構です。

　保健福祉部に関わる点についてであり

ますが、市営葬儀使用料でふえています

けれども、率としてはそんなに大きな変

化になっているわけではないと、そうい

う答弁でした。

　この市営葬儀に関わっては、以前、委

員会の際にも、業者の中で市営葬儀の指

定を受けているけれども、一向にその市

営葬儀の祭壇を使ってやっていないとい

うようなこととか、問題もあげさせても

らった経過があったというふうに思いま

す。その同じ業者ですけども、今、市営

葬儀の指定は今のところ休止というか、

とまっているかというふうに思うんです

けれども、そうした業者の出しているビ

ラを最近目にしてびっくりしたんですけ

れども、祭壇の写真を並べて書いてあっ

て、白木祭壇、花祭壇、市営葬儀には花

祭壇はありませんというようなことがチ

ラシの中に記されて、これはどういうこ

となのかなというようなことも思った、

これもつい最近のことでありますけれど

も、もちろんそういう業者、どういう葬

儀を選ぶのかというのは、本人さんの意

思に委ねるというようなことですけれど

も、そうした誤解を招くようなビラが入っ

ているというのは、この点については担

当課としても、目を光らせておいておく

必要があるのかなというふうに思ってお

ります。

　実際そういうのもご存じか、また、何

かしら対応をとられているか、そういう

ようなこと、２回目の中で答弁お願いし

たいというふうに思います。

　また、がん検診についての乳がんの説

明も今、おっしゃられたように、バスで

の検診、まだ回数のゆとりがあるから、

勧奨を進めていくというようなことで進

めていただきたいと。ただ、乳腺外来、

特殊なこの診療科になるのかなというふ

うには思いますけれども、以前、私のほ

うから産婦人科も摂津市にはないと。ぜ

ひ何とか誘致できないかみたいなことも

述べさせていただいた経過があったかと

思いますけれども、こうした乳腺外来、

そういう科が市内の病院の中に持ってく

ること、そういう働きかけができないの

かなというふうなことを感じたんですけ

れども、こうした働きかけ、もしできる

ようなら進めていただきたいと思うわけ

ですけれども、見解をお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、妊産婦健診ですね。駆け込

－50－



み出産みたいなこういう状況は、やはり

以前、本当に問題にもなって、直前になっ

て出産する場所がないというようなこと

とかもニュース等で報じられてた時期だっ

たというように思います。そうならない

ようにということで、この妊婦健診も進

められていってますので、この点、市内

に産婦人科が今度できるというようなう

れしい情報も聞いているところなので、

また、強めていっていただきたいという

ふうに思っております。

　続いて、地域福祉課の街かどデイハウ

スの事業です。いろんな福祉の高齢者に

かかわる事業を行っていく上で、きめ細

かな対象者に本当に合ったサービス支援

をというようなこと、大事だというふう

に思っているんですけれども、この街か

どデイハウスにしても、そういう中から

出発してやられている中身が、一部、財

政的な問題があって、制約も受けている

のかなというふうな、また２３年度から

の見通しが見えないというふうなそうい

うことでしたら、本当に厳しい実態かと

いうふうなことを、今、答弁の中でお聞

きしました。大阪府やまた国や、いろい

ろと補助金を削って交付金にするとか、

そういうふうな動きがありますけれども、

本当にそういうのをはね返せるような、

市としても働きかけといいますか、声を

上げていっていただきたいと。実態に合

わないそういった府の制度切り下げみた

いなことには、私たちも声を上げていき

たいというふうに思いますし、ぜひ、今

の現状の維持、改善、この事業の中でも

果たしていけるようにしたいというふう

に思います。

　それから、コミュニティソーシャルワー

ク、指定介護予防支援、どちらも非常勤

の人件費に関わることで質問させていた

だきましたが、現状で、この賃金が余っ

ているからということで、人員不足して

いる体制に支障があるということではな

いように、そういう答弁を受けましたけ

れども、大変、重要な仕事、常勤が２名

おって、その補助として非常勤２名のコ

ミュニティソーシャルワーカーの体制だ

というふうなことでありますけれども、

本当にその短期で退職なり、また人が入

れかわっていくようなことでいいのかな

というふうな、そういう疑問も感じてい

ます。

　継続して仕事を続けていこうと思えば、

非常勤の待遇だったら、やっぱり十分で

はないというふうに思いますし、資格を

とって、専門的なそういう知識も身につ

けている、そういうソーシャルワーカー

ですね。ケアマネにしても、看護師にし

てもそうだと思いますけれども、そうし

た待遇面で改善ができないのかなという

ふうなことも思うわけですけれども、こ

の点についてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、災害見舞金については、理

解いたしました。私のほうで見落としも

あったのかなというふうに思っておりま

す。

　あとひとり暮らし高齢者、愛の一声訪

問の点につきましても、本当にこうした

きめ細かなサービスですから、他市にも

誇れるそういういろいろと事業も、一層

積極的に取り組んでいただきたいなとい

うふうに思っております。

　生活支援課に関わってです。ホームレ

ス自立支援事業については、体制として

は各市が持ち回りでこれまでのように実

行していくようなことでいいわけですね。

支出について、市町村の負担金について

がなくなったということで、事業として

は継続してやられているというようなこ

とをお聞きしました。安心しました。
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　また、行旅死亡人については、毎年の

ようにこうした行き倒れて、市内で亡く

なられる方がいらっしゃるというふうな

ことなわけでありますけれども、摂津市

もホームレスと呼ばれる方たち含めて、

多くいらっしゃる、今みたいな状況であ

りますから、この事業について、未執行

ということで心配だったんですけれども、

取り組まれるというようなことですので、

ぜひここもしっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

　あと、生活保護事業に関わっての体制

問題です。やっぱり９名のワーカーで一

人当たり１０５世帯。過剰な負担になっ

ているというふうに思います。２名不足

の体制の中で切り盛りしておられるとい

うことで、自立支援や先ほど言いました

就労支援ですね。こうしたことが本当に

適正に効果が得られるような形でやれる

のかなというようなことも考えるわけで

ありますけれども、このそれぞれ専門に

自立支援ややられている就労支援とかの

方、非常勤でこれは今は配置されている

わけですよね。このあたり、本当にノウ

ハウのあるハローワークとかともしっか

り連携とれるそういう職員で構成してい

く必要もあるんじゃないかなというふう

に思っております。このあたり、やっぱ

り人員の確保、それから専門性、しっか

りと発揮してもらえるように、これは財

政当局にかけあってもらって、ぜひ確保

してもらえるようにする必要があると思

いますので、お願いしたいというふうに

これも要望で、答弁のほうは結構です。

　あと介護保険に関わってですけれども、

この社会福祉法人介護特例補助事業、こ

れは全くの法人単独の負担で、今、やっ

ていただいているというふうなことをお

聞きしました。

　２１年度は３名の方が対象で、２０年

も、１９年もそれぞれ対象はいらっしゃっ

てというふうなことだけれども、市の予

算組んでいるけど、執行率はゼロという

ふうな状況について、いささかこの疑問

を感じるわけでありますが、１回目の質

問のときにもあげました、例えば、医療

費の無料低額診療とか、そういうふうな

ことだったら、そこは社会福祉法人の中

で税の減額とか、そういうふうなことで

されているわけです。

　また、地域貢献事業にしても、そこに

は財源があって取り組まれているという

ようなことですが、これは全く法人の持

ち出しというようなことになるのでした

ら、なかなかたくさんの方に啓発もして、

受けてもらうというようなことになりに

くいのかなというふうなことも、若干感

じるところです。今、介護保険の制度の

中で、利用料が高くて利用できないとか

いうような悩みを抱いておられる方もお

る中で、国の制度としてはあるわけで、

これをやっぱり市の利用料の減額みたい

な、そういうふうなことにつなげていく

ような、そういうことができないのかど

うか。制度の面で難しいというようなこ

とになるかもしれません。また、財政面

でも厳しいということかもしれませんけ

れども、毎年毎年、予算組んでいるこう

いう事業があるわけですから、この介護

保険の利用料減免について、何かしらお

考えを聞いておきたいというふうに思い

ます。

　あと障害福祉に関わってであります。

成年後見の審判申立てですが、私も最近

に相談受けた方の中で、この成年後見の

関係の相談がありました。その方は随分

高齢な方で、他府県に住まれている方で

したけれども、そこに市役所から四親等

内の親族に通知があったわけですけれど

も、なかなか制度そのものを理解してい
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ないので、四親等以内だけれども、全く

生活も切り離されている。また扶養もで

きるような実態にない。介護もできない。

お互いに高齢同士なんだけれども、そう

いう通知が来て、裁判所云々という書面

に書かれていると、何とかしないといけ

ないのかなというようなことで、この制

度を使わずに、その方が後見になるとい

うようなこともあったそうです。これ大

阪と宮崎と随分離れたところの中で、や

りとりをして、実際、その制度の利用に

はならなかったというふうなこともあり

ました。やはり、この制度自身の内容が

随分難しいかなというふうに思いますの

で、対象の方が出てきた際に本当にやっ

ぱり親身にわかりやすく説明していく、

そんな努力が要ると思いますし、書面の

通知でぽんと送られると、やっぱりそれ

ではわからない、びっくりしてしまうと

いうふうなことも、ぜひ考えておいてい

ただきたいというふうに思っております。

　あと、社会福祉事業団の運営に関わっ

て、これは人件費の件で主に不用額が出

ているということですね。わかりました。

　ただ、今のたくさんの事業、本当に委

託として、市から出している事業なので

ありますから、ひびき、はばたき、それ

ぞれまた利用者もふえてとかいうような

そういう説明もありましたもので、そう

いう中で委託料が減るのかなというよう

なことで疑問に感じておりましたから、

ぜひ、この点も必要な予算については、

しっかりと執行していただくということ

で、お願いしたいと思っております。

　グループホームの関係ですが、これは

２か所申し込みしていたけれども、府営

住宅が当たらなかったというふうなこと

をお聞きしました。府営住宅もやはり全

部当たるわけではないですから、そうし

たときに、私なんか市営住宅のほうで代

用ができるような状況にはなかったのか

というふうなことが１点。また、今後の

ことを考えましたら、三島に新しい市営

住宅も建ちますし、そうしたところ、計

画的に本当に物件も見つけていくような、

そういう援助も担当課として一緒に取り

組んでいくようなことが必要ではないで

しょうか。その経過について、もう少し

お聞きしたいというふうに思います。

　あと、障害者総合支援センターですね。

その中の事業、今、説明いただきました。

中には、私の耳にはその中で、当初入る

予定だったけども、入れなくなったみた

いなそんな感じのことを聞いたりもして

いたので、心配もしましたけれども、今

の話でしたら、主に計画しているように

進めていけるということで、総合支援セ

ンターというふうなことを銘打って、そ

の中身の事業としては、なかなか限られ

た事業しかできないというようなことに

はなってますけれども、中身、関係者の

方と充実させていくことに、ぜひ力を注

いでいただきたいというふうに思います。

　こども育成課に関わってになりますが、

家庭児童相談室の事業です。相談件数が

ふえてて、くまさん親子教室のほうでは、

通ってこられる方が気軽に相談できると

いうこともあって、こうした事業も本当

に大事だなというふうに改めて感じると

ころです。

　そうした中で、児童虐待等々もふえて

いるというようなことをお聞きして、心

痛める問題でありますが、以前、大阪市

西区の幼い子どもが二人、ネグレクトで

亡くなってしまうようなそういう状況、

事件がありましたけれども、そうしたと

ころの支援体制がどうだったのかなとい

うようなこと、やっぱりこの問題とか考

えると、考えざるを得ないというような

ことだと思います。ひとり親家庭がひと
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りぼっちで子育てするというのは、本当

に精神的にも、肉体的にも大変な状況に

追い込まれていくというようなことあり

ますし、母子家庭等の日常生活支援とい

うようなことも、今回、その対象者、利

用する方が２１年度はいなかったけれど

も、何かのときにこういうのが使えるよ

というのは、やっぱり支えにもなってい

くんだろうなというふうに思っておりま

す。摂津の中で本当にそのいたたまれな

い悲惨な事故が起きないようにというよ

うなことで、見守りも一層強めていって

いただきたいというふうに思っておると

ころです。

　また、乳幼児等医療費助成事業に関わっ

てでありますが、数字で試算する中身で

は、やっぱり年度の実績等々でそれぞれ

変わってくる部分があるかというふうに

は思っています。ただ、子育て支援の中

で、全国的には、入院も通院も中学卒業

までと広げている自治体もふえてきてい

るのが現状ではないかというふうに思っ

てます。

　大阪府の制度としてはまだまだ不十分

で、全国的におくれているのかなという

ふうに思っている中で、摂津では随分力

入れて、今、中学校卒業まで入院につい

ては実施するというようなことになって

おります。

　ぜひ、やはり国や府やそれぞれ働きか

けも行っていく。国の制度としてもやっ

ぱり検討しないといけないというような

そういうふうな方向に動きつつあるのか

なというふうにも思っておりますので、

ぜひこの年齢拡大に向けては、前向きに

検討も行っていっていただきたいと。こ

れも要望にしておきたいというふうに思

います。

　以上、２回目です。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後３時２７分　休憩）

（午後３時５１分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私の

ほうから２点、ご答弁申し上げます。

　まず、第１点目、市営葬儀に絡みまし

て、非常に紛らわしい広告が出てるとい

うふうなことの見解と対応についてのご

質問でございます。

　問題の委員ご指摘の広告につきまして

は、２１年度まで市営葬儀指定店として

市と契約をしていて、市営葬儀を運営し

ていた業者でございます。広告の内容に

つきましては、委員ご指摘のように、白

木の祭壇と花祭壇を並べまして、市営葬

儀の費用と同額で広告の祭壇ができると

いったものが内容になっております。

　先ほど申しましたように、本年３月ま

で、２１年度までは市営葬儀指定店とし

て市と契約関係にありまして、それまで

も市営葬儀指定店として広告を出された

折に、いろいろと市の祭壇を使いながら、

それにプラスして幾らというふうな、非

常に誘導するような広告があった。その

ときは契約関係にありましたので、市と

してはそういう紛らわしい広告は控えて

ほしいというようなことで指導した経緯

がございます。現在、市と直接的に契約

関係がないという業者のいわゆる広告を

含めた経済活動を直接的に抑制したり、

あるいは指導したりするというのは、困

難であるというふうに我々認識をしてお

ります。さりとて、やっぱり市営葬儀業

者として復活をしたいというご意思もお

持ちですので、いろいろと私、その会社

の社長ともお話をする中で、市営葬儀の

取り扱いができないというようなことか

ら、当社のほうで花祭壇を含めて、市営

葬儀の料金と同じ費用で市民の方に提供
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したいということでございました。一応

そういった話の聞くというようなことは

させていただいております。私どもとい

たしましては、広告にあるような市営葬

儀で花祭壇ができないというのは、これ

事実でございます。我々、日常的にアン

ケート調査をさせていただきまして、市

民の方、中にはやっぱり花祭壇、花で飾

りたいというような市民の方もおられま

す。こういった市民の声に今の市営葬儀

が十分こたえられていないというのも、

やっぱり我々も認識せないかんなと思っ

ております。今、委員のご質問の内容と

ちょっとそれましたけれども、もし、広

告の内容で市営葬儀と同じ費用できちっ

と祭壇ができるということであれば、私

どもはこれは業者の企業努力があらわれ

たというふうな理解をさせていただいて

おります。

　市営葬儀業者にもし復活するというこ

とであれば、今後とも市民に誤解のない

ような形での運営をお願いをしていきた

いと考えております。

　それと２点目でございます。

　乳腺外来につきまして、市内での誘致

ということでございます。

　乳腺外来につきましては、先ほど来、

マンモグラフィーの撮影というのが必須

の条件ということでご答弁させていただ

いておりますが、このマンモグラフィー

の撮影の機材そのものが、現在、市内の

医療機関で所有しているところがないと

いうことに加えまして、質のよい写真を

撮れる技師、レントゲン技師、それにそ

れをしっかりと読み取れる力のあります

医師、これが２名以上、これ読影が二重

ということが必要でございます。そういっ

たことから、非常にそういうスタッフが

要るということから、乳腺外来を設ける、

そういったきちっとした医療機関を市内

でというのは、なかなか困難なのかなと

いう状況にあります。

　ただ、現在、大阪府がこういった技量

を持った医師、あるいはレントゲン技師

の育成を継続しているというふうなこと

を伺っております。

　このような状況から、すぐに市内への

設置は難しいということもございますが、

今後とも状況に応じて医師会等とも協議

してまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　介護保険のサー

ビスの利用者負担額の軽減についての市

の考え方というご質問についてお答えい

たします。

　ご質問にあります社会福祉法人による

利用者負担の軽減については、制度的に

は補足的なものというふうに位置づけて

おりまして、低所得者の負担については、

根本的なところでは介護保険法によって

高額介護サービス費でありますとか、特

定入所者介護サービス費というのが設け

られております。

　これは特別会計の決算の内容にもなる

かと思うんですが、２１年度の高額介護

サービス費の決算額が約６，０００万円、

特定入所者介護サービス費、これは施設

に入所された場合の居住費や食費の軽減

ということなんですが、食費部分につい

て年間１億３００万円ほど、居住費、滞

在費については２，６００万円ほどの軽

減が図られております。

　さらに、新たに医療との合算制度とい

うことでスタートしておりまして、これ

について２１年度、約２７０万円の給付

がございました。こういうことで非課税

の方など、低所得者の方については、根

本の介護保険の制度の中で、いろいろと

軽減の策が講じられております。しかし

ながら、負担が大きくなっておるという
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ことは、十分認識しておりまして、従来

から市長会等を通じまして、制度の抜本

的な改革等についても要望しておるとこ

ろなんですが、現在、厚生労働省におい

ても、２４年度からの第５期の介護保険

の事業計画に向けて、社会保障審議会の

介護保険部会ですか、そういう中でも負

担と給付のあり方について、審議されて

いるところでございます。そういう中で、

なかなか市単独で軽減をというのは、財

源の問題等もございまして、難しいとは

考えておりますが、それと同時に低所得

者の負担軽減というのは、これは制度の

根幹にかかわる問題というふうにも考え

ておりますので、引き続き、国に対して

抜本的な対策を要望してまいります。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、２点の

質問にご答弁申し上げます。

　緊急雇用事業所調査の結果の利用につ

いて、ご答弁申し上げます。

　調査結果の報告や周知を進めている最

中であり、分析までは至っておりません

が、調査項目の一つであるパートタイマー

等退職金共済制度の認知の調査の結果に

つきましては、５４．５％の方が知らな

いと回答があり、改めて周知に取り組ん

でいく必要を再認識し、対策を講じてま

いりたいと考えております。

　２点目、セッピィ商品券の第２弾にお

ける改善点につきましては、商品券の換

金率を前回は２段階の９５％と１００％

としております。今回、９７％を追加し、

３段階とし、一定の資金力のある２００

平米以上の事業所への負担を求めること

といたしました。

　一方、小規模事業所は１００％換金を

維持する改善策をとってまいりたいと考

えております。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　非常勤職員の方

の待遇面での問題についてご答弁申し上

げます。

　今年度、退職されますコミュニティソー

シャルワーカーの方の事情を見ましても、

必ずしもその待遇面での問題が退職につ

ながっているというふうには言えない状

況もあるかというふうに思います。

　コミュニティソーシャルワーカーにい

たしましても、地域包括支援センターに

いたしましても、平成１８年度から事業

が始まっておりまして、コミュニティソー

シャルワーカーの場合は摂津市の場合に

おいては１８年度から本格的に実施した

ことになっておりますけれども、やはり

それまで市といたしましても、あるいは

社会福祉協議会も含めてということにな

るかもわかりませんけれども、社会福祉

士等の専門職について、計画的に育成を

してきていなかったという実態がある中

で、１８年度からすぐに高齢者の相談支

援事業等を取り組んでいかなければなら

ないといった場合に、やはり当時といた

しましては、民間でいろいろな経験を持

たれた、そういう社会福祉士等の資格を

持っておられる方を非常勤という形で採

用していかざるを得なかったのではない

かなという状況があるかというふうに考

えております。

　また、その中では包括支援センターが

制度が初めてできたということ、それか

ら保健師、ケアマネ、社会福祉士等の３

種の職種によるチーム制、それからまた、

包括支援センターが高齢者全般のいろん

な相談支援に当たっていく。そしてなお

加えまして、摂津市の場合は、それを直

営でやっていくという、そういった新し

い取り組みに対しまして、非常に関心が

高くて、能力の高い方が結構集まってき

ていただいたのではないかなというふう
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に考えております。

　ただ、今後のことを考えますと、やは

り市といたしましても、社会福祉士等の

専門職種を計画的に採用、育成していく

ことは重要でございますけれども、一方

で、民間で培われてきた能力のある方に

加わっていただくということも非常に重

要なことだというふうに思っております。

　ただ、摂津市の場合、やはり直営とい

うことで、虐待防止とか、そういった困

難事例につきましても、そういった非常

勤の方がこれまで培ってこられましたス

キルとか、経験とかを生かしていただい

て、対応していただいている。責任を持っ

て対応していただいているところでござ

います。

　そういう意味では、これまで市が考え

ておりました非常勤職員という枠を超え

た形での取り組みをしていただいている

部分もあるかなというふうに思っており

ますので、そういった観点からいたしま

すと、今の待遇が適切なものかどうかと

いうことは、検討課題の一つではあるか

なというふうに考えております。

　そういった意味で、今後、やっぱり人

事課等とも、他の職種との整合性の問題

もございますので、このあたりも十分協

議をしながら、今のいらっしゃる方にで

きるだけ長く勤務についていただく。あ

るいはまた新たによい人材が得られます

ような形に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　あとケアホームとグ

ループホームの経緯について、吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に関してのケアホームとグループホー

ムの経緯についてご説明させていただき

ます。

　市営住宅のケアホームとグループホー

ムの転用についてですけれども、昨年度、

担当課のほうに確認いたしましたところ、

現在、摂津市の市営住宅は、約２１０戸

の住宅があるということなんですけれど

も、実際、応募のほうが大体２０倍ほど

もあるというような現状でして、一方、

大阪府は、摂津市内には、約１，２００

戸の住宅があるというような状況でござ

いまして、実際に正雀、鳥飼西、味生の

住宅でケアホームを運用しております。

　ちなみに、正雀の住宅は３戸、鳥飼西

の住宅は２戸、味生の住宅は３戸という

ような現状で運営しておる状況でござい

ますので、府営住宅の利用を戸数的にも

進めていくというのは、現実的な選択か

というふうに思っております。

　一方で、民営住宅、民間の住宅の利用

ということも検討はしているんですけれ

ども、実際、障害者の方が利用するに当

たって、家賃のほうがご本人の負担とい

うことになりますので、大体府営住宅で

したら、ご本人の家賃、１万円から２万

円の範囲でおさまっているんですけれど

も、民間の住宅を利用されてますと、最

低でも３万円から４万円ということで、

利用者の障害基礎年金だけではグループ

ホーム、ケアホームの利用は至らないと

いうことで、家族の方の支援なり、その

他の支援を受けないと、グループホーム

の利用はなかなかできないというような

現状もございまして、できるだけ利用者

の方の負担の少ない、そういう府営住宅

のほうの利用を進めているというような

現状ではございます。

　大阪府は実際、年２回募集しておりま

すので、この２２年８月には国のほうか

ら都道府県等あてに、グループホームの

転用にするようにということで、厚生労

働省のほうからも通知が来ておりますの

で、よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　弘委員。
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○弘豊委員　それでは、３度目はおおむ

ね要望にとどめておきたいというふうに

思うんですけれども、最初の市営葬儀の

関係については、確かにおっしゃるよう

に、今は市営葬儀の委託業者ではないか

ら、なかなか言いにくい部分もあるのか

もしれません。ただ、やっぱり私が先ほ

ど指摘した白木の祭壇、これが明らかに

花祭壇と見劣りするような形で並べてて、

これがあたかも市営葬儀の祭壇かという

ような、そういう印象をやっぱりビラを

見たら持ってしまうんじゃないかという

ふうにも思います。

　それをもって不適切かというようなこ

とで、だめだというふうに指導できるよ

うな状況ではないかもしれませんけれど

も、話し合いの機会も持たれているとい

うことでありますから、改善に向けて力

を尽くされるようにお願いしておきたい

というふうに思います。

　乳腺外来の件も、今の摂津市内に、す

ぐには厳しいというふうな状況ではある

かというふうにも思いますが、全くだめ

というふうなことでもないと。医師の育

成やそういうふうなものも将来的にはど

うかというふうなことも検討の課題では

あるのかなというふうに思っております。

引き続きの検討の課題で、ぜひよろしく

お願いいたします。

　介護保険課に関わっての利用者負担の

軽減でありますけども、これやっぱり制

度が始まったときからの課題でもあると

いうふうには認識しています。それで、

なかなか原則１割負担というようなとこ

ろで、利用の抑制みたいなものも現状で

は確かにあるというふうに思っています。

そういった面では、この指摘した社会福

祉法人介護特例補助事業というようなこ

とについては、今の枠ではなかなか限界

があるというふうなことでもあるわけで

すが、有効なできる限りの利用と言いま

すか、社会福祉法人が今は単独で負担を

しているということですけれども、この

部分を埋めていくようなそういうふうな

ことで、その制度をより利用を促してい

くようなことにはなるのかなというふう

なこと、思っていましたので、これは引

き続き検討していただくようなことで、

今後の計画の中で、また考えていただけ

たらなというふうに思っております。

　続いて、事業所動向調査についてです。

　今、お答えいただきましたパートタイ

マーの共済の制度の点については、数値

として状況が見える部分、これは対策を

とっていこうというようなことで、担当

課の決意というようなことでお聞きしま

した。

　まだまだ分析を深めていって、制度に

つなげていく政策に生かしていくという

ようなことになるんだろうなというふう

にも思いますので、その部分、引き続き

取り組んでいただけたらなというふうに

思います。

　商品券についてであります。これも一

部改善点というふうなことで紹介いただ

きましたのが、大きな事業所に対しては、

一定の負担の傾斜をつけていくというふ

うなことであります。

　前回、全額国の補助ということで、財

源もありましたが、今回、一般財源から

支出していくというようなこと。また、

商店街の活性化にまた力をつけていくこ

とにつなげていく、そういった目的もやっ

ぱり持って取り組んでいくというような

ことでありますから、一定、この第２弾

の商品券の事業を進めていく分について

も、目的、ねらい、これしっかりと明確

にまた、前面に出して進めていっていた

だけるように、このことも要望としてお

きます。
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　次に、地域福祉課に関わって、非常勤

の待遇面での改善が必要じゃないかとい

うようなことで問題提起をさせていただ

いたわけですけれども、やはり仕事の中

身の点で正規と非正規と違いも出てくる。

待遇を変えれば、その仕事の中身につい

てもやっぱり違いをつけていかないと、

なかなか実態として難しい面もあるかと

いうふうに思います。ノウハウも持った

そういう民間でも知識を、また経験も積

み重ねてきたそうした専門職の方に来て

いただいている中で、より力を引き出し

ていく上で、今の待遇で本当にいいのか

という面については、先ほど答弁の中で

も、ご意見、見解もいただきましたが、

改善をしていく方向でぜひよろしくお願

いしたいというふうに思っております。

　あと、障害福祉の関係でグループホー

ム、ケアホームです。市営住宅、府営住

宅。府営住宅を中心にというふうなこと

で、今、ご答弁あって、市営住宅につい

ては、当面今のところは検討はしていな

いというようなことになろうかと思うん

ですけれども、今、鳥飼と味生ですね。

それから正雀とそれぞれ府営住宅で確保

してて、それぞれ２戸なり３戸なりとい

うようなことで得ているわけであります

けれども、同じ府営住宅の中にそのグルー

プホーム、規模が大きいところでしたら、

自治会なり、いろいろと地域の中でも支

えていく、受け入れていく、そういった

キャパがあるのかなというふうに思うん

ですけれども、例えば小さい味生のとこ

ろとかでしたら、その限られた中に高齢

化も進んでいるし、周りの地域の支え合

いの中で、本当に大丈夫かなというふう

なそういう心配も若干、持つところもあ

ります。

　市営住宅もやっぱり戸数としては、府

と比べると少ないというのはもちろんそ

うかなというふうには思っているんです

けれども、今度できる三島の団地ですね。

ここなんかは検討に入れていただいても

いいかなというふうに思っております。

　何より、今、本当に利用したいという

ようなことで、申し込みを出しているに

もかかわらず、この抽選、府営住宅に当

たらなかったから、そこの２１年度実現

してないというような状況については、

改善していくそういう方向で検討をお願

いしたいというふうに、この点について

は強く思っております。

　全体、質問させていただいた項目につ

いては、以上になってくるわけですけれ

ども、最後に１点だけ、行革の部分に関

わっての課題です。機構改革で来年度の

スケジュールに上がっている就学前教育

と子育て窓口の一元化というふうなこと

が、この第４次行革の中には示されてい

ます。先ほど、こども育成課の項目で質

問を幾つかさせていただきましたけれど

も、相談の件数、また今の子育ての実態、

現状、虐待問題等々も社会問題、深刻化

している中で、答弁の中でも子育て支援

の部分と地域福祉なりの部分と連携も取

りながら、訪問も出かけていっていると

いうふうな答えもあったわけですけれど

も、今、どういう形で窓口の一元化の検

討がなされているのかなというふうな、

もし現状であるようでしたら、お聞きし

たいというふうに思います。

　それと、国の省庁としては、まだ一元

化というふうなことにはなってないわけ

で、先行して市のほうで今の時期にこの

スケジュールでやっていかないといけな

いのかなというようなこと、私、疑問に

感じているわけでありますけれども、方

向性としては、子ども庁なり、子育て支

援、そういうところをつくるような動き

がないわけではないと思うんですけれど
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も、今の時点でのことで、統合するのが

拙速ではないかというふうな意見も持っ

ておりますが、見解をお聞きしたいとい

うふうに思います。

○森内一蔵委員長　今の質問なんですけ

ど、最後のところは、これからの予算に

も関わるところで、決算とはそぐわない

と思うんですけども、２１年度の決算を

審査しておりますので、答弁はよろしい

ですか。

○弘豊委員　結構です。

○森内一蔵委員長　弘委員の質疑が終わ

りました。続いて、本保委員。

○本保加津枝委員　決算概要の右側のペー

ジを中心に数点お聞かせいただきたいと

思います。

　まず初めに、５３ページの水道料金減

免事業２，０５３万５，５０６円につい

てですけれども、これは水道料金の福祉

減免に対する繰出金ということでござい

ますけれども、中身についてもう少し詳

しくお聞かせいただきたいと思います。

　現状では、その高齢化などによって、

今回、プラスになっているということで

すけれども、当分の間、この高齢化だけ

が主な事業内容でしたら、増額が懸念さ

れると思いますけれども、今後、これら

のことに対してどのように対応していこ

うとお考えになっておられるのか、お聞

かせをいただきたいと思います。

　続きまして、６１ページの防犯灯事業

についてです。まず、光熱水費の１１７

万９，５０５円のこの残額の理由をお聞

かせいただきたいと思います。光熱水費

が残っているということですので、防犯

灯事業の分でしたら、その内容をお聞か

せいただきたいと思います。あとは、防

犯灯設置工事についてですけれども、１

６７万４，３８２円が計上されておりま

す。もう１点、防犯灯維持管理費補助金

５０４万５，４００円ですけれども、こ

の２点について、自治会のほうに防犯灯

の維持管理費用として給付をされている

と思いますけれども、これが２０ワット

で８００円、３２ワットで１，０００円

という補助金になっていたと思いますが、

実際、その２０ワットの蛍光灯を交換す

るときには、大体１，５００円から１，

６００円と事業者によっても若干違うか

と思いますが、その程度の金額、また３

２ワットでは大体３，０００円程度かか

るということです。

　この必要に応じた給付ということの観

点でお聞かせいただきたいんですけれど

も、現場ではその２年間、大体２０ワッ

トで８００円掛ける２ですから、２年間

でその替えた電灯が切れなかったら、ちょ

うどいいという。３年もったらちょっと

うれしいなと言われる状況だということ

を、実際にお聞きをしておりまして、２

年間、毎年毎年、８００円ということで、

２年経過年がないと、交換の費用が賄え

ないというその現実についての改善をや

はりしたほうがよいのではないかという

ふうに考えておりますので、この点につ

いては原課のお考えをお聞かせをいただ

きたいと思います。

　もう１点は、この防犯灯のカバーあり

ますよね。外灯のカバー。これプラスチッ

クが主だと思うんですけど、経年化で疲

労してきて、やっぱり破損をしてくると

か、また何らかの原因で壊れるというよ

うなことがあると思います。これについ

ては設置とその蛍光灯交換は見ますけれ

ども、そのカバーを交換するお金は自治

会で負担をしてくださいということで、

全額負担が現状だと思うんですけれども、

これは考え方としては、行政のほうで、

防犯灯ですから、設置、また維持管理も

自治会にお願いをしているわけですから、
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行政で負担をする責務があるんじゃない

かというふうに考えますけども、この点

についてはどのようにお考えなのか、お

聞かせをください。

　次、６３ページですけれども、市民相

談事業として２６２万円計上されており

ます。弁護士による法律相談云々という

ことですけれども、現状についてお聞か

せをいただきたいと思います。月曜日と

木曜日の週２回、相談時間等、朝から自

治振興課に行って順番を予約をして、午

後からその順番待ちで相談していただく

というふうなことで変わりはないのかど

うかと。

　また、この現状について、今後の改善

策は何か考えておられないかどうか。と

いいますのは、相談を受ける方が、当日、

朝、このままでしたら市役所に来て、順

番の券をもらって、また一たん帰るか何

かをして、時間をつぶしてお昼から順番

で並ばないといけないというような状況

ですので、大変不便ですし、そういった

状況に対して、改善策をお考えなのかど

うかについてお聞かせをいただきたいと

思います。

　次に、８５ページですけども、障害者

相談事業ということで、４万２，０００

円という金額ですけれども、これの中身

は障害者のための相談員設置、報償金と

いうことですけれども、お聞かせをいた

だきたいと思います。

　あと、９５ページの生活保護事業です

けれども、これが２２億７４万７，１９

７円ということで、中身、相談件数等々

については事務報告のほうに載っており

ますけれども、この生活支援課の現状で

す。ケースワーカー、職員の皆さんの勤

務時間、これの現状と受給者宅の訪問回

数なんかはどんなふうにしておられるの

かということと、あと、残業時間も非常

に多いんじゃないかなというふうに感じ

ておりますけれども、これは職員一人一

人の方に対して、先ほどもご質問ありま

したように、現状では２名不足の状態で

かなりの作業をされているということで、

職員の大きな負担がやっぱり一人一人に

かかっているんじゃないかというふうに

感じているところですけれども、これら

の現状についてお聞かせいただきたいこ

とと、もう１点は、担当者の方の女性の

職員が今２名いらっしゃるということで、

女性職員のケースワーカーの担当先は、

女性の保護の受給者宅に行くようになっ

ているのかどうか、これについてお聞か

せをいただきたいと思います。

　１０７ページ、ごみ減量対策事業です

けれども、これはごみの減量と再資源化

のための啓発事業ということで、地域単

位で説明会を開いたり、訪問の実施なん

かで何とか啓発を進めていただけるとい

うことなんですけれども、一生懸命努力

をしていただいているにもかかわらず、

ルール違反のごみの解消と資源分別の徹

底に取り組んでいただいているんですけ

れども、公園とか、あるいは川の中です

とか、道路の植え込みの中等々には、本

当に驚くほどたくさんのごみが不法に投

棄をされております。また、大きなもの

をマンション等のごみ捨て場に出してい

るというような、マンションの当事者で

ないような人が出していたりということ

があったりとかいうことで、分別ごみの

不法投棄に対する施策というのは、こう

いった現状の施策のほかに何かお考えを

いただいていることはないか、お尋ねを

したいと思います。

　あと、１０７ページのリサイクルプラ

ザ整備事業、２，６５３万９，２０８円

ということですけれども、このリサイク

ルプラザなんですが、これ本格的に随分
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になると思うんですけれども、この現状

のままで作業がずっと続いていると思う

んですが、リサイクルプラザとして本来

の姿として本格的に稼働する見込みとい

うんですかね。この進捗状況について現

状はどうなっているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　１１５ページです。先ほどもご質問あ

りましたけれども、セッピィ商品券です

けれども、地域活性化経済対策事業とし

て、地域活性化プレミアム商品券交付金

について、２２年８月付で実績報告をま

とめていただいているんですけれども、

この２２年度もこの第２回の発行、こと

しの１１月２８日から販売開始と予定を

していただいておりますけれども、アン

ケートをとっていただいたアンケートの

集計結果を踏まえて、第１回目の実施に

ついての総括と、そして非常に好評であっ

たということは理解をしているんですけ

れども、総括を産業振興課としてはどの

ように取りまとめられたのかということ

をお聞かせをいただきたいと思いますこ

とと、あわせて、以前にも要望しており

ましたけれども、安威川沿いの地域、正

雀本町２丁目、あるいは正雀４丁目など、

安威川公民館が一番近いというところで、

ＪＡ北大阪も遠い、また郵便局からも遠

いとこういった場所での販売場所から遠

い場所への対策というのは、今回、どの

ようにお考えいただいたのか、何か取り

組んでいただいたのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

　続きまして、１１７ページ、消費生活

相談ルーム事業ですけれども、消費者問

題の相談や暮しに役立つ情報を提供する

と共に、多重債務法律相談を実施してい

るということです。弁護士との連携の相

談体制を確立するというふうにございま

すけれども、これは件数とかは、この事

務報告書のほうにあげていただいている

んですけれども、ここで少し気になりま

したのは、第２、第４金曜日に弁護士相

談を５７件、多重債務で年間受けて、あ

と第１木曜に司法書士のほうの件数８件

受けているということですね。どちらも

多重債務ということだと思うんですけれ

ども、先ほどにも市民相談事業のほうで

ありましたように、弁護士相談のその件

につきましては、この点で市民相談事業

との一体化というのができないのか。な

ぜ別々の課で類似の相談事業を行ってい

るのか。この点について理由があればお

聞かせをいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害者相談事業に

関してのご説明をさせていただきます。

　障害者相談支援事業は、身体障害者相

談員の方が５名、知的障害者相談員の方

が２名で、大阪府から委嘱された方でご

ざいます。

　市としまして、お一人月額５００円で、

１２か月分ということで合計４万２，０

００円の報償金を支払いさせていただい

ている状況でございます。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯の件でご

ざいます。まず、光熱水費が余っている

ことでございますけれども、防犯灯の電

気代というのは、少額の電気で１灯幾ら

ということなんですけども、燃料費の高

騰によりまして、その年その年で電気代

が若干変わってまいります。２０年度は

１，８２２万円ほど要っております。ちょっ

と下がりまして、２１年度は１，７００

万円と言うことで、その際、その辺の高

めの予算を組んだことによりまして、若

干余っておるということかと思います。

　それから、防犯灯のいわゆる補助と言

いますか、自治体としてどこまでやるの
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かということかと思います。ご指摘のよ

うに、２０ワットについては８００円、

昨年度から２１ワット以上、いわゆる３

２ワット、３６ワットについては１灯当

たり１，０００円を補助をさせていただ

くということにしております。

　この点で業者に委託されている自治会

等につきましては、自治会負担があるよ

うに聞いております。また、蛍光灯自体、

みずから替えられているというような自

治会もあるようで、それぞれの事情によっ

てやっていただいております。

　ただ、防犯灯につきましては、新設に

つきましては市であり、電気代は市で出

し、ただし修繕及び長年の経年によりま

す灯具等の交換につきましては、自治会

というふうにしております。

　これにつきましても、以前から論議の

あるところであるのは承知しております。

　ただ、府下全体を見渡しましても、地

元負担のところも依然多うございます。

また、電気代等も含めて地元負担、灯部

についても地元負担、新設のみするとい

うようなところもございますし、また、

もっと進んでおられて、市町村での管理

というところに進まれているところもご

ざいます。

　この点については、今までの経緯等を

考えまして、また、財政的な面もござい

ますので、当面は今の形をということで

すけども、昨年度、３２ワットの補助金

についても長年要望してまいりまして、

ようやく財政的に認められ、若干ではご

ざいますけど、補助を上げることができ

たということでございます。

　担当課としましては防犯灯が多くつく

ほうが、もちろん予算的につけていただ

くほうがいいわけでございますけども、

その辺のバランスを考えながら、今後と

も自治会の方ともご相談をしながら、防

犯灯のより充実と、管理運営に努めてま

いりたいと思います。

　ただ、プラスチックのカバーの破損と

いうのもございましたけど、これについ

ても今の決まりの中では、自治会のほう

で修繕をいただくということになろうか

と思いますので、ご理解をお願いしたい

と思います。

　それから法律相談でございます。

　多重債務のほうは、後ほど産業振興課

長から答えるかと思いますが、月・木、

週２回で、１回あたり多いときであれば、

９件ぐらいあるときがございます。少な

くとも四、五件、ゼロというのは、ほぼ

ないと思います。

　こういったことで、相談件数も相当多

くなっておりますけども、その申込みに

ついて委員ご指摘のように、その日に一

たん来ていただいて、申込みをしていた

だいてから、順番を取っていただくとい

う方式を取っております。

　これは電話等での申込みができないか、

そういう簡便化ができないかということ

でございますけども、過去の経緯の中で

電話等でされて来られないとか、そういっ

たことも多々あったように聞いておりま

すし、今のところは、今の方法でお願い

をしております。

　ただ、やっぱり１件当たりの時間が長

うございますので、大体３０分を限度に

しておりますけども、８件来られました

ら４時間ということになりますので、待っ

ていただく手間は、まことに申しわけな

いんではございますけども、事前の申込

みは混乱を防ぐという意味もございます

し、そういう今までの反省点というか、

申込方法のいろいろと問題のあったとこ

ろも含めまして、今の形に落ちついたと

いうことで、ご理解いただけたら幸いで

ございます。
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○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、水道

料金の減免についてご答弁申し上げます。

　先ほど補足説明で申し上げましたよう

に、２０年度に比較しまして２１年度は

４．８％増になっておりますが、ご指摘

のありました、ひとり暮らし高齢者の場

合は、２０年度に比べまして３．５％増

となっておりまして、実際に伸び率が大

きいのは、ひとり親家庭の７．４％増。

それから、精神障害の方がいらっしゃる

世帯の６．７％増。それから、知的障害

の方がいらっしゃる世帯の６．１％増と

なっております。

　ひとり暮らし高齢者だけでとらまえま

すと、ひとり暮らしであるという理由だ

けで、生活状況等に関係なしに一律に減

免をするということの、そういう施策の

あり方はどうかと。本来はもっと必要な

方に回すべきではないかという、こういっ

たいろんなご意見、議論があることは事

実でございます。

　ただ、水道減免といった場合、障害の

ある方、ひとり親家庭等、それぞれ持っ

ておられるいろんな事情は、違うかとい

うふうに思いますので、水道減免を一く

くりにした形で議論していくことについ

ては、非常にやっぱり問題があるかなと

いうふうに思っております。

　それと、昨今の経済的な状況もござい

ますので、そのあたりも含めまして、慎

重に今後のあり方について検討してまい

りたいというふうに考えております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課に係り

ます本保委員のご質問に、お答えさせて

いただきます。

　まず１点目、ごみ減量対策事業、不法

投棄等の対策でございますが、不法投棄

につきましては、担当しておるところが、

川でありますと茨木土木事務所、道路で

ありますと茨木土木事務所及び市の道路

課が対応しております。

　不法投棄については担当課と情報交換

しておるところでございますけども、こ

の対応に対しては、なかなかそのごみの

中身が名前等がないという状況で、難し

いところもございまして、警察とも連携

をとって一応対応しておるところでござ

います。

　あとマンションにつきましては、マン

ションの管理会社がございますが、そち

らのほうと連携をとりまして、対応を行っ

ております。

　２点目、リサイクルプラザの進捗状況

ということですが、リサイクルプラザに

つきましては、平成１３年３月５日に、

現在のストックヤードが完成しておりま

す。こちらの将来的な進捗状況につきま

しては、全然、現在のところは進捗はし

ておらないんですが、現在予算等につき

ましても、財政状況によりまして、先が

見えない状況になっております。

　ただ、来年度につきまして、グリーン・

ニューディール基金を利用しまして、リ

サイクルプラザに太陽光パネル等を設置

する、また今現状は、給食残渣等の処理

をしておるところでございます。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護に対する

質問にお答えいたします。

　まず、ケースワーカーの訪問回数です

が、年度当初に訪問計画を立てまして、

Ａケースの場合は毎月で年間１２回、Ｂ

ケースの場合は２か月に１回で年間６回、

Ｃケースの場合は３か月に１回で年間４

回、Ｄケースの場合は年間３回、Ｅケー

スの場合、これは主に長期入院患者にな

りますが、年間１回訪問しています。

　そして２１年度の実績ですが、全体で
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４，１８０回訪問しています。１ケース

当たりでは４６４回になります。

　次に、残業代ですが、平成２１年度の

時間外勤務の手当は２８９万２，２７６

円になりまして、１ケースワーカー当た

り、年間を通しまして３２万１，３６４

円となっています。

　次に、女性ケースワーカーの対応でご

ざいますが、現在、被保護世帯数につき

ましては、かなりふえておりますので、

効率的なケース運営をするために、地区

割で分担しており、女性ケースワーカー

が、女性世帯を中心に回っているという

状況にはありません。

　面接相談等では、女性の相談者に対し

まして、積極的に女性ケースワーカーが

対応するように努めています。

　なお、家庭訪問において、女性が訪問

したほうがいいような状況等が見受けら

れる場合につきましては、現在、自立支

援相談員に女性の方を雇用しております

ので、その方に同行していただいて対応

しております。

　平成２１年度の自立支援相談員の方に

ついては、社会福祉士と精神保健福祉士

の資格を持っておられる方を配置してい

ます。業務を効率的にするためには、事

務補助のアルバイトの活用等で文書の発

送をしたり、面接相談につきまして、自

立支援相談員等も入っていただくような

形の中で対応し、できるだけケースワー

カーの負担を軽減するような形にしてい

ます。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、多重債務相

談についてですが、これは産業振興課の

ほうで月３回開催し、２１年度は６５件

の相談を受け、そのうち２９件は相談で

終わりましたが、残り３６件につきまし

ては、任意整理、個人再生手続、自己破

産、特定調停と、弁護士または司法書士

を通じて個別に対応し、対処している現

状でございます。

　特に破産等の部分につきましては、個

人情報等のハードルが非常に高く、相談

に来られた方が、多重債務の相談者であ

ることがわからないように配慮したりし

てる現状からしまして、これは単独で実

施させていただく必要があるものと考え、

継続しております。

　続きまして、セッピィ商品券の集計結

果、また改善点、効果はどうかという点

についてご答弁申し上げます。

　セッピィ商品券は、市内すべての商店

会や商工会等の応援をいただき、また、

多くの取扱店の参加をいただき、無事終

えることができたことについては、大変

感謝しております。

　総括としましては、商品券に表記しま

した５か所での商店街の抽選会には、延

べ５，７１６名分の来客、また、記念品

の応募には、４，０５３人というたくさ

んの方々の応募をいただきました。

　また、使用先の集計では、小規模店が

全体の２８％で、スーパーマーケットな

どの中規模店舗の２７％を上回る結果が

出まして、零細商店の底力を感じている

次第でございます。

　また、効果としましては、発行額面６，

０００万円分のおおむね１．５倍の約９，

０００万円近くが経済的効果で、その内

容としましては、お釣りが出ないことに

より、さらにそれ以上の額面の購入をさ

れると。また、１，０００円のプレミア

ムによるお得感から、日用品以外の大き

なものを購入されるという状況の中で、

おおむね１．５倍の効果があったのでは

ないかと理解しております。

　また、商業者団体が協力し、チームプ

レーをしたことによることが、大きな収
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穫と私どもは考えております。

　また、改善点につきましては、利用期

間を３月３１日までという形にしました

ので、若干ちょっと間延びをしたという

形のご意見もあり、それにつきましては、

使用期限を１か月短縮しまして、１１月

２８日から２月２８日で実施させていた

だきます。

　また、商品券の販売箇所につきまして

は委員のご意見のとおり、一度再検討さ

せていただきました。販売所を地図に落

としまして、半径約１．５キロの円を描

きまして、対象外となる地域を見出しま

して、鳥飼新町１丁目、２丁目、また、

鳥飼上４丁目、５丁目付近が、その範囲

外となってしまいますので、今回その対

策としまして、鳥飼東公民館にて３００

セットを発売する段取りを進めておりま

す。

　また、この第２弾につきましては、こ

れからの実施となりますので、今現在、

全力投球をしている最中でございます。

そして、次年度の件につきましては、ま

だ検討段階には入れておりません。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　先ほどケースワー

カーの一人当たりの年間の残業代につき

まして、３２万１，３６４円と申しまし

たが、ケースワーカーは現在９名ですが、

あと課長代理、庶務を担当する職員がお

りますので、その者も含めますと一人当

たりの額は、２８万９，２２８円となり

ます。訂正して、おわびいたします。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　水道料金減免事業に

つきましてはご答弁のとおり、高齢者の

増加のほうが全体の比率としては、半分

程度ということだと思いますけれども、

今後やっぱり現状の身体障害者の方、あ

るいは知的障害者の方、あるいはひとり

親、弱者と言われる方々への対応につい

ては、やはり福祉減免ですから、現状維

持をしていっていただきたいということ

を、要望とさせていただきますが、拡大

化につきましては、高齢者がやっぱり増

加していくというのは現実であると思い

ます。

　今後、一定期間の間は大いに、まだま

だお元気な高齢者の方々が、やはり増加

していくと思いますので、こういった拡

大化につきましては慎重に対応されて、

将来的な方向性についても一定明確化を

目指して、議論していただくように要望

といたします。

　防犯灯事業の件ですけれども、ご答弁

をいただきました。

　地元地域の方々に、一定の負担をかけ

ていることを承知した上で、あえて行政

として、このままでというご答弁をいた

だいたのは、これについてはいかがなも

のかなというふうに思います。

　やはり地域の方に地域コミュニティな

り、地域の連携なり、やっぱり自治会の

方々の協力を、絶えず行政としては要望

しておられるわけですし、ご協力もいた

だいているわけですから、自分たちに本

当に直接声が届いていないとか、そういっ

たことを理由に、これをきちんと政策と

して直視していくことを避けるというよ

うな状態では、いかがなものかというふ

うに思います。こういった声が現実にあっ

ても、やはりそういったことを直視して、

なかなか声にしにくいというのも現場の

実情だと思いますので、こういったこと

があるということを真摯に受けとめて、

やはり改善に努めていただくのが、本来

の姿ではないかなというふうに思います。

　財政的な負担があるということを前提

に、仕分けをしていくならば、すべての

ことに対してのいいわけに、それは通じ
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ていくことだと思いますので、きちんと

した形で、やっぱりこういった負担に対

してでも、一定の行政としての責務を果

たしていく必要があるのではないかなと

いうふうに思いますので、その点につい

て改善をよろしくお願いします。要望と

しておきます。

　これに関連いたしまして、もう１点お

聞かせをいただきたいんですが、この防

犯灯設置の申請については、事務報告書

の８６ページにありますように、工事が

１１月２６日というふうになっておりま

す。しかし、申請は４月下旬に、この資

料が自治会の方々等に配布をされて、５

月中に、届け出るようにというふうに言

われているんですね。これが事務報告で

は、設置ということについては、もう１

１月の、しかも下旬ということで、６か

月後の設置ということになるわけです。

　こういう防犯の最も中心に置いてる防

犯灯設置について、申請をしてから６か

月もたってから設置をするというのは、

これはどうしても合点がいきませんので、

この点についてどのようにお考えなのか、

現状を把握した上での、ご答弁をいただ

きたいなというふうに思います。

　あと、この市民相談事業のほうですけ

ども、産業振興課のほうからは、どうし

ても必要な事業だから、特異な方もいらっ

しゃるので、やっているんだというふう

なお答えをいただきました。

　それでしたら、この消費生活相談ルー

ムのこの事業と、何らかの形で一体化で

きないのかなというふうに考えるわけで

すね。そうしますと、月・木のところが

金曜日も入れて週３回と、司法書士が１

回来ていただくという形になりますので、

非常に市民相談の法律相談のほうが、事

業として充実してくるんじゃないか。違

う課に行かなければいけないということ

を、回避したいなというふうに私のほう

は考えるわけですけれども。

　ちょっと考えてはいただいているんだ

と思うんですけども、１日マックス９件

というところでしたら３０分超かかって

も、朝から受付をすれば行ったり来たり

ができない方は、順番で時間が決まって

いるんだったら、待つことが嫌だったら、

お帰りになられるでしょうけれども、や

はり早く相談して、早く結果を聞きたい

と思っておられる方については、例えば

朝一番から受付をして、順次ずっとやっ

ていけば、１日で解決する所要人数では

ないかなというふうに思いますので、市

民相談事業については、改善をとにかく

要望をしたいと思います。

　市民の皆さんに、やっぱり喜んでいた

だけるような、そのための市民サービス

のための、こういった法律相談の窓口で

もあるわけですから、市民にできるだけ

負担のないような、市民サービス向上に

資するような対応をしっかりとしていた

だきたいと、改善策を講じていただきた

いと思いますので、要望としておきたい

と思います。よろしくお願いします。

　先ほどの消費生活相談ルーム事業と一

体化できないということは、課題として

しっかりと検討していただきたいと思い

ますので。

　原課が違いますので、こちらは自治振

興課でも法律相談をやっています、産業

振興課でも相談やってますと。これが産

業振興課だったら、会社の経営者の方だ

けの相談ですよと特異性があるものでし

たら、理解も納得もできるんですけれど

も、一定債務相談だけじゃないという相

談件数が上がっております。

　消費生活相談ルームとしての案件とし

ては、法律相談としては、これ６５件で

すけれども、消費生活相談としては年間、
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この事務報告によれば、４８６件やって

るわけですから、相談としてね。なぜ別

枠で、これ合計ですかとお聞きしたかっ

たところぐらいですけども、別々に４８

６件と６５件が上がっているということ

ですので、なぜこのようなことをしてい

かなければならないのか。もしかして課

が違うから、それだけの理由なのかなと

いうふうにも思いますし、この辺を二つ

の課が、なぜそのような法律相談の事業

を別々に行っているのか。

　この点について、どちらの課の方でも

結構ですので、お答えをいただきたいと

思います。

　あと障害者の方の相談員の設置という

ことについては、わかりました。

　今後の方向性ですけれども、相談事業

の今後の方向性としては、やっぱりなか

なか障害者の方が相談に行くということ

について、やっぱり間口をしっかりと広

げて相談に行きやすい体制。こういった

ことも、こういったことも、こういった

ことも相談できるんだなということが、

わかりやすくなるように、しっかりと情

報を周知してあげていただきたいという

ふうに思いますので、名前だけあって、

人だけ配置されていて、相談件数が少な

い、中身がスタッフに反映されないとい

うことがないように、ご相談に来られた

内容、そういったものをしっかりと相談

事業の充実を図るとともに、やっぱり施

策に反映できるようなものがあればしっ

かり取り込んで、障害者施策に反映でき

るように努めていただきたいと思います

ので、要望としておきます。

　あと生活保護の事業のほうなんですけ

れども、今お聞かせをいただきましたけ

れども、この残業代の金額として、この

ように提示をしていただきましたけれど

も、これがほかの課の職員の皆さんと比

べて普通なんでしょうか、多いんでしょ

うか。その辺を聞かせていただきたいな

と思うんです。

　といいますのは、結構遅くまで生活支

援課の職員の皆さんは、この残業代云々

と言ってるわけじゃなくて、仕事の時間

帯が、長いんじゃないかなというふうに

思います。生活保護の担当されている職

員の皆さんは、以前にも申し上げました

ように、やはり精神的な負担も随分と気

をつかうような事例も大きいと思うんで

すね。

　ですから、こういった中でこの９名で、

前回も言いましたけれども、２名不足と

いうのは簡単ですけれども、９名しかい

ないところで２名足りないというのは、

すごい大きな負担割合だというふうに感

じているわけですね。

　やっぱりそこのところを、何とか社会

福祉士等の有資格者の方の採用で、しっ

かりと補充をしていただいて、この生活

支援課における実務の規模の拡充を図っ

ていくべきだというふうに考えて、質問

をさせていただいているんですね。

　やっぱり保護受給者、その申請の方も

すごくふえてるとこの前もお聞きをしま

したけれども、こういった方の相談に乗

るにしても、事情を聞くにしても、やは

りしっかり時間をかけて、現状の把握と

いうのをしないといけないと思うんです

けれども、こういった人手不足の体制の

中では、十分一生懸命しておられる分だ

け、どこかにやっぱりひずみが出るとい

うのが現実だと思います。

　そこでやっぱりしっかりと、この職員

の増員を図っていただきたいというふう

に考えております。職員の増員を図るこ

とで、十分な有資格者も含めて増員を図っ

ていただいて、受給者への監督指導と対

応がしっかりできるように。また、自立
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支援のサポートについても十分対応でき

るようにということで、体制の充実化に

もっと真剣に取り組んでいただきたいと

いうのは、これは生活支援課の方に直接

申し上げてるわけじゃなくて、これはも

う行政の管理体制の充実ということで、

お願いをしたいなというふうに思ってお

ります。

　結果、どういうことが言いたいかと言

いますと、受けてる人が、受けるべくし

て受けているんだという、市民の皆さん

が、生活保護を受けているということが

正当であると認識ができて、また、納得

できる生活保護の事業にしていくことが、

最も重要であると考えておるからです。

職員の配置につきましては、全体観に立っ

て、やはり今も申し上げましたように、

必要性の高い部分には、重点的に改善を

図ることができるようにしていただきた

いというふうに思います。

　中身の精査ですね。財政的にも生活保

護というのは、この決算を見てもわかり

ますように、非常に急激に大きな割合を

占める状態にもなってきておりますので、

受給者自体の中身の精査、また、窓口に

来られる方の相談者の生活状況の把握と

いうことが、的確な把握ということが大

事になってくると思いますので、この精

査ということが、喫緊の課題であるとい

うふうに考えておりますので、そのため

にもやはり職場、職員の配置の充実とい

うことに、しっかりとまず取り組んでい

ただくことが、基本的な問題を解決する

最大のやはり施策ではないかというふう

に思いますので、ぜひここの課に特化す

ることだけはできないというような考え

を排除していただいて、ぜひこの生活支

援課における実務の充実を図っていただ

くことができますように、人員の配置を

行政のほうで、しっかりと取り組みを考

えていただきたいと思いますので、要望

としておきます。

　それと担当の女性のほうが行かれると

いう職員の配置なんですけれども、でき

れば本来は、女性に女性ということもあ

るんですけれども、職員の側の方から、

男性１人のところに自立支援の方が、今、

同行していく場合もありますとかいうふ

うな、いろんなケースを言っていただき

ましたけど、そうばっかりは言えないと

思うんですね。

　やっぱり１人で行かないといけないと

き、相手が指定する時間、遅い時間帯と

か、全く自分の思いどおりにはなかなか

いかないし、もうドアを閉めればやっぱ

り個室になりますから、やはりケースワー

カーさんの安全ということも、配慮をし

てあげていただきたいというふうに思っ

ておりますので、この質問をさせていた

だきました。

　もう少し人数に余裕があれば、女性の

担当で地域割をして、また、男性は男性

の担当で地域割ができるというふうな現

状もあると思いますので、今は何せ人数

のかげんで、やっぱりこういった地区割

制度になっておられるのではないかなと

いうふうにも考えますので、この点につ

いて、やはり善処していただくように要

望としておきたいと思います。

　あとごみの減量なんですけれども、しっ

かり連携をしていただいていると思いま

す。頑張っていただいていると思います

けれども、これはちょっと連携をしてい

ただいて、高額ですけれども防犯カメラ

の設置をしていただいて、この防犯カメ

ラの設置を活用して、ごみの不法投棄に

ついても防止ができれば、一石二鳥では

ないかと考えますので、この点について

は、ぜひとも検討していただくように要

望としておきたいと思います。

－69－



　ごみ減量の相乗効果をもっと高めるこ

とができるような環境整備を、しっかり

と進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　あとリサイクルプラザの件なんですけ

れども、これは本当に長年化してますの

で、これは財政的な問題が、もう本当に

一番大きな現状だと思います。

　当初は期待する声もありましたけれど

も、このごろはもう本当に、どこにそん

なものがあるのというような感覚で見ら

れている部分もありますので、費用的に

も、決して小さな予算ではないというよ

うな予算が投入されておりますので、リ

サイクルプラザを本来の役割を、１日で

も早く発揮できるように取り組んでいた

だきたいと思いますので、要望としてお

きたいと思います。

　あとセッピィ商品券なんですけれども、

ご検討をいろいろいただいたということ

で、鳥飼東公民館のほうは調査をしてい

ただいて、加えていただいたということ

です。

　今言っていただきましたように、ぜひ

再度検討していただいて、安威川公民館

の安威川沿いの地域が、結構距離がない

ようであるので、あの辺をやはりちょっ

と調査をしていただいて、安威川公民館

なども、つけ加えていただけたらなとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

します。

　この弱者対策ということで、寝たきり

の方や施設入所されている方のための特

別購入枠を設けているということが、こ

の弱者対策の事前の２０件ということだっ

たと思うんですけれども、この中に身体

の障害をお持ちの方で、歩行がなかなか

困難な方も、郵便で申込みができるよう

な枠を設けていただければ、寝たきりの

方とか施設入所されてる方よりも、利用

者が多いと思いますので、身体の障害を

お持ちの方にも弱者対策をしっかりと施

していただいて、対象に加えていただき

たいと思いますので、また２回目のこの

販売についても無事故で、地域活性化経

済対策として、成果がしっかりと得られ

るように、産業振興課としてもしっかり

と全体の支援にお取り組みをいただいて、

また、改善点については留意をしていた

だいて、できるだけ一人でも多くの方に

喜んでいただけるような形にしていただ

けますように、要望としておきますので

よろしくお願いします。

　あと消費生活相談ルーム事業につきま

しては、先ほど申し上げましたように、

この相談件数とか内容については、事務

報告で概要がわかっておりますので、先

ほど市民相談事業一体化の問題について、

お答えをいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯のほうで

ございます。各自治会に５月末をめどに

しまして、新設の要望をお願いしており

まして、設置については１１月をめどに

ということで、我々は動いております。

　最近は新設の要望よりも、むしろ照度

アップ等の申込みも多うございます。た

だ、時間が確かにかかっておりますが、

一つは各自治会が全部出てから、全体の

バランスを見ないといけないということ

で、若干おくれられるところもございま

すので、それも一つあります。

　それから、今年要望いただきましたの

は、照度アップと設置で二百弱いただい

ております。全部つけれればいいんです

けども、照度アップも含めまして設置で

きるのが約３分の１程度ということです

ので、若干調査に時間をいただいている

ということがあります。
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　それから決定いたしましても、関西電

力、ＮＴＴ等との調整等がございますの

で、できるだけ前倒しでということは指

示しておりますけども、申しわけござい

ませんが、この時期になっております。

　ただ、以前には緊急で、災害、事故等

が起こったり、防犯上の問題があって、

警察等との協議の中で、緊急に設置した

ということもございますので、そういう

場合については、柔軟に対応いたします

けども、通常のルーティーン的に毎年の

要望につきましては、今のサイクルをお

願いしたいと考えております。

　それと法律相談の件でございます。

　多重債務と市民相談と両方あって、ば

らばらにやっていておかしいのではない

かということだと思うんですけども、多

重債務につきましては、まだ最近もあり

ますけども、テレビなどでよくお金が返っ

てきますよとか、そういう何とか法律事

務所のＣＭで相談を勧誘してるようなこ

とがあって、多重債務への対応への社会

的な要望が平成２０年当時に高まったと

いうことがございます。

　この中で多重債務、先ほど鈴木課長の

ほうから申し上げましたけども、一般の

法律相談とは違いまして、非常に１件、

１件の手間がかかります。それと専用の

窓口を置かないと、なかなかそういう方

が来ていただけないという実情もあった

かと思います。この点で専門の窓口を設

置し、月３回で行っている。また、司法

書士も入れさせていただきました。

　それともう一つは、市でやることによっ

て、ああいうテレビで広告をしているよ

うな法律事務所等とは違って、過重な手

数料をできるだけ防ぎたいという思いも

ございます。

　よくあるのは、お金が返ってきたと思っ

たら、３分の１ぐらいは全部手数料で持っ

ていかれたというようなこともございま

すので、そういうことのない、できるだ

け公平な形でできる市民相談、市民の多

重債務相談ということで、別枠を持って

おります。

　一方、消費者相談は全部、消費者相談

員が担当しておりますので、ちょっと違

うと思います。

　ただ、市民相談につきましては、先ほ

ども申しました件数等の関係もあって、

多重債務者に１回当たりやっぱり４５分

から１時間程度はかけないと無理で、そ

の後も、まだ引き続くということなんで、

市民相談と若干性格が違いますので、今

の形をとっております。

　多重債務の問題が、サラ金業法等の改

正によって、もうちょっと収束しました

ら、また相談の形を変えていってもいい

かとは思いますけど、現行につきまして

は、そういう多重債務で、まだまだ苦し

んでおられる方を救済することを優先し

た看板をあげた実施ということで、考え

ていきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは今の多重債

務の件につきましては、今もご答弁をい

ただきましたので、ということは、こち

らのほうで、そういう市民相談事業のほ

うに、多重債務者の方が来られたときは

送っていただいて、消費者問題のほうで

取り扱っていただくというふうに理解を

してよろしいんでしょうね。そういうこ

とだと思いますので、両方でやっていた

だいているんでしたら。

　最後に、こういった債務整理の件につ

いては私のほうも内容を、非常に時間が

かかるものであるというふうにも理解し

ておりますし、難しい中身のものである

ということも、時間がかかることも十分

理解をしております。
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　そういったきちっとした方向性をもっ

て、二つの課でしておられるのでしたら、

それ以上のことはないんですけれども、

こちらのほうは、どこの課に行ったらい

いのかということを問い合わせのときに、

確認をされる方が結構多いんです。

　広報なんかでも、きちんと書いていた

だいているにもかかわらず、やっぱりそ

ういったことがわからないのが、いろん

なとこでやってるように聞かれる方もあ

るかと思いますので、何らかの形で毎月

のお知らせのところには、きちんと書い

ていただいているんですけれども、明確

に多重債務の場合は、消費相談ルームの

ほうに、また、そのほかの法律相談につ

いては、自治振興課のほうにということ

で、お願いをしたいなと思います。いず

れにせよ市民の方にしっかりと、摂津市

が市民サービスに取り組んでいるという、

また、法律でしっかりと市民を守ってい

るということが伝わるように、今後とも

努力をしていただいて、しっかりと努め

ていただきたいと思いますのでよろしく

お願いします。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後５時１１分　休憩）

（午後５時１２分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、以

上で散会します。

（午後５時１３分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 内 一 蔵

民生常任委員  本 保 加 津 枝
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